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Ⅳ　特別支援学級における教育課程の編成
第１章　知的障害特別支援学級
第１節　教育課程の編成
１　知的障害教育の基本的事項
　 　平成25年10月に出された文部科学省「教育支援資料」によれば，知的障害とは，一般的に，同

年齢の子供と比べて，「認知や言語などに関わる知的機能」が著しく劣り，「他人との意思の交換，
日常生活や社会生活，安全，仕事，余暇利用などについての適応能力」も不十分であるので，特
別な支援や配慮が必要な状態とされている。また，その状態は，環境的・社会的条件で変わりう
る可能性があるといわれている。

　 　また，平成25年10月４日付け25文科初第756号 初等中等教育局長通知のとおり，特に知的障害
特別支援学級に在籍している児童生徒の障害の程度は，「その年齢段階に標準的に要求される機
能に比較して，他人との日常生活に使われる言葉を活用しての会話はほぼ可能であるが抽象的な
概念を使った会話などになると，その理解が困難な程度のもの」とされている。

　 　このような特性がある児童生徒に対する教育においては，より具体性を伴った内容や社会に出
たときに必要となる知識・技能の習得が求められる。また，多くの成功体験を通して，もてる力
を最大限に伸ばしていくことが必要となる。

２　知的障害のある児童生徒の特性と指導の基本
　⑴　知的障害のある児童生徒の学習上の特性
　　① 　学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく，実際の生活の場で応用されにくいこ

とがある。
　　② 　成功経験が少ないことなどにより，主体的に活動に取り組む意欲が十分に育っていないこ

とがある。
　　③ 　実際的な生活経験が不足しがちであることから，実際的・具体的な内容の指導が必要であ

り，抽象的な内容の指導よりも効果的である。
　⑵　教育的対応の基本
　　　知的障害のある児童生徒の学習上の特性を踏まえ，以下の教育的対応が必要である。
　　①　児童生徒の実態等に即した指導内容を選択・組織する。
　　② 　児童生徒が，自ら見通しをもって行動できるよう，日課や学習環境などを分かりやすくし，

規則的でまとまりのある学校生活が送れるようにする。
　　③ 　望ましい社会参加を目指し，日常生活や社会生活に必要な技能や習慣が身に付くよう指導

する。
　　④ 　職業教育を重視し，将来の職業生活に必要な基礎的な知識や技能及び態度が育つよう指導

する。
　　⑤　生活に結び付いた具体的な活動を学習活動の中心に据え，実際的な状況下で指導する。
　　⑥　生活の課題に沿った多様な生活経験を通して，日々の生活の質が高まるよう指導する。
　　⑦ 　児童生徒の興味・関心や得意な面を考慮し，教材・教具等を工夫するとともに，目的が達

成しやすいように，段階的な指導を行うなどして，児童生徒の学習活動への意欲が育つよう
指導する。

　　⑧ 　できる限り児童生徒の成功経験を豊富にするとともに，自発的・自主的な活動を大切にし，
主体的活動を促すよう指導する。

　　⑨ 　児童生徒一人一人が集団において役割が得られるよう工夫し，その活動を遂行できるよう
指導する。

　　⑩ 　児童生徒一人一人の発達の不均衡な面や情緒の不安定さなどの課題に応じて指導を徹底す
る。

　 　また，知的障害教育において一人一人の実態に即した指導を実践する際は，個別の教育支援計
画（以下，「教育支援プランＡ」）・個別の指導計画（以下，「教育支援プランＢ」）をもとに，そ
の児童生徒の将来を保護者，本人と見据える視点が重要となる。将来の目標を定めたとき，現状
としてどのような力を育てていくことが目標に近付く手だてとなるのか，精査する必要がある。

　 　例えば，基本的な生活習慣の確立を基盤とした職場等への通勤，職場等における人との関わり，
仕事への取り組み方，得た賃金の使い方，余暇の過ごし方等，自立した社会生活を想定した場合，
その過程において様々な力が必要となる。学校において，今，学んでいることが将来のどのよう
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な姿につながっていくのかを明確にしていくことが，よりよい未来を切り拓くことの礎となる。

３　教育課程編成の基本的な考え方
　 　特別支援学級や通級による指導の教育課程の根本基準（法的根拠）については，学校教育法施

行規則第138条「教育課程の特例」で記述されているとおり，「小学校，中学校もしくは義務教育
学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については…（中略）…
特別の教育課程によることができる」となっている。

　 　この特別の教育課程を作成するに当たっては，通常の学級と特別支援学校の教育課程を十分理
解し，その連続性を確保しつつ，特別支援学級に在籍する児童生徒の障害の状態などを踏まえて
教育課程を編成する必要がある。知的障害特別支援学級においては，各教科を知的障害者である
児童生徒に対する教育を行う特別支援学校（以下，知的障害特別支援学校）の各教科に替えるな
どして実情に合った教育課程を編成する。

　 　特に，今回の特別支援学校学習指導要領は，各教科等についての観点が小・中学校学習指導要
領と同様の表記になっていること（「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力」，「学びに向か
う力，人間性等」）等，学びの連続性を意識しているものとなっている。また，幼稚園・小学校・
中学校・高等学校それぞれの学習指導要領等において，特別支援教育の視点が明記されている。

　 　教育課程の編成に当たって留意すべき点として，「特別の教育課程」であること，特に知的障
害特別支援学級においては，児童生徒一人一人の実態や教育的ニーズが異なることを理解して作
成する必要がある。そのためには，まず，児童生徒の実態の把握（教育支援プランＡ・教育支援
プランＢ）が重要となる。保護者・児童生徒の願いと教育的なニーズを的確に把握し，何を目標
とするか，それぞれ設定していく必要がある。

　 　教育課程を編成する中で，一人一人の児童生徒を視野に入れ，実際の指導の場面において，個
の学習を進めることは重要であるが，同じ学習場面を設定し，集団での学び合いをすることがと
ても重要となる。そのため，少人数の学級の場合，どのように学び合いを成立させるかについて
も課題となる。これらの点は次節以降で詳述する。

４　教育課程編成に係る配慮事項
　 　知的障害特別支援学級においては，児童生徒の実態を鑑み，小・中学校学習指導要領及び特別

支援学校学習指導要領の内容を理解し，実践に生かしていくことが重要である。その根幹となる
のが特別の教育課程であり，指導方法，指導内容，指導形態等を工夫していく必要がある。その
ため，特別支援学級担任は，小・中学校，特別支援学校双方の学習指導要領を具体的に理解して
おく必要がある。

　 　Ⅲ 第２章 第２節「特別の教育課程編成の手順」で記述されている教育課程編成の流れの手順
について，障害種を問わず念頭に置くべきことを（カッコ）内に記述する。

　　①　児童生徒の実態の把握（特性，得意・不得意の把握と伸ばすための手だて等）
　　②　学級目標の設定（担当する学級の一年後の姿）
　　③　指導内容の選択（何を教えるか）
　　④　指導形態の選択（どのような形で教えるか）
　　⑤　日課表の作成（一日・一週間の見通しの示し方）
　　⑥ 　交流及び共同学習の計画（児童生徒一人一人が交流学級で何を学ぶか・交流学級の児童生

徒は何を学ぶか）
　　⑦　年間指導計画の作成（全体と児童生徒一人一人が対応しているか）
　　⑧　教育支援プランＡ・教育支援プランＢの作成（一人一人の児童生徒の目標・課題・評価）
　　
　　※　次頁に，特別の教育課程の作成例を記述する。
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　　　　　 小学校特別支援学級の例　　　　　　　　　　　 中学校特別支援学級の例

　※　なお，本稿においては，小学校・中学校の実態を上記の例を元にして指導案を作成している。
　　具体的な実態については，小学校は51ページ，中学校は56ページを参照すること。

５　各教科，特別の教科　道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動の取扱い
　 　小学校・中学校及び特別支援学校学習指導要領により，知的障害特別支援学級においても特に

示す場合を除き，全ての児童生徒に履修させなければならないとされている。
　 　しかし，教科を知的障害特別支援学校の教科に替えて教育課程を編成した場合には，各教科，

道徳科，外国語活動，特別活動及び自立活動の一部又は全部を合わせて指導を行うことができる，
とされている。

第２節　指導計画の作成
　前節では，知的障害特別支援学級における教育課程の編成の方法，流れについて記述してきた。
この第２節においては実態把握をはじめとする指導計画の作成手順を明示し，さらに各教科等にお
ける指導の形態の意義と基本的な考え方，小学校・中学校内に設置されている特別支援学級の意味
を含め，指導計画作成上の留意点を記述する。
１　児童生徒の実態把握
　 　指導計画を立て指導を行う上で，まず児童生徒一人一人の障害の状況や特性を把握し，実態を

明確にし，指導を行う際に活用できるものとする必要がある。
　　実態把握のための資料としては，以下に示すものがある。
　・発達診断及び諸検査等，医療関係等から得たもの
　・行政における就学支援委員会等の記録
　・就学前施設における資料等
　（＊上記３点については，個人情報の保護の観点から適切に保管される必要がある。）
　 　また，外部関係機関との情報共有や日常観察，保護者との面談による細部にわたった児童生徒

理解も必要である。
　 　次に，実態を基にしてどのような指導内容・方法・形態が個人の伸長を図る上で必要か検討し，

指導計画の作成に生かすことが大切である。その後は，指導を行いながら児童生徒の変化（成
長）を客観的に把握する必要がある。その際特に重要なこととして「記憶」に頼らず「記録」に
残す習慣をつけるとよい。日にちと課題や取り組み方がどのように変化したか（自分の力でどこま
で取り組め，どこから他者の支援が必要となったか等）を明確にした記録をつけることにより，児
童生徒の実態をより深く理解できる。これらのことを背景に，児童生徒の実態の変容に応じて指
導計画の修正が必要となる。つまり児童生徒の実態把握は，常に継続的に行うことが重要である。

２　教育支援プランＡ及び教育支援プランＢの作成
　 　市町村ごとに異なった様式もあるが，埼玉県においては，教育支援プランＡ及び教育支援プラ
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ンＢがある。児童生徒の実態は，先述のとおり常に変容していくため，教育支援プランＡ及び教
育支援プランＢの各項目に必要な情報を追記していくことが求められる。

　 　児童生徒にどのような特別な教育的ニーズがあるのか，保護者・本人の思いは何か等を正しく
捉え，明確にすることが重要である。

３　指導目標の設定
　 　指導目標は，教育活動の根幹にあたるものである。特に，児童生徒に「この単元・題材を通し

て身に付けさせたい力」を明確にする必要がある。また，Ⅲ 第１章 第１節において「学校の教
育目標の設定」とも密接に結び付いていなければならない。学校は一つの組織体であり，特別支
援学級もその一部である。特に，知的障害特別支援学級においては，児童生徒の実態を具体的で
分かりやすく，一人一人の評価に結び付く目標を立てるとよい。教育支援プランＢ等においても
「楽しむことができる」等の目標，授業の目標でも同様の記載がある場合がある。しかし，「楽
しむ」ことができたかどうか，教師はどのような指標で測ることができるのか。常に分かりやす
い表現で記述する習慣をつけるとよい。　

４　指導内容の選択と設定，組織化
　 　個に応じた指導を行うことは必要であるが，集団として学び合う環境をつくっていくことも重

要である。今回の学習指導要領で示されている「主体的・対話的で深い学び」は，知的障害特別
支援学級の中でも求められている。「児童生徒に～の力を付けるため，～の授業を行う」という
視点をもち，指導に当たることが求められる。

５　指導の形態の決定（Ⅲ 第１章 第３節 参照）
　 　指導の形態としては，教科別の指導，各教科等を合わせた指導がある。どのような指導の形態

を選択することが望ましいかを基本に据えて教育課程の編成を検討する必要がある。各教科等を
合わせた指導，自立活動については「Ⅲ 第４章 第１節，第２節，第３節」を参照すること。

　　＜教科別の指導＞
　　・ 　知的系統的要素の教科として国語，算数（数学），技術的要素の教科として音楽，図工（美

術），体育，保健体育，技術，生活的要素の教科として生活，理科，社会，家庭がある。
　　・ 　教科別に各教科の基礎的・基本的な内容を系統的，継続的に指導する指導の形態である。
　　＜特別の教科　道徳＞
　　・ 　特別の教科　道徳（以下，「道徳科」とする。）については，特別支援学校学習指導要領に

よれば，以下の通りとなる。
　　　 「小学部又は中学部の道徳科の目標，内容及び指導計画の作成と内容の取扱については，そ

れぞれ小学校学習指導要領第３章又は中学校学習指導要領第３章に示すものに準ずるほか，
次に示すところによるものとする。

　　　① 　児童又は生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服して，強く生きようと
する意欲を高め，明るい生活態度を養うとともに，健全な人生観の育成を図る必要がある
こと。

　　　② 　各教科，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動との関連を密にしな
がら，経験の拡充を図り，豊かな道徳的心情を育て，広い視野に立って道徳的判断や行動
ができるように指導する必要があること。

　　　③ 　知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において，内容の指導
に当たっては，個々の児童又は生徒の知的障害の状態，生活年齢，学習状況及び経験等に
応じて，適切に指導の重点を定め，指導内容を具体化し，体験的な活動を取り入れるなど
の工夫を行うこと。と明記されている。

　　　　 　第１節の５にあるように，知的障害特別支援学級においても，児童生徒に道徳科を履修
させる。その際，知的障害のある児童生徒の学びの特性から，道徳科の内容は各教科等を
合わせた指導で取扱うことが効果的である。そのため，知的障害特別支援学級においては，
道徳科の内容を日常生活の指導，生活単元学習，作業学習といった各教科等を合わせた指
導の形態で具体的な指導内容を設定して指導することとなる。

　　＜外国語科・外国語活動＞
　　・ 　知的障害特別支援学級の場合，児童の実態に応じることになるが，小学校学習指導要領，

特別支援学校学習指導要領に示されている内容から判断して実施する。
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　　・ 　小学校学習指導要領に基づいて指導する場合は，３・４年生については外国語活動，５・
６年生については，外国語科となる。

　　・ 　特別支援学校学習指導要領に基づいて指導をする場合，知的障害のある児童に対する外国
語活動では，育成を目指す三つの資質・能力を目標とすることは小学校の外国語活動と同様で
ある。第３学年以上の児童を対象とし，特別支援学校学習指導要領に示す，国語科の３段階
以上の目標及び内容を学習する児童が学ぶことができるように目標及び内容が設定されている。

　　・ 　知的障害のある生徒に対する外国語科においても，育成を目指す三つの資質・能力で新た
に目標が整理された。知的障害のある生徒の実態や学習の特性等を踏まえ，教育支援プラン
Ｂに基づき，適切に目標を定め指導することが重要となる。

６　交流及び共同学習
　 　知的障害特別支援学級に在籍する児童生徒の交流及び共同学習については，以下の点に配慮す

る必要がある。
　・ 　本人の障害の特性として，どの教科であれば交流をする意義（意味）があるか明確にする。
　・ 　場を共有するだけではなく，お互いに学び合える環境をつくる。
　・ 　特別支援学級の児童生徒は，通常の学級において，集団活動やコミュニケーション等の学習

を深める。
　・ 　通常の学級の児童生徒は，特別支援学級の児童生徒が授業参加することによって，様々な人

とともに助け合い支え合って生きていくことを学ぶ。
　 　これらの配慮事項を基に交流及び共同学習を有意義なものにするために，交流学級の担任との

連携を十分行い，より交流及び共同学習の効果が得られるようにする。なお，交流及び共同学習
の具体例は，p.103を参照のこと。

７　学習形態の組織化
　 　校内に複数の障害種の特別支援学級が設置されている場合，主たる学習の場は知的障害特別支

援学級であるが，教科等の内容や特性により教育効果が期待される場合は，他の障害種の学級と
合同で授業を行ったり，学習グループを編成して授業を行ったりすることもある。児童生徒の立
場に立ち，何のために，どのような目的で，集団を変更する必要性があるか等の根拠を明確にし，
学習形態の組織化を行う必要がある。

８　授業時数と１単位時間の取扱い
　⑴　授業時数
　　 　特別支援学級における授業時数は，小学校又は中学校の各学年における年間授業時数に準ず

るものとする。（※学校教育法施行規則第51条（73条）第１を参照）
　　 　ただし，知的障害のある児童生徒及び知的障害を併せ有する児童生徒については，教科を知

的障害特別支援学校学習指導要領の各教科に替えて教育課程を編成することができる。した
がって，各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動の他，自立活動や各教
科を合わせた指導の，目標及び内容を十分に考慮し，児童生徒の実態に即して，それぞれの年
間の授業時数を適切に定めることができる。

　　 　しかし，このことは，地域や学校の実情，児童生徒の実態を配慮するという趣旨であり，こ
こでいう「小学校又は中学校の各学年における年間授業時数に準ずる」とは，原則として小学
校又は中学校と「同一」という意味であることを考えれば，授業時数をむやみに多くしたり，
少なくしたりすることは避けなくてはならない。

　⑵　１単位時間
　　 　児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達段階等，各教科や学習活動の特質を考慮して適

切に定めることが可能である。しかし，授業の１単位時間においては，学校教育法施行規則第
51条の別表第１（中学校においては，第73条別表第２）に示されている通り，小学校45分，中
学校50分を標準とすることは従前どおりであり，１単位時間の運用に関しては，指導内容のま
とまりや学習活動の内容を考慮して教育効果を高める観点に立つこと，学校の管理運営上支障
をきたさないよう教育課程全体にわたり，十分な検討を行うことが必要である。

　　 　また，各教科の特性に応じ，10分から15分程度の短い時間を活用して指導を行う場合がある。
その際は，①児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達等を踏まえた検討を十分に行うこと，
②単元や題材といった内容のまとまりの中に適切に位置付けること，③授業のねらいを明確に
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すること，④教科書やそれに関連付けた教材を開発したり，適切な教材を用いたりすることを，
十分に検討することが必要である。

　　
９　日課表の作成
　⑴　日課表の役割
　　 　日課表は，教育課程を具体的に実施していく際の学校の一日の日程表であり，児童生徒が学

校生活を行うための一日の生活スケジュールである。作成には，児童生徒の一日の生活のリズ
ムをつくり，生活になじみやすくするような工夫が必要である。

　⑵　日課表作成上の留意点
　　　日課表の作成に当たっては，次の事項に十分配慮する。
　　ア　充実した学校生活のために
　　　 　児童生徒が一日の学校生活の中で充実した学習ができることを考慮し，１単位時間の指導

内容を決定し，給食，休憩，その他の諸活動等の調和のとれた日課表の作成に心掛けること
が必要である。

　　イ　生活のリズム化を図るために
　　　 　日課表は一週間を単位として，児童生徒の学校生活のリズム化を図りながらも，児童生徒

の興味・関心を生かして作成されることが望ましい。また，見通しをもって取組ができるよ
う，第１時限は日常生活の指導や体育，第２時限は国語といった帯状の日課で作成ができる
とよい。

　　ウ　創意工夫を生かした日課表
　　　 　各学校において，児童生徒数や教職員数等，また，地域の実態及び各教科等や学習活動の

特質等に応じ，創意工夫を生かした時間割を弾力的に編成することができる。日課表は年間
を通して固定するのではなく，上記の実態等に応じ，弾力的に組み替えることに配慮できる
ようにする。教育課程全体のカリキュラム・マネジメントを行う際に，日課表の変更も視野
に入れ検討できるとよい。

　　エ　学校全体での共通理解について
　　　 　特別支援学級の学級経営には校内すべての教職員の理解と協力が必要である。交流及び共

同学習（※Ⅲ 第４章 第６節及び本章 第３節の９を参照）においては，通常の学級にて学習
活動に取り組む際，交流する通常の学級の日課表を確認する必要がある。ここまでに述べて
きた日課表の作成に関しても，特別支援学級の学級経営方針や児童生徒の実態等と合わせ，
学校全体の教職員が共通理解を図ることが望ましい。

10　年間指導計画の作成
　⑴　指導計画とは
　　 　教育課程は，各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動に

ついて，それらの目標やねらいを実現するように，教育の内容を学年段階に応じ授業時数との
関連において総合的に組織した学校の教育計画であり，それを具体化した計画，つまり，授業
につながる指導方法等（指導目標，指導内容，指導の順序，使用教材，指導の時間配当）も含
め，具体的な指導により重点を置いて作成したものが指導計画である。

　　 　指導計画には，年間指導計画など長期を見通したものから，学期，月，週，単位時間ごと，
あるいは，単元，題材，主題ごとの指導案に至るまで様々なものがある。また，学年別，学級
別等，実態に応じた集団の指導計画や児童生徒一人一人の教育支援プランＡ・Ｂ等も含まれる。

　⑵　指導計画作成の基本
　　 　指導計画の作成に当たっては，個々の教育的ニーズを踏まえるとともに，次の事項に十分配

慮する。
　　ア 　各教科等の各学年，各段階，各分野又は各言語の目標と指導内容の関連を十分検討し，単

元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，まとめ方等を工夫したり，内容の重要
度や児童生徒の学習の実態に応じてその取扱いに軽重を加えたりして，主体的・対話的で深
い学びの実現に向けた授業改善を通して，資質・能力を育む効果的な指導を行うことができ
るよう配慮する。

　　イ 　各教科等及び，各学年相互間の関連を図り，指導内容の重複を避けたり，重要な指導内容
が欠落したりすることのないよう留意し，系統的，発展的な指導ができるようにする。

　　ウ 　合科的・関連的な指導については，教科のねらいをより効果的に実現するための指導であ
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ること等，その趣旨をよく踏まえ，児童が自然な形で意欲的に学習に取り組めるような学習
課題を設定するとともに，課題選択の場を設けたり，教科書を工夫して使用したり，その指
導に適した教材を作成したりして，指導の効果を高めるようにすることが必要である。なお，
合科的な指導に要する授業時数は，原則として，それに関連する教科の授業時数から充当す
ることになる。指導に要する授業時数をあらかじめ算定し，関連する教科を教科ごとに指導
する場合の授業時数の合計と概ね一致するように計画する必要がある。

　　エ 　各教科等の一部または全部を合わせて指導を行う際には，それぞれの目標及び内容を基に
して，それらの目標の系統性や内容の関連性に十分配慮しながら，指導目標，指導内容，指
導の順序，指導の時間配当等を十分に明らかにしたうえで，適切に年間指導計画等を作成す
る必要がある。

　⑶　指導計画作成の一般的な手順
　　　指導計画の作成に当たっての一般的な手順は次のとおりである。
　　①　児童生徒の実態把握を行う。（行動観察，保護者から聞き取り，引継ぎ，心理検査等）
　　②　学校教育目標の確認，学級教育目標の決定を行う。
　　③ 　授業時数をもとに，指導内容を選択する。（各教科等においてどのような内容を取り扱う

か。学習指導要領に示していない内容を加えるかどうか。）
　　④　指導の形態を選択する。（合科的・関連的な指導を取り入れているか。）
　　⑤　指導内容を配列する。
　　⑥　日課表を作成する。（児童生徒全員の日課が示されているか。）
　　⑦　交流及び共同学習を計画する。（保護者の理解が得られているか。）
　　⑧　年間指導計画を作成する。
　　⑨ 　教育支援プランＡ・Ｂを作成する。（保護者との合意形成がなされているか。合理的配慮

の記載はあるか。）
　　⑩　学期別，月別，週別の指導計画を作成する。
　　⑪　指導計画に伴う諸記録を作成・整備する。
　　⑫　指導計画の定期的な見直しを行う。

11　指導記録と学習評価　
　⑴　指導記録
　　 　児童生徒の記録に関する諸表簿として，指導要録，出席簿，健康診断票，教育支援プラン

Ａ・Ｂ等がある。また，通知表，学級日誌，家庭との連絡帳，授業記録，チェックリスト等の
様々な記録がある。これらの記録は，児童生徒の変容や成長，発達の経緯を明らかにするとと
もに，保護者や次の担当教師等に児童生徒の達成状況や教育的課題を伝える手だての一つとし
て，大切なものである。日々の教育実践の記録を継続することは重要なことであるが，記録の
ための記録にならないように，形式や記入方法については，適宜工夫しながら改善をしていく
ことが大切である。さらに，指導記録が教育実践の反省や評価の機会となり，次の指導の方針
や内容等，児童生徒の課題を明らかにするような効果的な活用が望まれる。

　⑵　評価
　　 　学習評価は，学校における教育活動に関し，児童生徒の学習状況を評価するものである。児

童生徒のよい点や成長の度合い等を積極的に評価し，学習したことの意義や価値を実感できる
ようにすることが大切である。また，各教科等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点
から，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通す，また，児童生徒自身の振り返りを活用
するなどしながら，「児童生徒にどういった力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え，
教師が指導の改善を図るとともに，指導の過程や成果を評価し，指導の改善を行い学習の向上
に生かすようにすることが重要である。

　　 　また，今回の改訂では，教育支援プランＢに基づいて行われた学習状況や結果を適切に評価
し，指導目標や指導内容，指導方法の改善に努め，より効果的な指導ができるようにすること
と明記されている。このことは，学習状況等の評価の結果から，その課題の背景や要因を踏ま
えて，改善を図る必要があることを示唆している。改善の時期は，授業ごと，週，月，学期な
どの期間を設定して行うことが考えられるが，課題の軽重をとらえ，実施することが必要であ
る。各授業，教育支援プランＢにおいて，ＰＤＣＡサイクルの中で蓄積される児童生徒一人一
人の学習評価に基づき，教育課程の評価・改善に臨むカリキュラム・マネジメントを実現する
視点が必要である。
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12　教育課程編成に係る評価と改善　
　 　教育課程編成に係る評価及び改善については，教育活動の質の向上につなげていくために適宜，

実施していかなければならない。先に述べたように，カリキュラム・マネジメントとは，学校教
育に関わる様々な取組を，教育課程を中心に据えて組織的かつ計画的に実施し，教育活動の質の
向上につなげていくものである。「社会に開かれた教育課程」の理念のもと，児童生徒に資質・
能力を育んでいくためには，①「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力）②「何
を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と，教科間・学校段階間のつながりを踏まえた教育課程の編成）
③「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指導の改善・充実）④「子
供一人一人の発達をどのように支援するか」（子供の発達を踏まえた指導）⑤「何が身に付いた
か」（学習評価の充実）⑥「実施するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現するため
に必要な方策）を各学校が組み立て，家庭・地域と連携・協働しながら実施し，目の前の子供た
ちの姿を踏まえながら，適宜，見直しを図ることが求められる。こうしたカリキュラム・マネジ
メントは以下の三つの側面から捉えることができる。

　　① 　各教科等の教育内容を単体ではなく，相互の関係で捉え，学校教育目標を踏まえた教科等
横断的な視点で，その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。

　　② 　教育内容の質の向上に向けて，児童生徒の姿や学校・地域の現状等に関する調査に基づき，
教育課程を編成し，実施し，評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確立すること。

　　③ 　教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資源等を，地域等の外部の資源も含めて活用し
ながら効果的に組み合わせること。

第３節　教育課程編成及び指導計画作成のための資料
１　小学校における教育課程編成と全体計画例
　 　以下には，小学校の知的障害特別支援学級で編成される教育課程の一例を提示する。書式や項

目の詳細は，各市町村で様式が異なる場合がある。

○　小学校特別支援学級教育課程編成例
特別支援学級の教育課程

 学校名　　　○○市立○○小学校
 障害種別　知的障害特別支援学級
１　教育目標
　⑴　学校教育目標
　　○主体的に学び，心豊かでともに高め合う児童の育成
　　・　よく考え　進んで学ぶ子
　　・　心豊かで　思いやりのある子
　　・　明るく健康で　たくましい子
　⑵　学級教育目標
　　・　さいごまでやりぬく子
　　・　なかまとすすむ子
　　・　あかるくげんきな子
　
２　教育課程の編成
　⑴　編成の基本方針
　　 　本学級の児童は，生活経験が乏しい児童が多く，初めての活動に対して不安感をもち，なかなか活動

に向かうことができない。また，物事を理解する上で体験あるいは経験を通して理解していく児童が多

〈学級及び児童の実態例〉
　本学級は５名（男子４名，女子１名）の児童が在籍している。穏やかな児童が多く，高学年の
児童が優しく下級生の児童を手助けすることができる。全体としては落ち着いた学習を行ってい
る。
　特徴として，生活経験が乏しい児童も在籍し，生活単元学習を中心に当該年齢において必要と
される力の育成を行っている。日常生活面においては，自立している者が多いが，衣服の着脱に
おいて身だしなみを整えることなどに課題が見られる。また，返事，話の聞き方を含めた学習規
律の確立については，高学年の姿を手本にしている。人とのコミュニケーションに関しては，発
語が喃語に近い児童やたどたどしさがある児童が３名在籍しているため，下学年の学習を行って
いる。現学年の内容を学ぶことができる場合は，その児童生徒に合った方法で取り組んでいる。
　交流及び共同学習については，児童の実態に応じて参加する教科を決めて実施しているが，交
流学級における対応も確立されているため，５名とも参加できている。
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いため，具体的な活動を用いた学習を進めていくことが必要となる。このような実態を踏まえ，生活単
元学習や教科別の指導において，活動を多く取り入れた学習を進め児童の力を育てていく。また，それ
ぞれの指導については個々の実態に応じ，その上で系統性，発展性を考慮していく。

　⑵　指導の重点
　　・　一人一人の課題・目標を明確にし，一時間の授業，単元を見通して活動を設定する。
　　・ 　頑張りについて，称賛するなど認めることにより達成感を味わわせ，次の活動につながる意欲を育

てる。
　　・　基本的な生活習慣の確立を目指し，社会で自立していくための基盤つくりを進める。
　　・　信頼できる他者から，コミュニケーションの輪を広げる。
　　・　交流学習の場面を通して，様々な人との関わりを知り，社会性を育てる。
　　・　保護者，関係機関との連携を密にし，共通理解のもと指導を行う。

３　学級編制
学　級　名 児　童　生　徒　数

○○学級 男
４　名

女
１　名

計
５　名

（　　　　名） （　　　　名） （　　　　名）

担任者
氏　名

○○　○○ 本・
臨採
の別

本・臨 在職
年数

教職（○○）　特支（○○）

本・臨 教職（○○）　特支（○○）

※児童生徒数欄の（　）は，通常の学級に在籍していながら，この学級でも指導を受ける児童生徒（通級に
　よる指導を受けている）がいる場合に，その数を記入する。

［備考］　編制上の配慮事項等

４　年間授業日数・時数
　⑴　年間授業日数
　　①　特別支援学級の授業日数　　　　○日
　　②　学校全体の授業日数との比較　　同上
　　　（特別支援学級の授業日数が，学校全体の授業日数と異なる場合は，その理由）
　⑵　年間授業時数（６年生の例）

指導の形態 時数

各教科等を
合わせた指導

日常生活の指導 １７５
生活単元学習 １４０

教科別の指導

国語 １４０
算数 １４０
音楽 ３５
図工 ７０
体育 １４０

外国語活動 ３５
自立活動 １０５

合計 １０１５

５　児童生徒の障害の状況等（在籍する児童生徒）　　　　　　　　　（ただし１単位時間は45分）

No.
学　

年

氏　名

（生年月日）

年　

齢

性　

別

障害の状況
１．障害の種類
２．障害の程度
３．検査等の結果
４．手帳の有無等
５．診断名

指導の重点

週授業時数

特
別
支
援
学
級

通
常
の
学
級

合　

計

１ １ ○○　○○
（　　　　　）

７ 男 １．知的障害
２．活動開始までに時間を要

することが多い。平仮名を
拾い読みすることができ
る。

３．個別の知能検査（数値等）
（平成○年○月○日実施）

４．療育手帳○
５．自閉症スペクトラム
　　（○○医院）

・自分でできたという体験を
積み重ね，自信を付ける。

・基本的な生活習慣の確立を
目指す。

・体力を付け，運動への苦手
意識を払拭する。

・ソーシャルスキルトレーニ
ングに取り組む。

19 ６ 25

※ 「道徳科」の内容は，「各教科等を
合わせた指導」で取扱う。

略

C
M

Y
K

60

60



― 53 ―

６　日課表

〈日課表の枠組みについて〉
・ 　時間割の弾力的な編成が認められているため，学校ごとに日課表が異なる。各学校の日課表に合わせ

て特別支援学級の日課表も編成する。　　
　→「埼玉県小学校教育課程編成要領　第二部」p.23 ～参照

〈日課表作成の基本方針〉
・　一日の活動に見通しがもてるよう，できるだけ帯状に近い形で組む。
・ 　日課表の一部を自閉症・情緒障害特別支援学級と同様とし，必要に応じて合同や児童の実態に合った

グループ学習を行うことができるようにする。
・ 　交流学級の授業に参加している児童については，交流学級担任と打合せを行い，本学級の教科の時

数に偏りがないように配慮する。また児童の実態や教科の活動内容に応じ，単元ごとに参加・不参加を
検討する場合もある。

・ 　各教科の指導，道徳科，外国語活動，特別活動及び自立活動においては，児童生徒の実態に応じて，「各
教科等を合わせた指導」の中で行うこともできる。
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例
２
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２　中学校における教育課程編成と全体計画例
　 　以下には，中学校の知的障害特別支援学級で編成される教育課程の一例を提示する。書式や項

目の詳細は，各市町村で様式が異なる場合がある。

○　中学校特別支援学級教育課程編成例

特別支援学級の教育課程
 学校名　　　○○市立○○中学校
 障害種別　知的障害特別支援学級
１　教育目標
　⑴　学校教育目標
　　○　心身ともに健康で，自ら進んで行動する生徒の育成
　　　・　夢をもち，自ら積極的に学ぶ生徒
　　　・　心豊かで思いやりのある生徒
　　　・　心身ともに健康でたくましい生徒
　⑵　学級教育目標
　　・　自分のことは自分でできる生徒
　　・　仲良く協力できる生徒
　　・　目標をもって努力できる生徒

２　教育課程の編成
　⑴　編成の基本方針
　　 　本学級は日常生活で概ね自立している生徒が多いが，学習面や細かな作業，動作の習得と積み上げが

ゆっくりであること，また初めての活動や学習に自信がなく，不安感をもっていることが共通する特徴
として挙げられる。そこで自立活動を設定し，個別やグループで生活や学習上の困難を軽減する課題に
取り組み，一方で得意なことやできることを伸ばして自信を育てていく。また体験や活動を通して理解
へと結び付く実態であることから，生活単元学習や作業学習といった教科等を合わせた指導を設定する。
指導内容に関しては同じ単元に取り組みながらも，個々の実態に応じて目標やねらいを設定していく。

　　 　また保護者からは将来を見据えた進路指導，受検（受験）指導への期待や要望が強いこと，本人が自
分自身で適正な進路選択を行うことも考慮し，自己理解を深め，社会参加と自立した生活に結び付く能
力・意欲・自信を育てていくことが重要である。

　⑵　指導の重点
　　ア　「教育支援プランＢを生かす」…個別の課題や目標を明確にし，指導・支援・評価を行う。
　　イ 　「集団の中で自ら学び，考え，判断する力を身に付ける」…教師から教えられるだけではなく，自

分だったらどうするか，どう考えるかの視点を生徒がもち，発信できる指導内容と手だてを設定する。
　　ウ 　「できる状況づくり」…成就感や達成感を味わい，自信や意欲を育成する。できることを重ね続け

ていくことで，「確かな力」を身に付ける。
　　エ 　「共通理解と情報共有」…特別支援学級担当教師だけでなく，通常の学級において各教科を担当す

る教師，部活動顧問，保護者，関係機関との連携を密に行う。
　　オ 　「社会参加と自立を見据えて」…中学校卒業後，またはその後の進路選択や道筋を学ぶ。自分は何

がしたいか，できるかを考えて進路選択を行う力を身に付ける。

３　学級編制　※　前項の「小学校における教育課程編成と全体計画例」を参照。

　〈学級及び生徒の実態例〉
　本学級の生徒は６名（一年男子３名，２年女子１名，３年男子１名，３年女子１名）で構成
されている。主障害は知的障害であり，てんかん発作がある生徒や脳性麻痺による下肢の体幹
機能障害を伴った生徒もいる。在籍している生徒のうち３名（一年男子２名，３年女子１名）は，
中学校から教育形態の変更により本学級に入学してきた。特に今年度入学してきた２名につい
ては，通常の学級で自己肯定感を十分に育むことができなかったことから，学習場面において

「分からないこと」や「できないこと」に対する恐怖感が強く，混乱する。
　学習面は，国語，数学，外国語については当該学年の理解が難しいため，下学年の内容を中
心に行なっている。しかし，数学については四則計算が十分に定着していない生徒もいるため，
各教科の指導だけでなく，生活単元学習など実体験に基づいた指導を行なっていく必要がある。
　一方，学校全体の雰囲気は比較的落ち着いており，特別支援学級の生徒は比較的穏やかであ
るため，交流学級での学習も可能な限り行なっている状況である。
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４　年間授業日数・時数
　⑴　年間授業日数         
　　①　特別支援学級の授業日数　　　　○日　
　　②　学校全体の授業日数との比較　　同上
　　（※特別支援学級の授業日数が，学校全体の
　　　　授業日数と異なる場合は，その理由）
　⑵　年間授業時数と留意点
　　 　右の表では，「各教科等を合わせた指導」が中心

になる授業時数の例を提示した。この例では中学校
教育課程をベースにしつつ，生徒の実態に合わせて
特別支援学校中学部の教育課程を取り入れている。
「理科」「社会」は「各教科等を合わせた指導」の
中で行うよう設定している。なお，道徳科は教育活
動全体で行うよう位置付けている。

　　 　「教科別の指導」を行う場合は，生徒一人一人の
興味や関心，生活年齢，学習状況や経験等を十分
に考慮して時数や内容を設定することが大切である。

　　 　また生徒の個人差が大きい場合もあるので，各教科の特質や指導内容に応じて更に小集団を編成し，
個に応じた指導を徹底する必要がある。

５　生徒の障害の状況等（在籍する生徒）
　※　１単位時間は50分
　※　週授業時数は合計29時間
　※　前項の「小学校における教育課程編成と全体計画例」を参照

６　日課表
日課 月 火 水 木 金

 8：45
 9：35 １校時 保健体育

 9：45
10：35 ２校時 国語

作業学習
国語

作業学習
国語

10：45
11：35 ３校時 数学 数学 数学

11：45
12：35 ４校時 自立活動 生活単元学習

13：35
14：25 ５校時 音楽

総合的な
学習の時間 美術

外国語
職業・家庭

14：35
15：25 ６校時 自立活動

　※ 作成上の基本方針は小学校と同様であるが，通常の学級において各教科を担当する教師が特別支援学級
の授業を担当する場合があることを考慮し，時間割を作成する。

指導の形態 時数
各教科等を

合わせた指導
生活単元学習 １４０
作業学習 １４０

教科別の指導

国語 １０５
数学 １０５
音楽 ３５
美術 ７０
保健体育 １７５
職業・家庭 ７０
外国語 ３５

総合的な学習の時間 ７０
自立活動 ７０

合計 １０１５
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３　日常生活の指導の指導計画
　⑴　指導の意義と基本的な考え方
　　 　日常生活の指導のねらいは，児童の日常生活が充実し，高まるように日常生活の諸活動を適

切に指導するものである。児童が日常生活をより自立的・発展的に取り組めるように教育的に
生活態度や生活意欲を育てることである。

　⑵　指導の機会
　　 　日常生活の指導は，学校生活の流れに沿った実際的な場面で日常生活の諸活動である基本的

生活習慣の内容（衣服の着脱，洗面，手洗い，排泄，食事，清潔など）や日常生活や社会生活
において必要で基本的な内容（あいさつ，言葉遣い，礼儀作法，きまりを守ることなど）に重
点がおかれている。

　　 　実際の指導では，指導内容の焦点化を図り，実態に応じて，児童の気付きや対話を大切にし
ながら，どのようにするのがよい行動なのかを教え，日常の生活の中で般化できるよう繰り返
し指導していくことが望ましい。また，個の実態に応じて段階的・発展的な手だてを立てるこ
とも必要である。

　⑶　他の指導形態との関連
　　 　日常生活の指導は，各教科・道徳科・外国語活動・特別活動・総合的な学習の時間を合わせ

た指導の中でも最も基礎的な内容を取り扱うものである。よって，日常生活の指導における児
童の活動は，特別支援学校の生活科の内容だけでなく，道徳などの内容を総合的に含んでいる。

　　 　指導計画を作成するに当たっては，他の指導の形態と有効な関連付けが図られるように十分
な配慮をすることが大切である。

　⑷　指導計画作成の手順と留意事項
　　ア　指導計画作成の手順
　　　ア　一人一人の児童の日常生活に関する実態把握
　　　イ　個別の課題設定
　　　ウ　指導方針の明確化
　　　エ　指導場面の選定及び指導内容・ねらいの設定
　　　オ　指導計画の作成
　　　カ　指導計画実施に伴う諸記録の作成
　　　キ　評価及び指導計画の改善
　　　　　※ア・イ・カ・キに関しては，教育支援プランＢによる。
　　イ　指導計画作成の留意事項
　　　ア　生活の流れに沿って，実際的な状況下で指導が行われるように計画する。
　　　イ 　一定の指導の繰り返しを大切にしながらも固定的な繰り返しにより児童の学習意欲を減

退させないように工夫する。
　　　ウ 　指導の段階を明確にし，性急に進めることのないよう，個々の児童に合わせた段階的・

継続的な指導ができるように計画する。
　　　エ 　家庭と学校とが児童の実態や指導の目標，指導方法についての共通理解の上に立って，

連携を図る。
　　　オ 　技能の向上だけに着目せず，個性の伸長を大切にしながら主体的な生活態度の育成を計

画する。
　⑸　指導方針例
　　ア　低学年： 基本的生活習慣や集団生活をする上で必要な力の育成を図り，自主的に行動する

態度を養う。
　　イ　中学年： 基本的生活習慣や集団生活をする上で必要な力の向上を図り，自立的に行動する

態度を養う。
　　ウ　高学年： 基本的生活習慣や集団生活をする上で必要な力の定着を図り，より自立的に行動

する態度を養う。
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　⑹　指導項目及びねらい，具体的指導内容と主な指導場面例
　　 ※指導内容は，児童の実態に合わせ，段階的な支援をもとに計画していく。
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　⑺　年間指導計画例
　　※ 　項目によっては，学校生活目標や保健目標などと関連させながら重点的に指導すること

で， 交流学級での指導にも対応することができる。

４　生活単元学習の指導計画
　⑴　指導の意義と基本的な考え
　　 　生活単元学習は，児童生徒が生活上の目標を達成したり，課題を解決したりするために，一

連の活動を組織的に経験することによって，自立的な生活に必要な事柄を実際的・総合的に学
習する指導の形態である。

　　 　生活単元の学習の指導では，児童生徒の学習活動は生活的な目標や課題に沿って組織される
ことが大切である。実際の指導では，様々な領域や教科に関わる広範囲の内容が扱われるが，
生活単元学習における児童生徒の活動はそれらの内容を習得するための手段ではなく，生活に
基づいた目標や課題，あるいはテーマを達成するための諸活動を通して結果的に領域や教科の
内容を習得できるようにするものである。

　　 　生活単元学習は，本物の活動を繰り返し行い，考える力や意欲を伴う主体的に行動する力を
高め，成功体験を積み重ねていくことにより，生きる力を育んでいくものであるといえる。在
籍する児童生徒全員が生活単元学習の学習活動に参加できるよう，日課表の作成に配慮する。

　⑵　生活単元学習の望ましい条件
　　 　生活単元学習の主な特徴を踏まえ，より望ましい生活単元学習を計画・実施するには，配慮

すべきいくつかの条件がある。
　　①　主体的な学習：興味・関心に基づく。めあてや見通しがもてる。
　　②　総合的な学習：必要な知識・技能が習得できる。多種多様な経験ができる。
　　③　実際的な学習：実際の生活から発展する，望ましい習慣・態度が身に付く。
　　④　活動的な学習：具体的な活動がある。活動は自然な生活のまとまりである。
　　⑤　共同的な学習：共通の課題意識がもてる。人とかかわりをもって活動できる。
　　⑥　個別的な学習：個々の発達水準に合う活動である。個々の力が発揮できる。
　　 　児童生徒が自分のもてる力を精一杯発揮して単元活動に取り組むことで，達成感や満足感を

味わい，新たな活動に挑戦する意欲や学習したことを家庭・地域に生かそうとする般化の力を
高めることができる。

　⑶　指導計画の作成
　　ア　指導計画作成の手順
　　　ア　児童生徒の実態を把握する。 イ　教育目標を具体化する。
　　　ウ　望ましい生活経験を精選する。 エ　児童生徒の生活上の課題を明らかにする。
　　　オ　一年間の学校行事・学級行事や地域生活の実状を把握する。
　　　カ　指導内容を系列化する。 キ　年間指導計画を作成する。
　　　ク　単元ごとに指導計画を作成する。 ケ　指導計画作成に伴う諸記録を作成・整備する。
　　　コ　評価し，指導計画の改善をする。
　　イ　年間指導計画立案のポイント
　　　ア　単元のバランス
　　　　・　指導内容が偏らないよう，年間を通して多種多様な経験ができるようにする。
　　　　・ 　指導内容の習得ができるように，単元間の活動内容に関連をもたせ継続的に取り組ん
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だり，ある時期に一定の活動内容を集中的に取り組んだりする。
　　　イ　新規性のある活動
　　　　・　行事単元だけでなく，トピック的な単元や魅力ある単元の開発に努める。
　　　　・　毎年繰り返す行事単元の活動内容の工夫や目標の高次化を図る。
　　　ウ　学級経営との関連
　　　　・　個々の発達段階，生活年齢や学級の特徴を考慮する。
　　　　・　人とのかかわりや社会的ルールなどの集団性の向上に留意する。
　　ウ　単元計画立案のポイント
　　　ア　教育支援プランＢとの関連
　　　　・　児童生徒の思いや願いの実現を図る中で重点目標の達成に向かうよう活動内容を設定する。
　　　イ　実態把握
　　　　・ 　単元活動における興味・関心，目的意識，知識・技能，人との関わり等について個々

の実態を把握する。
　　　ウ　目標設定
　　　　・ 　全体目標を受け，個々に主体性，集団性，知識・技能面等から，具体的な姿を捉えて

設定する。
　　　エ　活動内容の選択
　　　　・　興味・関心がもてるもの　　　・　目的が明確であるもの　
　　　　・　発達段階にあっているもの　　・　人との関わりを伴うもの　　
　　　　・　力を最大限に発揮できるもの　・　適切な問題解決場面を伴うもの　
　　　　・　満足感，成就感が味わえるもの
　　　オ　支援の方法
　　　　・　単元展開の工夫　 ・　学習集団編成の工夫　 ・　教材，教具の工夫
　　　　・　教師の関わり方の工夫　・　ティームティーチングの工夫　・　個への配慮
　　　カ　評価の方法
　　　　・　目標は達成できたか　・　どの支援が有効だったか　・　改善点は何か
　⑷　指導計画の作成にあたって考慮すべき点
　　ア 　単元は，実際の生活から発展し，児童生徒の障害の状態等や興味・関心などに応じたもの

であり，個人差の大きい集団にも適合するものであること。
　　イ 　単元は，必要な知識・技能の獲得とともに，生活上の望ましい習慣・態度の形成を図るも

のであり，身に付けた内容が生活に生かされるものであること。
　　ウ 　単元は，児童生徒が目標をもち，見通しをもって，単元の活動に積極的に取り組むもので

あり，目標意識や課題意識を育てる活動を含んだものであること。
　　エ 　単元は，一人一人の児童生徒が力を発揮し，主体的に取り組むとともに，集団全体で単元

の活動に共同して取り組めるものであること。
　　オ 　単元は，各単元における児童生徒の目標あるいは課題の達成に必要かつ十分な活動で組織

され，その一連の単元の活動は，児童生徒の自然な生活としてのまとまりのあるものである
こと。

　　カ 　単元は，豊かな内容を含む活動で組織され，児童生徒がいろいろな単元を通して，多種多
様な経験ができるように計画されていること。

　⑸　生活単元学習の単元例の四つのタイプ
　　　テーマに関連をもたせて内容を構成することが大切である。
　　ア　季節単元：指導の契機となるような季節を生かした内容を中心として単元を構成するもの。
　　イ　行事単元：学校の行事によりよい適応をさせていくことを中心として単元を構成するもの。
　　ウ　生活課題単元： 興味，問題意識，緊張の発掘とそれらのよりよい解消をねらって，タイムリー

にしかも興味と能力に合ったものから教育的価値や効果の高いものを取り上げ
て単元を構成するもの。

　　エ　トピック単元： 生活上の偶発的な事柄をもとにして，興味と能力に合ったものから教育的価値
や効果の高いものを取り上げて単元を構成するもの。

　⑹　他の指導形態との関連
　　 　教科別の指導や自立活動等との関連を明確化することによって，一層効果的な展開ができる

ように計画を立てる。
　　 　また，３年生以上の学年には総合的な学習の時間を設定するため，生活単元学習と総合的な

学習の時間の意義や基本的な考え方を考慮し，内容の精選を図る必要がある。
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　⑻　指導案例（小学校）
○○○学級　生活単元学習　学習指導案

 日　　時　　平成○○年○○月○○日（○）
 　　　　　　第○校時　○○：○○～○○：○○
 場　　所　　○○○○
 指 導 者　　教諭　○○　○○（T1）
 　　　　　　教諭　○○　○○（T2）
 　　　　　　教諭　○○　○○（T3）

１　単元名　「先生ありがとう」

２　単元について
　⑴　学級及び児童の実態
　　 　本学級は，５名（男子４名，女子１名）の児童が在籍している知的障害特別支援学級である。穏やかな児童が多く，上級生が優

しく下級生の児童を手助けすることができる。全体としては落ち着いた学習を行っている。
　　 　児童は比較的活発であり，休み時間には外へ出て，虫取りや石集め，花摘みなど自然とふれあうことが多い。日常生活面におい

ては，自立している児童が多いが，身辺処理の身だしなみを整えることに課題が見られる。生活経験の乏しい児童がおり，生活単
元学習を中心に当該学年において必要とされる力の育成を行っている。学習規律の確立については，下級生が上級生の姿を手本と
している。コミュニケーションに関しては，発語が喃語に近い児童やたどたどしさのある児童が在籍しており，言葉でのやりとり
に苦手意識をもっている。しかし，友達や教師との関わり合いは楽しんで行っている姿が見られる。学習に関しては，当該学年の
内容を学習することが難しい児童３名は，下学年の学習内容に取り組んでいる。当該学年の内容を学ぶことができる２名の児童は，
それぞれに合った方法で当該学年の学習に取り組んでいる。交流及び共同学習については，児童の実態に応じて参加する教科を決
めて実施しており，交流学級における支援方法も確立されているため，５名とも参加している。

　⑵　単元について
　　 　本単元のタイプは，お世話になった教頭先生を離任式後に学級へ招待してお別れ会を行うという，学校行事との関連を図ったも

のである。教頭先生との思い出を振り返り，教頭先生に感謝の気持ちを伝えるお別れ会を計画し，実施する単元である。自分がお
世話になったことに対して感謝の気持ちをもち，それを相手に伝えることは，社会生活を送る上で決して忘れてはならない大切な
ことである。また，相手を意識して相手のためにできることを考えて活動することは，今後の社会生活で必要である。自分の行っ
たことで相手が喜んでくれたり自分を認めてくれたりすることで，人との関わりのよさや楽しさを味わい，よりよい人間関係を築
いていけるものと考える。これらのことを学び，身に付け，実践していける力をもった児童を育てていきたいと思い，本単元を設
定した。

　⑶　指導・支援について
　　 　指導に当たっては，離任式までの見通しをもたせ，教頭先生のためにできることを児童と共に考えながら学習を進めていく。感

謝の気持ちを伝える方法にはいろいろなやり方があることを学び，自分たちにできることを選んで実践する力を身に付けてほしい
と考える。本単元では，歌のプレゼントとして「笑顔　ありがとう」という曲を用いて，替え歌を考えて歌う。会食のお菓子は，
材料が多すぎず，調達しやすいものであること，作り方が明確であること，安全に作れることをふまえ，「いちごムース」を作る。
教室の飾り作りでは，それぞれの児童が得意な絵や折り紙などを生かして製作活動ができるように支援していく。児童が学習しや
すいように自作のワークシートや写真カードを用いて学習を行い，学習への意欲をさらに高めていきたい。また，学習規律に留意
しながら児童同士の関わり合いを生かして活動させたいと考える。児童のよさをとらえ，認めて褒めて励まし，児童が意欲的に学
習できるように心掛けたい。この単元で達成感や成就感を味わわせ，今後の学習や生活での自信につなげていけたらと思う。

３　単元の目標
　○　教頭先生との思い出を自分の言葉で伝えたり，文章で書いたりすることができる。
　○　お別れ会に向けて，友達と協力し合って準備をすることができる。
　○　お別れ会での自分の役割を理解して活動することができる。

４　指導計画
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５　本時の学習
　⑴　共通目標
　　①　自分たちで考えた歌詞を覚え，歌を歌うことができる。
　　②　お菓子の作り方を理解することができる。
　⑵　児童の実態

　⑶　個別の指導内容及び目標

　⑷　展開
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６　評価
　⑴　共通目標に係る評価
　　①　歌詞を覚えて歌を歌うことができたか。
　　②　お菓子の作り方を理解することができたか。
　
　⑵　個人目標に係る評価

７　教室環境図

    

    
 

    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'  
 

 
 

 
 

□  
 

 
 

 
 

 

□  
 

C
M

Y
K

78

78



― 71 ―

　
⑼
　
生
活
単
元
学
習
の
年
間
指
導
計
画
例
（
中
学
校
）

　
　

※
各

教
科

等
の

内
容

を
合

わ
せ

た
指

導
に

よ
り

，
指

導
内

容
に

よ
っ

て
は

技
術

・
家

庭
や

作
業

学
習

な
ど

で
学

習
活

動
を

行
う

こ
と

も
あ

る
。

 

 

 

 
 

 

 

 

C
M

Y
K

79

79



― 72 ―

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

C
M

Y
K

80

80



― 73 ―

　⑽　指導案例（中学校）

１　単元名　「バザーを成功させよう」
２　単元設定の理由
　⑴　学級及び生徒の実態
　　 　本学級の生徒は６名（１年男子３名，２年女子１名，３年男子１名，３年女子１名）で構成されている。主障害は

知的障害であり，てんかん発作がある生徒や脳性麻痺による下肢の体幹機能障害を伴った生徒もいる。在籍している
生徒のうち３名（１年男子２名，３年女子１名）は，中学校から教育形態の変更により本学級に入学してきた。特に
今年度入学してきた２名については，通常の学級で自己肯定感を十分に育むことができなかったことから，学習場面
において「分からないこと」や「できないこと」に対する恐怖感が強く，混乱する。

　　 　学習面は，国語，数学，外国語については当該学年の理解が難しいため，下学年の内容を中心に行なっている。し
かし，数学については四則計算が十分に定着していない生徒もいるため，各教科の指導だけでなく，生活単元学習な
ど実体験に基づいた指導を行なっていく必要がある。

　　 　一方，学校全体の雰囲気は比較的落ち着いており，特別支援学級の生徒は比較的穏やかであるため，交流学級で
の学習も可能な限り行なっている状況である。

　　⑵　単元について
　　 　本校では毎年２学期にバザーが開催され，本学級でも販売活動を通してバザーに参加している。今年度は家庭科

の授業で作り方を学習した，ティッシュケースを製作して販売することとなった。針を使った製作には得意・不得意
があるが，それを補い合って作り上げることができるように工夫して指導していく。さらに，バザーでは本校の生徒
ばかりでなく，地域の方や保護者と接するよい機会である。生徒たちのコミュニケーション能力を高めるための準備
もしっかりしていきたいと考えている。

　⑶　指導・支援について
　　 　針を使った作業を伴うため，安全に留意しながら指導する。販売するためにはできあがりの良さが大切である。そ

のことをよく理解させた上で，縫い目がばらついてしまう生徒には内側になる部分を，縫い目がそろってきれいにで
きる生徒には表に出るステッチの部分を担当させることとする。また，販売の際には二人組をつくって，お互いに相
談したり協力し合ったりしながら，上手に接客できるようにしたい。そして，それらが自己肯定感につながるように
していきたいと思っている。

３　単元の目標
　⑴　販売するという目的を理解して，ティッシュケースの製作に丁寧に取り組むことができる。
　⑵　お互いのよさを認め合い，協力してバザーに参加することができる。
　⑶　バザーへの参加を通して，人とのかかわりの中で伝え合う力を高めることができる。
４　指導計画

○○学級「生活単元学習」学習指導案
 日　　時　　平成○○年○○月○○日（○）
 　　　　　　第○校時　○○：○○～○○：○○
 場　　所　　○○○○
 指 導 者　　教諭　○○　○○（T1）
 　　　　　　教諭　○○　○○（T2）
 　　　　　　教諭　○○　○○（T3）
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５　本時の学習
　⑴　共通目標
　　①　モデルとなる姿を見て，店員としてふさわしいのはどちらか理解することができる。
　　②　店員としてふさわしい言葉遣いや態度を知り，実際に演じることができる。
　⑵　生徒の実態

　⑶　個別の指導内容及び目標

　⑷　展開
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６　本時の評価
　⑴　共通目標に係る評価
　　①　モデルとなる姿を見て，店員としてふさわしいのはどちらか理解することができたか。
　　②　店員としてふさわしい言葉遣いや態度を知り，実際に演じることができたか。
　⑵　個人目標に係る評価

７　教室環境図　　略

５　自立活動の指導計画
　⑴　指導の意義と基本的な考え
　　 　自立活動の目標は「個々の児童又は生徒が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の困

難を主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，もって心身の調
和的発達の基盤を培う。」ことである。

　　 　障害のある児童生徒は，その障害によって，日常生活や学習場面において様々なつまずきや
困難が生じやすい。そのため，個々の実態把握によって導かれる「人間としての基本的な行動
を遂行するために必要な要素」及び「障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するた
めに必要な要素」，いわゆる心身の調和的な発達の基盤に着目して指導するものが自立活動で
あり，自立活動の指導が各教科等において育まれる資質・能力を支える役割を担っている。

　⑵　指導計画（流れ図）作成の手順
　　ア 　個々の児童生徒の障害の状態，発達や経験の程度，興味・関心，生活や学習環境などの実

態を，できることにも着目しながら的確に把握する。（実態把握①　情報収集）
　　イ 　実態把握に基づいて得られた課題を自立活動の区分に即して整理する。教育支援プラン

Ａ・Ｂのように保護者と合意形成を図るものではなく，課題を整理するものである。（実態
把握②－１　情報の整理）

　　ウ 　児童生徒の学習上又は生活上の課題を，既にできていること，支援があればできることも
含めて整理する。（実態把握②－２）

　　エ 　現在の実態から卒業までの年数を視野に入れ，卒業までにどのような力を育むか整理する。
　　　（実態把握②－３　児童生徒の〇年後の将来像）
　　オ 　イ，ウ，エで整理した情報の中から，指導開始時点で課題となることを抽出する。（指導

すべき課題の整理③　課題の抽出）
　　カ 　オで抽出した課題同士の関連，指導の優先，指導の重点の置き方等について整理し，中心

的な課題を導き出す。（指導すべき課題の整理④　中心的な課題）
　　キ 　カの中心的な課題に基づき，長期的な指導目標（ねらい）と短期的な指導目標（ねらい）

を設定する。（指導目標の設定⑤）
　　ク 　自立活動の内容６区分27項目の中から，指導目標を達成するために必要な項目を選定する。

（項目の選定）
　　ケ 　選定した項目同士を相互に関連付けて具体的な指導内容と指導場面を設定する。（指導内

容の設定）
　　コ 　課題同士の関連や整理を振り返りながらポイントを整理する。（項目と項目を関連付ける

際のポイント）

□
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　⑶　指導上の留意事項
　　ア 　自立活動の指導は学校の教育活動全体を通じて行う指導と自立活動の時間における指導に

より，適切に行うこと。
　　イ 　教育支援プランＢに基づく自立活動の指導は，個別指導の形態で行うことが基本だが，指

導目標（ねらい）を達成する上で効果的である場合には，小集団を構成して指導することも
考えられる。しかし，最初から集団で指導することを前提とするものではない点に十分留意
すること。

　　ウ 　知的障害のある児童生徒は，知的な遅れに随伴して，言語，運動，動作，情緒，行動等の
分野で発達の遅れが見られる場合がある。そのため，何事にも自信がもてず，新しいことに
対して不安を示したり，参加できなかったりすること等が考えられる。

　　　　例えば， ①　言語面では発音が明瞭でない。
 ②　言葉と言葉を組み立てて話すことが難しい。
 ③　運動や動作面では，走り方がぎこちない。
 ④　ボタンを掛け合わせたりすることが思うようにできない。
　　　 　このような課題の原因や課題が相互に関連し合っている点，発達や指導の順序を考えなが

ら自立活動の指導をすることが望ましい。

　⑷　自立活動の授業づくり（流れ図　作成例）　
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　⑸　自立活動のねらいと指導内容（例）
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　⑹　アセスメントシート
　　 　児童生徒の課題を把握するために，下記のようなアセスメントシートを活用することが有効

である。これをもとに指導計画を作成したり授業内容の設定をしたりすることができる。

　自立活動アセスメントシート（例）  　　年　　組　　氏名（　　　　　　　　　　　）

区分 項目 記入日　　　  
/

記入日　
/

記入日　　　
/

１　健康の保持

⑴ 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。

⑵ 病気の状態の理解と生活管理に関すること。

⑶ 身体各部の状態の理解と養護に関すること。

⑷ 障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること。

⑸ 健康状態の維持・改善に関すること。

２　心理的な安定

⑴ 情緒の安定に関すること。

⑵ 状況の理解と変化への対応に関すること。

⑶  障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意
欲に関すること。

３　人間関係の形成

⑴ 他者とのかかわりの基礎に関すること。

⑵ 他者の意図や感情の理解に関すること。

⑶ 自己の理解と行動の調整に関すること。

⑷ 集団への参加の基礎に関すること。

４　環境の把握

⑴ 保有する感覚の活用に関すること。

⑵ 感覚や認知の特性についての理解と対応に関すること。

⑶ 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。

⑷  感覚を総合的に活用した周囲の状況についての把握と状
況に応じた行動に関すること。

⑸ 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

５　身体の動き

⑴ 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

⑵ 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。

⑶ 日常生活に必要な基本動作に関すること。

⑷ 身体の移動能力に関すること。

⑸ 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。

６　コミュニケーション

⑴ コミュニケーションの基礎的能力に関すること。

⑵ 言語の受容と表出に関すること。

⑶ 言語の形成と活用に関すること。

⑷ コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。

⑸ 状況に応じたコミュニケーションに関すること。

 ◎特に支援が必要　〇支援が必要
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　⑺　小学校指導案
○○学級〇組　自立活動　学習指導案

 日　時　平成○○年○○月○○日（○曜日）
 　　　　第○時　○○：○○～○○：○○
 場　所　○○○○ 
 指導者　○○　○○　
１　主題名　「なにかな　なにかな」

２　主題設定の理由
　⑴　児童の実態（障害特性，課題等）
　　 　本学級は５名（男子４名，女子１名）の児童が在籍している。穏やかな児童が多く，高学年の児童が

優しく下級生の児童の手助けをすることができる。日常生活面においては，自立している児童が多いが，
衣服の着脱において身だしなみを整えることなどに課題が見られる。また，人とのコミュニケーション
に関しては，発語が喃語に近い児童やたどたどしさがある児童も在籍していることから，言葉でのやり
とりを苦手にしている児童もいる。しかし，人とのかかわり合いはお互いに楽しんで行っている様子が
見られる。

　⑵　主題観
　　 　人とコミュニケーションを取りながら，集団活動に参加するためには，やりとりの楽しさを知り，適

切なコミュニケーションの手段を身に付けること，手順やきまりを理解し見通しをもって活動に参加で
きるようにする力が必要である。発声に課題のある児童は，自分の気持ちが言葉では相手に伝わりにく
く，コミュニケーションが成立しなかったり，人とのやり取りを苦手に感じたりする。そこで，児童が
活動を楽しみながら自然に語彙を増やし，正しい発声を促すことができるように本主題を設定した。

　⑶　指導観
　　 　指導に当たっては，学習の流れを毎回固定し，児童が見通しをもって活動することができるようにす

る。身近な動物の名前や鳴き声を言ったり，しりとりをしたり，集団での活動に取り組みながら個別の
課題に応じて学習を進めていく。発声に課題のある児童に対しては，教師の口形を見せ，繰り返し発音
させながら明瞭な発音につなげていきたい。

３　児童の実態
本時に関わる実態

Ａ ３文字以上の言葉になると，発音するときに中の音が抜けてしまう。
Ｂ 教師の発音を模倣しようとするが，発声が不明瞭である。

以下　略

４　目標
　⑴　言葉を使った活動に楽しく取り組むことができる。
　⑵　しりとりをすることができる。

５　本時の構成
　⑴　本時の目標
　　①　共通目標　
　　　・　言葉を使った学習に楽しく取り組むことができる。
　　②　個人目標
　　　Ａ　３文字以上の言葉を１文字ずつ区切って発音することができる。
　　　Ｂ　教師の発音を模倣しながら，正しく発音しようとすることができる。
　
　以下略
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　⑵　展開
時間 学習活動 指導上の留意点（※指導の手だて　＊評価の観点） 備　考

５分

１　はじめの
あいさつを
する。

２　本時の活
動を知る。

　おはなし
　なんのおと？
　なにかな？

※実態に合わせた支援を行う。

※活動の順番と内容を知らせ，見通しをもたせる。 活動
カード

７分
３　絵本の読

み聞かせを
聞く。

※繰り返しのある部分を一緒に読ませ，活動に対する意欲を高める。 絵本

12 分

４　動物の名
前や鳴き声
を言う。

※日直から順番に，動物の絵カードを見せて，名前や鳴き声を言わ
　せる。

動物の
絵カード

Ａ Ｂ 略
※動物の名前が分からない

場合は，鳴き声を言った
り教師と一緒に名前を言
ったりさせる。

＊動物の名前や鳴き声を言
うことができたか。

※動物の名前が分からない
場合は，鳴き声を言わせ
る。

・犬→ワンワン
・猫→ニャオー　など
＊動物の鳴き声を言うこと

ができたか。

16 分

５　しりとり
をする。

※日直から順番に，しりとりをさせる。
※言葉の最後に〇を付け，次の言葉の最初の文字が分かるようにす

る。
※自分で次の言葉が思い付かない場合は，教師がジェスチャーをし

てヒントを出したり，教師と一緒に言わせたりする。
※最後に出てきた言葉を全員で読む。
※単語の中の音が抜けてし

まう場合は，教師の手拍
子に合わせて１文字ずつ
発音させる。

＊３文字以上の言葉を１文
字ずつ区切って発音する
ことができたか。

※発声が不明瞭なときは，教
師の口形を見せながら模
倣させる。

＊教師の発音を模倣しなが
ら，正しく発音しようとす
ることができたか。

５分

６　活動を振
り返り次時
の活動を知
る。

７　おわりの
あいさつを
する。

※一人一人よくできていたことを評価し，次時への意欲を高める。
＊言葉を使った学習に楽しく取り組むことができたか。

※号令がかかったら５秒で立つように言葉をかける。

６　本時の評価
　①　共通目標　
　　・　言葉を使った学習に楽しく取り組むことができたか。
　②　個人目標
　　Ａ　３文字以上の言葉を１文字ずつ区切って発音することができたか。
　　Ｂ　教師の発音を模倣しながら，正しく発音しようとすることができたか。

７　備考
　　・　教室内配置図　座席配置図　教材・教具配置図等　　
　　・　参考資料
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　⑻　中学校指導案　　
　　【指 導案の作成について】　アセスメントシートを活用して実態を把握し，流れ図を簡略化した

ものを作成して指導案につなげた。下記の「具体的な指導内容ア」に関する指導案である。
　　【流れ図：簡略化したもの】
　　　生　　徒：中学校１年
　　　障害名等：知的障害
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○○学級　自立活動　学習指導案

 日　　時　平成○年○月○日○曜日
 　　　　　第○時　○○：○○～○○：○○
 場　　所　○○○○
 指 導 者　○○　○○（T1）　○○　○○（T2）
 　　　　　○○　○○（T3）
１　主題名　「苦手の克服を目指す」

２　主題設定の理由
　⑴　生徒の実態
　　 　本学級の生徒は６名（１年男子３名，２年女子１名，３年２名：男子１名，女子１名）で構成されている。主障害

は知的障害であり，てんかん発作がある生徒や脳性麻痺による下肢の体幹機能障害を伴った生徒もいる。在籍してい
る生徒のうち３名（１年男子２名，３年女子１名）は，中学校から教育形態の変更により本学級に入学してきた。特
に今年度入学してきた２名については，通常の学級で自己肯定感を十分に育むことができなかったことから，学習場
面において「分からないこと」や「できないこと」に対する不安感が強くパニックになることがある。

　　 　学習面は，国語，数学，外国語については，現学年の理解が難しいため，下学年の内容を中心に行っている。また，
数学については四則計算が十分に定着していない生徒もいるため，机上の学習だけではなく，生活単元学習など実体
験に基づいた指導を行っていく必要がある。そこで，学習ではそれぞれ個々に応じた学習を行っていくが，必要に応
じて各教科等の指導を行っていく。

　　 　一方、学校全体の雰囲気は比較的落ち着いており，多くの特別支援学級の生徒は比較的穏やかであるため，交流
学級での学習も可能な限り行っている状況である。

　⑵　主題について
　　 　個別に抱える困難さや課題を軽減し解決するために，多角的な実態把握をし，個に応じた解決法と指導計画を設定

した上で，丁寧に粘り強く指導にあたる必要がある。そこで，自立活動において困難さや課題が類似している生徒同
士で二人組をつくり指導することにした。個に応じた指導・支援により，その困難さ等を少しでも軽減し各自の能力
を最大限に発揮させ，将来的には，社会に効果的に参加することができる生徒になってほしいとの思いにより，本主
題を設定した。

　⑶　指導・支援について
　　 　在籍する生徒は６名であるため，二人組を３グループつくることにした。指導する教師は３名のため，それぞれの

課題に教師１名と生徒２名の形態で取り組んでいる。個別に抱える困難さや課題は同グループにおいて様々な違いが
あるため，配慮と創意工夫を要する。また，進度や達成度に応じて，臨機応変な対応も心掛けていく。

３　生徒の実態
氏名 本時に関わる実態

Ａ 日常生活での基本的な手指を使った動作ができないことが多い。また，できないとイライラしたり混乱をき
たしたりする。

Ｂ 下肢の体幹機能障害を伴っているため，手先の細かな作業に困難さを示すことがある。長く作業することは
苦手で疲れやすい。

　　　　　　　　～以下略～
４　目標
　・　自分の苦手を知り，粘り強く課題に取り組むことができる。

５　指導計画　　～他グループ略～

授業目標 授業時数

１ 様々な用具で手指を上手に使う練習をすることができる。 ５

２ 様々な用具を使って，指示や条件を理解して作業することができる。 本時２/ ５

３ りぼん結びの仕方を学んで，挑戦することができる。 ５

６　本時の構成
　⑴　本時の目標
氏名 目　　　　　標

Ａ ・　用具の使い方を理解して使うことができる。
・　苦手なことでも落ち着いて課題に取り組むことができる。

Ｂ ・　用具を工夫して使うことができる。
・　両手を上手に使って課題に取り組むことができる。C
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　⑵　展開　　～他グループ略～

７　本時の評価
氏名 評　　　　　価

Ａ ・　用具の使い方を理解して使うことができたか。
・　苦手なことでも落ち着いて課題に取り組むことができたか。

Ｂ ・　用具を工夫して使うことができたか。
・　両手を上手に使って課題に取り組むことができたか。

　　　　　　～以下略～

８　備考　　　　・教室内配置図　座席配置図　教材・教具配置図等　　・参考資料
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６　教科の指導計画
　 　小学校・中学校の教育課程では，小・中学校学習指導要領第１章第４の２の⑴のイにおいて，

「２特別な配慮を必要とする児童（生徒）への指導『イ児童（生徒）の障害の程度や学級の実態
等を考慮の上，各教科の目標や内容を下学年の教科の目標に替えたり各教科を知的障害者である
児童（生徒）に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりするなどして，実態に応じた
教育課程を編成すること。』」と示されている。知的障害のある児童生徒の学習では，小・中学校
の各教科の目標や内容を踏まえて指導するが，当該学年の目標の内容が適切でない場合は下学年
の目標，内容を参考にする。下学年の学習内容を取り扱う場合，学年ごとの単元を全て行うので
はなく，児童生徒の将来像を描いた上でどんな力が必要なのかを明確にして単元の精選を行う必
要がある。また，記憶することに課題がある児童生徒には，同一単元を集中して行うことや，既
習事項の復習や毎時間必ず行うルーティーン学習を取り入れることが効果的である。

　 　各教科の目標や内容を下学年の目標や内容に替えることが難しい場合には，特別支援学校学習
指導要領に示されている段階別に応じた各教科の目標及び内容に替えるのが望ましい。知的障害
特別支援学校の場合，同一学年であっても個人差が大きく学力や学習状況も異なるため，段階を
設けて示すことにより，個々の児童生徒の実態等に即して各教科の内容を精選し，効果的な指導
ができるようにしている。（※詳細は，特別支援学校学習指導要領解説　各教科編　参照）

　⑴　各段階の構成（特別支援学校学習指導要領解説　各教科編）

小学部　１段階 主として知的障害の程度は，比較的重く，他人との意思の疎通に困難があり，日常
生活を営むのにほぼ常時援助が必要である者を対象とした内容を示している。

小学部　２段階 知的障害の程度は，１段階ほどではないが，他人との意思の疎通に困難があり，日
常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする者を対象とした内容を示している。

小学部　３段階 知的障害の程度は，他人との意思の疎通や日常生活を営む際に困難さが見られる。
適宜援助を必要とする者を対象とした内容を示している。

中学部　１段階
小学部３段階を踏まえ，生活年齢に応じながら，主として経験の積み重ねを重視す
るとともに他人との意思の疎通や日常生活への適応に困難が大きい生徒にも配慮し
た内容になっている。

中学部　２段階 中学部１段階を踏まえ，生徒の日常生活や社会生活及び将来の職業生活の基礎を育
てることをねらいとする内容を示している。

　
　⑵　国語・算数における各段階の内容一部抜粋（特別支援学校学習指導要領解説　各教科編）

教科
内容

国語　　
聞くこと・話すこと（一部抜粋）

算数
数と計算（一部抜粋）

小学部
１段階

ア　教師の話や読み聞かせに応じ，音声を模倣した
り，表情や身振り，簡単な話し言葉などで表現し
たりすること。

イ　身近な人からの話し掛けに注目したり，応じて
答えたりすること。

ア　数を数えることの基礎に関わる数学的活動を通して，次の
事項を身に付けることができるように指導する。

　㋐　ものの有無に気付くこと。
　㋑　目の前のものを，１個，２個，たくさんで表すこと。

小学部
２段階

ア　身近な人の話に慣れ，簡単な事柄と語句などを
結び付けたり，語句などから事柄を思い浮かべた
りすること。

イ　簡単な指示や説明を聞き，その指示等に応じた
行動をすること。

ア　10 までの数の数え方や表し方，構成に関わる数学的活動を
通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

　㋐　ものとものとを対応させることによって，ものの個数を
比べ，同等・多少が分かること。

　㋑　ものの集まりと対応して，数詞が分かること。

小学部
３段階

ア　絵本の読み聞かせなどを通して，出来事など話
の大体を聞き取ること。

イ　経験したことを思い浮かべ，伝えたいことを考
えること。

ア　100 までの整数の表し方に関わる数学的活動を通して，次
の事項を身に付けることができるように指導する。

　㋐　20 までの数について，数詞を唱えたり，個数を数えたり
書き表したり，数の大小を比べたりすること。

　㋑　100 までの数について，数詞を唱えたり，個数を数えた
り書き表したり，数の系列を理解したりすること。

中学部
１段階

ア　身近な人の話や簡単な放送などを聞き，聞いた
ことを書き留めたり分からないことを聞き返した
りして，話の大体を捉えること。

イ　話す事柄を思い浮かべ，伝えたいことを決める
こと。

ア　整数の表し方に関わる数学的活動を通して，次の事項を身
に付けることができるよう指導する。

　㋐　1000 までの数をいくつかの同じまとまりに分割したうえ
で数えたり，分類して数えたりすること。

　㋑　3 位数の表し方について理解すること。

中学部
２段階

ア　身近な人の話や放送などを聞きながら，聞いた
ことを簡単に書き留めたり，分からないことは聞
き返したりして，内容の大体を捉えること。

イ　相手や目的に応じて，自分の伝えたいことを明
確にすること。

ア　整数の表し方に関わる数学的活動を通して，次の事項を身
に付けることができるよう指導する。

　㋐　4 位数までの十進位取り記数法による数の表し方及び数
の大小や順序について，理解すること。

　㋑　10 倍，100 倍，10 分の 1 の大きさの数及びその表し方に
ついて知ること。
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　⑶　小・中学校の各教科と知的障害特別支援学校の各教科

小学校 国語，社会（３～６年），算数，理科（３～６年），生活（１・２学年），
音楽，図画工作，家庭（５・６年），体育，外国語（５・６年）

知的障害特別支援学校
小学部

国語，算数，生活，音楽，図画工作，体育

中学校 国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，技術・家庭，外国語
知的障害特別支援学校
中学部

国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，職業・家庭，
外国語（必要に応じて設けることができる。）

　⑷　特別支援学校の「生活」と小学校の「生活」との違い

　⑸　指導計画の作成の手順と留意事項

特別支援学校（知的障害）小学部の各教科「生活」と小学校１・２年生の各教科「生活」には大
きな違いがある。特別支援学校（知的障害）小学部の「生活」は１～６年を通して履修する。12
の観点から構成されており，特別支援学校指導要領解説には「日々の日課の流れに沿って行われ
ることが大切である。」と記述されているように，基本的には時間割の中で単独に位置付くという
よりも，「日常生活の指導」「生活単元学習」等の「各教科等を合わせた指導」の中心的な教科と
して位置付くことになる。
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　⑹　年間指導計画例
【国語】

月 学習内容（一斉）
学習内容（個別の課題）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

４

自己紹介 自分の名前を
書く

自己紹介カー
ドを書く

自己紹介カー
ドを書く

自己紹介カー
ドを詳しく書
く

自己紹介カー
ドを詳しく書
く

離任式に向け，お世
話になった先生への
お手紙

ひらがなで手
紙を書く

ひらがなとカ
タカナで手紙
を書く

漢字を使って
手紙を書く

助詞を正しく
使って手紙を
書く

話の順序に気
をつけて手紙
を書く

５
特殊音節「っ」

（促音）
「っ」のつく言
葉さがし

「っ」のつく言
葉さがし

「っ」のつく言
葉を書く

「っ」に気をつ
けて文章を書
く

「っ」に気をつ
けて文章を書
く

６
特 殊 音 節「ゃ」「ゅ」

「ょ」（拗音）
「ゃ」「ゅ」「ょ」
のつく言葉さ
がし

「ゃ」「ゅ」「ょ」
のつく言葉さ
がし

「ゃ」「ゅ」「ょ」
のつく言葉を
書く

「ゃ」「ゅ」「ょ」
に気をつけて
文章を書く

「ゃ」「ゅ」「ょ」
に気をつけて
文章を書く

７ １学期の漢字のまと
め

１年生の漢字 １年生の漢字
の復習
２年生の漢字

２年生の漢字 ３年生の漢字 ４年生の漢字

９
お話を読もう～げきにして発表しよう～　　　※個々の課題に応じた配役や台詞を割り当てる
題材名「ゴリラのパンやさん」　　　　　　　

10

カタカナ練習 ようすをあら
わす言葉

「どこ」「だれ」
「なに」を読み
取ろう

説明文を読ん
でみよう
題材名「カラ
スの鳴き声」

説明文を読ん
でみよう
題材名「カラ
スの鳴き声」

【算数】

月 学習内容
（一斉）

学習内容（個別の課題）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

４ 文章問題
「ぜんぶでいくつ」
「あわせていくつ」
「のこりはいくつ」
「多い」「少ない」

あわせていくつ　
ふえるといくつ

（１年上）復習
１位数の加法

ひきざん（1 年下）
簡単な場合の２
位数の減法

分かりやすくあ
らわそう（2 年上）

時こくと時間の
もとめ方を考え
よう（３年上）
時間の単位

大きい数の計算
を考えよう

（３年上）
３けたのたし算
３けたのひき算
復習５

のこりはいくつ　
ちがいはいくつ

（１年上）
１位数の減法

なんじなんふん
（1 年下）
時刻の読み方

たし算のしかた
を考えよう

（２年上）
くりあがりのあ
るたし算
筆算で計算
1 桁＋ 1 桁
2 桁＋ 1 桁
2 桁＋ 2 桁

大きい数の計算
をしよう（３年
上）
3 桁－ 3 桁
4 桁－ 4 桁６ 文章問題

「ふえる」「へる」
「ちがいはいくつ」
「たすのかな　ひくのか

な」

10 よりおおきい
かず（１年上） たしざん（1 年下）

くりあがりの
あるたし算
1 桁＋ 1 桁
2 桁＋ 1 桁
2 桁＋ 2 桁

はしたの数
（３年下）
小数しくみ
小数の計算
小数の見方７

なんじ　なんじ
はん（１年上）
時刻の読み方

かけ算九九
（２年下）
復習

９
お金の学習
買い物学習

お金の種類
硬貨

お金の種類
硬貨と札

おつりを計算
しよう 買い物計画 買い物計画

10 大きい数
（100 まで）

大きい数
（1000 まで）

大きい数
（1000 まで） 電卓の使い方 電卓の使い方

C
M

Y
K

96

96



― 89 ―

　⑺　指導案例【国語】
○○学級　教科別の指導「国語」学習指導案

 日　時　平成○○年○○月○○日（○）
 　　　　第○校時　○○：○○～○○：○○
 場　所　○○○○
 指導者　教諭　○○　○○（Ｔ１）
１　題材名　「っ」のつくことばを書いてみよう

２　題材設定の理由
　⑴　学級及び児童の実態
　　 　本校には，男子４名，女子１名による知的障害特別支援学級が設置されている。本学級の児童はどの児童も活発

で，自分から教師や友達に話しかけることができている。また，会話でのやりとりは一方的な面が多いが，質問には
答えることができている。「伝えたい」という気持ちが強く，たくさん話すことはできる。しかし，「文章を読むこと」，
「書くこと」につまずいている児童が多い。特に特殊音節の部分でのつまずきが顕著であり，特殊音節を含んだ文を
読めない児童や，読めるが書けない児童，話せるが文にして書くことができない児童がいる。また，特殊音節の中で
も，促音，長音，拗音，拗長音，カタカナのどの音節につまずいているかは個人差が大きく，題材のアセスメントの
結果が示す通りである。

　⑵　題材について
　　 　小学校学習指導要領では，第１学年及び第２学年の話し言葉と書き言葉の目標に「長音，拗音，促音，撥音など

の表記，助詞の「は」，「へ」及び「を」の使い方，句読点の打ち方，かぎ『』を理解して文や文章の中で使うこ
と。」とある。本題材では，特殊音節に対してのアプローチ教材として，国立特別支援教育総合研究所が開発した
「多層指導モデルＭＩＭ」教材を活用している。この「多層指導モデルＭＩＭ」は通常の学級におけるＬＤ等を含む
特異な学習困難を示す児童への指導体系化として開発されたものであるが，本学級においても，ＬＤという診断はな
いが同じようなつまずきを示す児童がおり，児童の実態把握と特別支援学級での授業に合わせて活用している。

　　　「読みの流暢性」に課題を示す原因として三つの要素があるという研究結果を示している。
　　　① 「特殊音節のルール理解」…日本語の仮名文字は基本的に一文字一音節で対応する中，そのルールが適応され

ないのが特殊音節（「きっぷ」の小さい「っ」は実際に発音しない）であり，音と文字との対応が難しい児童に
とってこうしたルールの違いは困難を示しやすくなる。

　　　② 「視覚性語彙」…読むことが苦手な児童は，文章を見てパッと語をかたまりとして捉える力が低く，一字一字読
む逐次読みをする傾向がある。これにより，時間とエネルギーを要し読むことに疲労感を相当に感じやすい。

　　　③ 「語彙力」…日常的に用いる語彙の拡大と使用を促すことで，語彙を増やし操る力を高める。そのことが「視覚
性語彙」を助け，語彙の認識力と理解力を高める。「読みの流暢性」には以上の三つの要素が影響していると示
されている。

　　 　本題材では，この三つの要素に関わる活動を通して，「読みの流暢性を高める」とともに，「聞く」，「書く」，「読む」，
「話す」，動作化で「表現」したり，自分で確認できる「判断」したりする活動を通して言語感覚を育むことをねら
いとしている。

　⑶　指導・支援について
　　 　本題材においては，苦手意識のある読むこと，書くことが「できる！」「分かる！」という体験を通して「もっと

読みたい！」「もっと書きたい！」という自信と意欲をもってほしいと考える。そのために児童の実態把握，発達検
査，行動観察から児童一人一人のつまずきと認知特性の実態把握を行い，それに合った支援の手だてを行うことで児
童が成功体験を積み重ねられるよう配慮していく。

　　 挨拶は，休み時間から授業への気持ちの切り替えができるよう，全員が落ち着いて教師に注目してから行う。授業の
はじめに授業全体の見通しをもたせ，一人一人の頑張りたい活動を決め焦点化する。ことば遊びでは，発表した言葉
を黒板に書いて次の文字が分かるよう視覚化し，言った言葉が合っているか全員で確認して共有化する。「っ」の
ルール確認では，視覚化と動作化して見えない音を顕著化，体感させる。プリント学習では，児童の実態に合わせて
ヒントとなる挿絵をつけたり，文字をつけたり，分量を変えたりして参加の促進を促す。早く終わった児童には，早
口ことばの練習課題を与え，時間を有効に活用し，授業への集中を促す。振り返りでは，一人一人が決めた頑張る活
動が頑張れたかどうかを評価し，次時への意欲を高める。また児童の特性に合わせ，各活動において配慮する点を展
開において記述する。これらの支援・配慮を通して本題材での「できる！」「分かる！」という体験から次の題材へ
の意欲を高める。

３　題材の目標　　省略

４　指導計画　　　省略

５　本時の学習
　⑴　共通目標
　　①　教師の話や友達の発表を聞くことができる。
　　②　ことばあそびで発表することができる。
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　⑵　児童の実態及び具体的な指導内容，個人目標

学年 名前 本題材に関する実態 具体的な指導内容 個人目標

２年 Ａ

表記のルールは全体に比べ促音
が突出して低く，生活の中で自然
に身につくことが困難である。授
業の中で動作化することで理解で
きる。ことばをまとまりとして捉
える力は全体的に低く，文章の理
解に課題がある。

○動作化を一緒に行う際には，本人
のペースに合わせてゆっくり行う
ことでできる。

○文字の横に黒丸●を付け，「っ」
を書く部分だけ抜き出した支援あ
りのプリントを活用することで正
答することができる。

○むしくいことば「っ」
で教師と一緒に動作
化することができる。

○支援ありのプリント
学習で「っ」のつく
言葉を書くことがで
きる。　

４年 Ｃ

表記のルールは他の特殊音節に
比べて本題材である促音の得点が
低く，苦手さを抱えている。ゆっ
くり動作化させることで理解する
ことができる。ことばのまとまり
を認識する力は全体的に低い。課
題の量を少なくし，教師が読み上
げる支援をすることで分かる。

○静かな環境を整え，本人のタイミ
ングを待つことで動作化を行うこ
とができる。

○プリント学習で間違えている時に
は，教師が目の前で動作化して見
せると正答することができる。

○むしくいことば「っ」
で，一人で動作化す
ることができる。　　　　　

○支援なしのプリント
学習で「っ」のつく
言葉を書くことがで
きる。　

５年 Ｅ

表記のルールは全体的に高い
が，書字になると間違えることが
多い。自分で動作化して確認する
ことで間違いに気付くことができ
る。ことばをまとまりとして捉え
る力は全体的に低い。声に出して
見直しをすることで間違いに気付
くことができる。

○むしくいことば「っ」及びプリン
ト学習で，間違いがないか自分で
動作化して確認させることで正答
することができる。

○むしくいことば「っ」
で動作化し，「っ」の
入る場所が分かる。　　　

○支援なしのプリント
学習で「っ」のつく
言葉を多く書くこと
ができる。

他２名（Ｂ，Ｄ）省略

　　題材のアセスメント
①　絵に合うことばさがし
　　 主に文字と音節との対応，特殊音節を含んだ表記のルー

ルの習得

②　三つのことばさがし
　　 視覚的にことばのまとまりを素早く認識する力と語彙力

5 点
満点 清音 濁音・

半濁音 長音 促音
（本時） 拗音 拗長音 カタ

カナ 清音 濁音・
半濁音 長音 促音

（本時） 拗音 拗長音 カタ
カナ

Ａ ２ ３ ２ ０ ３ ２ ５ １ １ １ １ １ ０ ２

Ｃ ３ ３ ２ １ ２ ０ ２ １ ０ ０ １ ０ １ ０

Ｅ ５ ５ ５ ４ ４ ３ ５ ３ ２ ２ ２ ３ ２ ３

他２名（Ｂ，Ｄ）省略

　⑶　本時の展開
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６　評価
　⑴　共通目標に係る評価
　　①　授業全体で教師の話や友達の発表を静かに聞くことができたか。　　　
　　②　ことばあそびで発表することができたか。　　　　　　　　　　　　

自己評価 授業のはじめに決めた「特に頑張る活動」について授業の終わりに発表させ，自己評価させていく。

Ａ ○むしくいことば「っ」の場面で教師と一緒に動作化することができたか。　　　　
○プリント学習の場面で支援ありのプリントで「っ」のつく言葉を書くことができたか。　　　

Ｃ ○むしくいことば「っ」の場面で一人で動作化することができたか。　　　　　　　
○プリント学習の場面で支援なしのプリントで「っ」のつく言葉を書くことができたか。　　　

Ｅ ○むしくいことば「っ」の場面で間違えずに動作化し，「っ」の入る場所がわかったか。　　　
○プリント学習の場面で支援なしのプリントで「っ」のつく言葉を多く書くことができたか。　

他２名（Ｂ，Ｄ）省略

７　教室内配置図　　省略
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　⑻　指導案例【算数】
○○学級　教科別の指導「算数」学習指導案

 日　時　平成○○年○○月○○日（○）
 　　　　第○校時　○○：○○～○○：○○
 場　所　○○○○
 指導者　教諭　○○　○○（Ｔ１）

１　題材名　「たすのかな　ひくのかな」　「個別の課題学習」

２　題材設定の理由
　⑴　学級及び児童の実態
　　 　本校の特別支援学級は，男子４名，女子1名による知的障害特別支援学級が設置されている。本学級の児童はどの
児童も活発で素直であるが，話し言葉の獲得が課題の児童や日常生活の簡単な会話の成立する児童までおり，学年
や障害の状況が様々で，個人差が大きい学級である。数に関する実態をみると，単純な条件による弁別と集合づくり
は全員できている。時計の読みに課題がある児童，量の概念に課題がある児童，くり上がりのたし算で課題のある児
童，かけ算九九を忘れてしまう児童，小数の学習を進めている児童達である。全員に共通した課題は文章問題である。
計算式から計算することはできるが，文章を読んでイメージすることに困難さがある児童，立式で間違えてしまう児
童がいる。

　⑵　題材について
　　 　小学校学習指導要領では，1学年の内容に「加法及び減法の意味について理解し，それらが用いられる場合につい
て知ること。」とある。本題材は共通課題である文章問題を授業の前半に一斉指導で行い，後半に個別の課題を設定
して学習するものである。文章問題の内容は簡単な加法・減法の計算であるが，文章を読み解くことに課題があるた
め，題材のはじめはイメージ図をつけた教材を活用している。定着が進むにつれ自分でイメージ図を描いたり，具体
物を操作したり，体を使って表現し合ったりすることで，より児童の主体的な思考や表現が活発になるものと考えら
れる。また，算数で学習したことを日常生活に活かせるよう，問題文の内容は児童が生活する上で起きそうな身近な
出来事を題材にした。

　　 　個別の課題では個々の実態差が大きいため，それぞれ異なった学習内容と課題を設定している。ＩＣＴ機器や手作
りプリント，具体物等，一人一人の学びやすさに合った教材を選定することでより高い学習効果が生まれると考える。

　⑶　指導・支援について
　　 　指導に当たっては，本題材を通して数量や計算の基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し，学んだことを
活用して問題を解決するために必要な数学的な思考力，表現力を育むとともに，算数で学んだことを他の学習や生活
に活用できる力を育みたい。そのために，児童が「分かる」，「できる」と自信をもって取り組めるよう個々の実態に
応じた支援を行う。文章読解では，分かっていることに青線，聞かれていることには赤線のラインを引く指導を行う
ことで，立式への支援とする。また，問題文を拡大印刷して黒板に貼り，児童が黒板を見ることで常に確認しながら
進めることができる支援を行う。個別の課題では，具体物，好きなキャラクターを使った教材，課題の量の調整等，
個々の実態に応じた支援教材や，落ち着かない児童にはパーテーションを使う等の環境設定を行うことで，児童が主
体的に学ぶことができる支援を行う。

３　題材の目標　　省略

４　指導計画　　　省略

５　本時の学習
　⑴　共通目標
　　①　文章の内容を理解しようと考えることができる。
　　②　個々に設定された時間の中で集中して学習に向かうことができる。
　⑵　児童の実態

学
年

名
前 本題材に関する実態 個人目標 支援の手だて

２
年 Ａ

・文章問題を読むことはできるが，
　内容を理解することに困難さを示
　している。
・時計の短針は読めるが長針を読む
ことに課題があり，分表示を時計
の枠に貼ることで読むことができ
る。

・イメージ図を手掛
かりにして，文章
の内容を理解する
ことができる。

・分表示を時計の枠
に記載した時計プ
リントで，時計を
読むことができ
る。

・文章読解では，手順表とイメージ図を用
いることで文章の内容を理解することが
できる。

・個別の課題では，分表示を時計の枠に貼
った時計教材を使うことで時計を読むこ
とができる。特に短針が次の時間に近づ
く～時 50 分あたりが間違えやすいので，
長針を０分に戻して確認して指導を行
う。
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４
年 Ｃ

・文章読解は読むことができ，内容
も理解している。しかし，短期記
憶に課題があるため立式する時に

「たす数とたされる数」，「ひく数
とひかれる数」を前後逆にしてし
まったり，数字を間違えたりする
ことがある。

・個別の課題はくり上がりのあるた
し算の筆算を学習している。くり
上がった数字をどこのマスにメモ
すればよいか分からなくなってし
まう。

・文章問題の内容を
理解し，正しく立
式することができ
る。

・くり上がりのある
たし算の筆算をマ
ス目支援ありのプ
リントで行うこと
ができる。

・文章読解は分かっていること，聞かれて
いることにアンダーラインを引くことで
正しく立式することができる。

・個別の課題はくり上がる数をメモするマ
スを書いておくことで間違えずに行うこ
とができる。

５
年 Ｄ

・文章読解は読むことはできるが，
多動傾向があるため読み飛ばしや
読み直し確認ができない。そのた
め，正しく内容を理解することが
難しい。

・個別の課題はかけ算九九の暗唱を
学習している。一度覚えても時間
が経つと忘れてしまうため，繰り
返し学習する必要がある。

・文章を丁寧に読ん
で内容を理解し，
正しく立式するこ
とができる。

・８の段を覚えるこ
とができる。

・文章問題は落ち着いて読むこと，読み直
し確認をさせることで聞かれている内容
を理解することができる。

・個別の課題はかけ算九九の暗記に飽きて
しまう。タブレット端末のかけ算アプリ
を活用することで集中して取り組むこと
ができる。

他２名（Ｂ，Ｅ）省略

　⑶　展開
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６　評価
　⑴　共通目標に係る評価
　　①　文章の内容を理解しようと考えることができたか。
　　②　個々に設定された時間の中で集中して学習に向かうことができたか。
　⑵　個人目標に係る評価

自己評価

自己評価カード（ガンバリマンカード）に，○を付けて自己評価する。
○自分で考えた目標　　（　　　　　　　　　　　　　　）
○楽しく学習できたか　　　(^_^)　(-_-)　<(_ _)>
○落ち着いて学習できたか　(^_^)　(-_-)　<(_ _)>
○今日の学習が分かったか　(^_^)　(-_-)　<(_ _)>

Ａ ・一斉指導の場面でイメージ図を手掛かりにして，文章の内容を理解することができたか。
・個別の課題の場面で分表示を時計の枠に記載した時計プリントで時計を読むことができたか。

Ｃ ・一斉指導の場面で文章問題の内容を理解し，正しく立式することができたか。
・個別の課題の場面でくり上がりのあるたし算の筆算をマス目支援ありのプリントで行うことができたか。

Ｄ ・一斉指導の場面で文章を丁寧に読んで内容を理解し，正しく立式することができたか。
・個別の課題の場面で８の段を覚えることができたか。

他２名（Ｂ，Ｅ）省略

７　教室環境図　省略
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７　作業学習の指導計画
　⑴　意義
　　 　作業学習は，「作業活動を学習活動の中心にしながら，生徒の働く意欲を培い，将来の職業

生活や社会自立に必要な事柄を総合的に学習するもの」である。
　　 　作業学習の指導は，小学校段階においても心掛けることが必要である。さらに，中学校では，

進路指導と関連付けて取り組むことが大切である。職業・家庭科の内容だけではなく，各教科
の広範囲の内容が扱われる。将来の職業生活や社会自立につながるものとして，非常に重要な
学習である。例えば，技術・家庭科や美術科などの内容を取り入れながら，園芸栽培や紙工芸，
木工芸といった作業活動を，生徒の実態に応じて展開することが考えられる。

　⑵　主な作業種と指導上の留意点
　　ア　主な作業種
　　　◇　農耕　野菜作り，穀物作り，キノコ作り
　　　◇　園芸　花の栽培，植木作り，観葉植物，たい肥作り，ドライフラワーなど
　　　◇　木工　本立て，鉢カバー，花台，玩具，ガーデニングフェンスなど
　　　◇　窯業　花瓶，皿，箸置き，コーヒーカップなど
　　　◇　紙工　和紙作り，はがき，便せん作り，しおりなど
　　　◇　縫製　袋物，エプロン，テーブルクロス，雑巾など
　　　◇　手芸　刺しゅう，刺し子，編み物など
　　　◇　印刷　カレンダー，はがき，名刺等の印刷
　　　◇　染色　草木染め，藍染め，絞り染めの技法による
　　　◇　調理　製菓作り，日常食作り
　　　◇　リサイクル　空き缶，空き瓶，ペットボトル
　　　◇　外注作業　手作業，組み立て作業
　　イ　作業種選定の留意点
　　　・　作業学習を実施するための施設，設備，予算等については学校内の共通理解を図ること。
　　　・ 　年間を通じて継続的に行う作業と季節に応じて行う作業を組み合わせるなどの工夫をす

ること。
　　　・ 　作業種を複数設定した場合，学習内容が細切れになりやすいことも考えられるので留意

すること。
　　　・　指導者の人数と作業種および作業種数との関係等を配慮すること。
　　　・　作業種を決定する際には作業で扱う素材も考慮すること。
　　ウ　指導上の留意点
　　　・ 　生徒にとって教育的価値の高い作業活動等を含み，それらの活動に取り組む喜びや完成

の成就感が味わえること。
　　　・ 　地域性に立脚した特色をもつとともに，原料・材料が入手しやすく，永続性のある作業

種を選定すること。
　　　・　生徒の実態に応じた段階的な指導ができるものであること。
　　　・　知的障害の状態等が多様な生徒が，共同で取り組める作業活動を含んでいること。
　　　・ 　作業内容や作業場所が安全で，衛生的，健康的であり，作業種や作業の形態，実習期間

などに適切な配慮がなされていること。
　　　・　作業製品等の利用価値が高く，生産から消費への流れが理解されやすいものであること。
　⑶　指導計画の作成
　　ア　指導計画作成の手順
　　　　作業種を選定したら，指導計画を作成する。
　　　 　学習環境を整えたり，「工夫すればこのようなことができるのではないか」といった可能

性を考えたりすることで，指導の方向性が見えてくる。
　　実態把握
　　　　　　・身体機能・手指の運動機能・行動の特徴・体力・コミュニケーション能力
　　　　　　・基本的生活習慣等
　　課題の明確化
　　　　　　・児童生徒の課題を明確にする。
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　　指導目標の設定
　　　　　　・一人一人に合った指導目標を立てる。
　　　　　　・自立に向けた個別の目標を設定する。
　　作業種目の選定
　　　　　　 ・ 指導目標や地域の実態，施設や設備の状況，指導者の作業種に対する経験や指導力，

指導体制を考慮しながら作業種を決定する。
　　年間指導計画の作成
　　　　　　 ・ 学校行事，学級行事や指導のねらい，作業内容の条件等で実施する期間を決めて，

年間に配置する。
　　　　　　 ・年間の主な行事を入れた全体計画を作成しておくと一目で把握できる。
　　単元の指導計画の作成
　　　　　　 ・単元ごとに目標や課題を決める。
　　　　　　 ・作業工程，学習内容を検討する。
　　　　　　 ・個々の児童生徒のねらいと分担を決める。
　　　　　　 ・補助具の計画を立てる。
　　教育支援プランＢの作成
　　　　　　 ・個々の生徒について指導目標を決める。目標は，より具体的に設定する。
　　　　　　 ・安全を十分に考慮し，指導上の留意事項を明記しておく。
　　イ　指導計画作成の留意事項
　　　　以下の点について考慮して，指導目標の達成を図ることが大切である。
　　　ア　留意事項
　　　　・　学校行事との関連を図る
　　　　　 　作業学習の製品をバザー等で販売するなど学校行事との関連を大切にする。自ら製作

した品を販売することは，児童生徒の学習の動機付けに大変有効であるとともに次の学
習への意欲につなげることができる。

　　　　　 　児童生徒の興味・関心の高い学校行事と組み合わせると集中力を付ける点からも有効
である。反面，一つの作業に取り組む期間が短くなり効果が薄れることもある。学校行
事によって作業学習にメリハリをつけるようにするとよい。

　　　　・　各教科等との関連を図る
　　　　　 　作業学習の指導は，単に職業・家庭科の内容だけでなく，各教科等の広範囲の内容が

扱われる。関連する国語，数学，日常生活の指導等，必要なものを選択して関連付ける。
　　　　・　指導計画の改善
　　　　　 　指導計画は，計画・実践・評価・改善を繰り返すことでよりよいものになっていく。

適宜，評価・改善を行い，より効果的な指導を行う。
　　　イ　授業時数
　　　　　作業学習の年間授業数は各学校が児童生徒の実態に合わせて適切に定める。
　　　　 　中学校の知的障害特別支援学級においては，生徒の実態によって多少の違いは見られる

が，週当たり４単位時間前後を設定していることが多い。
　　　　 　年間の配分を見ると，作業種の特性・地域の状況，学校・学級の行事等により，時期に

よって異なることもある。例えば印刷作業のように年末・年度末には需要が多く，作業時
間も多く必要とする作業種もある。しかし，他の教科等の時数と調整し，年間を通じて実
施することが大切である。

　　　　 　作業学習は，２単位時間以上連続して設定することが多い。これは，準備や後片付けも
含め，長時間継続して作業を経験することをねらいとするためである。休憩時間も作業の
内容等に応じて取る工夫が必要である。

　　　ウ　作業学習における集団編成
　　　　 　作業学習の集団編成は，児童生徒の実態，作業種，指導に当たる教師の人数等により異

なる。集団編成に当たっては，作業種ごとに作業の工程分析を行うなどして，児童生徒の
興味・関心を考慮しながら児童生徒の実態や適性に合うように編成する。

　　　　 　近隣の学校と合同で作業学習を実施する場合もある。その効果としては，少人数の学級
では経験できない作業が可能になったり，適切な集団編成ができたりするなどがある。た
だし，実施に当たっては，移動等を含め，安全に十分な配慮をするとともに，綿密な計画
の下に教育課程に位置付けて実施する。
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　　　エ　学習意欲を高める工夫 
　　　　 　作業学習では，児童生徒が主体的に取り組むことが重要である。そのためには，目的意

識や課題意識をもたせることが大切である。そのために以下の工夫をする。
　　　　・ 　生徒から作業の全工程が見渡せるように場を設定することで，自分の役割についての

理解がしやすくなる。
　　　　・　補助具等を活用することによって確実に作業が遂行できるように支援する。
　　　　・　生徒が成就感を得られるように，実態に応じた作業活動を用意する。
　　　　・ 　一日の作業量を明確にすることも作業意欲を高めることにつながる。（出来高表の利用など）
　　　オ　作業学習を通して地域との交流を図る
　　　　 　ＰＴＡバザーや校内販売によって，作業学習で作り上げられた製品が保護者や地域の

方々に利用される。委託作業の場合は，工場などで使用されることになる。そのため，可
能な限り品質の高い製品を作らなければならない。

　　　　 　地域の人々は，バザーや販売会を楽しみにしていることが多い。このような交流が特別
支援教育や障害のある生徒に対する理解を深めることに役立っている。また，生徒自身が
商品としての製品を作ることの難しさを知ったり，対人関係について学んだりすることに
もつながっている。

　⑷　年間指導計画の例　　※裁縫・調理や木工は，技術・家庭の授業の中で実施している場合の例
月 年間行事計画 作業学習の年間指導計画 指導のねらい

４

入学式
始業式
新入生歓迎会

スキルスクリーン
畑の整備

・ 新入生を迎えて新しい生活が始まり，協力して一
つの作品を作ることで連帯感を高める。数を数え
る，丁寧な作業をする，報告する，などの作業工
程がきちんと行えるか確認する。

５ 体力テスト
体育祭・校外学習

さつまいもの種植え
じゃがいもの収穫

・ 作物を育て，収穫して食する喜びを味わう。

６
期末テスト はちまきのアイロンがけ

バザー販売品の製作
・ 体育祭で使用したはちまきのアイロンがけをする

ことで，奉仕的精神を養う。
・バザー販売の品物を協力して製作する。

７
学総大会
終業式

はちまきのアイロンがけ
10 万羽の鶴のひも通し
バザー販売品の製作

・ 「人権を考えるつどい」で製作している 10 万羽の
鶴のひも通しを通じて，人権を考える機会をもつ
とともに，指先の巧緻性を高める。

８ クリーン作戦 クリーン作戦参加 ・地域社会の人々とともにボランティア活動を行う。

９

始業式
社会体験活動
修学旅行
合同宿泊学習

畑の整備
紙すき
ブロッコリー植え
バザー販売品の製作

・ 紙すきによる様々な工程を通して，どの道具をど
のように使うか，配合する水の量はどれくらいか，
など思考と実践を繰り返していく。

・バザー販売の品物を協力して製作する。

10
新人大会
合唱祭

紙すき
さつまいもの収穫
バザー販売品の製作

・ さつまいもの収穫をして，小学生との交流授業へ
の意欲を高める。

・バザー販売の品物を協力して製作する。

11

バザー
小中交流授業
期末テスト

バザーの準備
販売活動

・ バザーでの販売活動を通して，校内・地域の人々
と積極的に関わろうとする。また，自分達で製作
したものを買ってもらったり，使ってもらったり
することから喜びを味わう。

12 作品展
終業式

ブロッコリーの収穫
畑の整備

・作物を育て，収穫して食する喜びを味わう。

１ 始業式 畑の整備 ・ 土を入れ替えたりよく耕したりすることで，より
よく作物が育つことを知る。

２
東京班別学習
学習発表会
お別れ遠足

じゃがいもの種植え
スキルスクリーン

・ 卒業を控えた３年生とともに一つの作品を仕上げ，
卒業を祝う。

３ 期末テスト
卒業式・修了式

スキルスクリーン ・ １学期に行った時よりもよりスムーズにできたこ
とを知り，各自の成長を感じる。

　　※「スキルスクリーン」については指導案を参照。
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　⑸　指導案例
○○学級「作業学習」学習指導案　（略案）

 日　　時　　平成○○年○○月○○日（○）
 　　　　　　第○校時　　○○：○○～○○：○○
 場　　所　　○○○○
 指 導 者　　教諭　○○　○○（T1）
 　　　　　　教諭　○○　○○（T2）
 　　　　　　教諭　○○　○○（T3）
１　単元名　「スキルスクリーンに挑戦しよう」
２　単元設定の理由
　⑴　学級及び生徒の実態
　　 　本学級の生徒は６名（１年男子３名，２年女子１名，３年２名：男子１名，女子１名）で構成されている。主障害

は知的障害であり，てんかん発作がある生徒や脳性麻痺による下肢の体幹機能障害を伴った生徒もいる。在籍してい
る生徒のうち３名（１年男子２名，３年女子１名）は，中学校から教育形態の変更により本学級に入学してきた。特
に今年度入学してきた２名については，通常の学級で自己肯定感を十分に育むことができなかったことから，学習場
面において「分からないこと」や「できないこと」に対する不安感が強くパニックになることがある。

　　 学習面は，国語，数学，外国語については，現学年の理解が難しいため，下学年の内容を中心に行っている。また，
数学については四則計算が十分に定着していない生徒もいるため，机上の学習だけではなく，生活単元学習など実体
験に基づいた指導を行っていく必要がある。そこで，学習ではそれぞれ個々に応じた学習を行っていくが，必要に応
じて各教科等の指導を行っていく。

　　 一方、学校全体の雰囲気は比較的落ち着いており，多くの特別支援学級の生徒は比較的穏やかであるため，交流学
級での学習も可能な限り行っている状況である。

　⑵　単元について　　　
　　 　本校では，年度の始めには生徒の実態把握のために，そして年度の終わりには一年間共に過ごした仲間と一つの

作品を作り上げる喜びを味わうために，年に２回，スキルスクリーンを実施している。スキルスクリーンは様々な作
業工程があり，数唱や手指の巧緻性，さらに教師への報告状況などの確認をしたり，色覚に困難さがないか発見の糸
口を見付けたりするのに効果的である。日常的に作業が雑になってしまう生徒も，「みんなで一つのものを作り上げ
る」ということを意識し，丁寧に取り組もうとする姿勢が見られることが多い。ふだんは集中力に欠ける生徒が，失
敗して何度もやり直しながら１本やりきった時に達成感を感じられる単元となっている。

　⑶　指導・支援について
　　 　全員が確実に完成させるべき割当本数を決め，それ以外のものは生徒の実態に応じて取り組むようにさせる。作品

としてきれいに仕上がらなければならないので，集中して間違えずに行う必要がある。集中力に欠けてしまう生徒に
は，気持ちを切らさず取り組めるように，ひもを通す個数や一定の時間などの範囲を決めることで，できたら称賛す
るようにする。１本できたら生徒と教師が色や数を一緒に確認することで，学級全体で作り上げる実感を味わわせた
いと思っている。

３　単元の目標　　　略

４　指導計画　　　　略

５　本時の学習
　⑴　共通目標
　　①　集中して作業に取り組むことができる。
　　②　１列完成したら，教師に報告して一緒に確認することができる。
　⑵　生徒の実態　～Ａ・Ｂの他は省略～
NO 学年 名前 本単元に関する実態

１ １年男 Ａ
・ 細かい作業をすることが好きだが，長く集中するのは苦手で時間を区切れば取り組もうと

努力することができる。
・数を数えながらの作業には困難さがあるが，紙にチェックをしながらであればできる。

２ １年男 Ｂ ・ きれいなものを作ることが好きである。上手くできないと情緒が不安定になりがちだが，
作業を細かく区切りながら取り組むことで対応できる。

　⑶　個別の指導内容及び目標　～Ａ・Ｂの他は省略～
NO 学年 名前 具体的な指導内容 個人目標

１ １年男 Ａ

・ 10 分間は集中できるよう，タイムタイマーを
渡して作業を行う。

・ 作成方法の用紙を拡大して，できたところを
チェックしながら進める。

・ 10分間集中して作業することができる。
・ できたところまで正確にチェックする

ことができる。

２ １年男 Ｂ
・ 作成方法の用紙を拡大して 10 段ずつ印をつけ

て区切り，10 段終えるごとに教師と一緒に確
認する。

・ 10 段ずつ印を付けることができる。
・ 10 段終えるごとに教師に報告して確認

することができる。

『スキルスクリーン』

50 列の糸にそれぞれ 79 個のビーズを
通し，一つの作品を作ります。
色の弁別，数唱，確認・報告など，様々
な作業工程や学習内容があります。
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　⑷　展開

６　本時の評価
　⑴　共通目標に係る評価
　　①　集中して作業に取り組むことができたか。
　　②　１列完成したら，教師に報告して一緒に確認することができたか。
　⑵　個人目標に係る評価　～Ａ・Ｂの他は省略～
NO 学年 名前 評価

１ １年男 Ａ ・10 分間集中して作業することができたか。
・できたところまで正確にチェックすることができたか。

２ １年男 Ｂ ・10 段ずつ印を付けることができたか。
・10 段終えるごとに教師に報告して確認することができたか。

７　教室環境図　　省略

８　産業現場等における実習
　 　特別支援学校中学部学習指導要領の職業・家庭科に示す「産業現場等における実習」を他の教

科と合わせて実施する場合は，作業学習として位置付けられる。例えば，園芸栽培や紙工芸，木
工芸に取り組む「産業現場等における実習」の場合，技術・家庭科や美術科，理科などの内容を
取り入れて実施する。作業学習は前項でも示した通り，単に職業・家庭科の内容だけではなく，
各教科等の広範囲の内容が扱われる。生徒の実態や学校と地域の現状，また，社会の動向などを
踏まえた上で検討，設定し，「産業現場等における実習」へと展開していくことが望ましい。（「産
業現場等における実習」は一般に「現場実習」や「職場実習」とも呼ばれている。）

　 　また通常の学級の学年の仲間とともに，総合的な学習の時間と関連をもたせながら，社会体験
事業の中で実施する例も見られる。その場合は，「産業現場等における実習」をどこに位置付け
るかは，生徒の実態や本人，保護者の願いを考慮しつつ，ねらいを達成できるのはどの形態かを
検討することが大切である。

　 　実施の際には，現実的な条件下で生徒の職業適性等を明らかにし，職業生活または社会生活へ
の適応性を養うことを意図するとともに，各教科等の広範な内容が包含されるよう留意する必要
がある。また，生徒自身が働くことに関心をもち，働くことのよさに気付くなど，将来の職業生

□
□

□

□
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活を見据えて，基盤となる力を伸長できるように実施していくことに留意したい。
　 　事後に事業所や作業所，本人へ評価やアンケートを実施して，本人の自己理解，保護者の理解
を深めることも有効である。中学校特別支援学級を卒業後，特別支援学校高等部に進学する生徒
は多いが，生徒自身が上記の点を学び習得していくことは，学年や年齢を重ねるたび，より重要
になっていく。
　 　生徒の実態に応じ，実習期間を２～３日間とする学校もあれば，一週間前後かそれ以上の日数
をかけて設定する学校もあり，それぞれで異なる。実施に当たっては，保護者・事業所・関係機
関等と連携を図り，実習期間中の巡回指導を行うなど，安全についての十分な配慮のもとに計画
を立てて打ち合わせし，評価・改善することが大切である。
　⑴　産業現場等における実習の指導計画
　　ア　ねらい
　　　 　職場での仕事や生活を通して，職業生活の実際を経験し，働くことの大切さを感じたり，

職場のきまり等を知ったりするなど，実際に通用する働く力を身に付けることによって，将
来の進路選択に役立てる。

　　イ　産業現場等における実習の流れ（例）
　　　ア　教育課程への位置付け
　　　イ　実施時期や期間等を決定
　　　ウ　本人・保護者との同意・連携
　　　エ　実習先の選定と連携
　　　オ　関係機関との連携
　　　カ　事前指導　事前訪問・挨拶・面接
　　　キ　実習中の指導（巡回指導）
　　　ク　事後指導
　　　ケ　学校の指導体制
　　　コ　書類等の手続きについて・実習参加願い（家庭→学校）
　　　　　　　　　　　　　　　　・実習依頼書（学校→事業所）
　　　　　　　　　　　　　　　　・実習承諾書（事業所→学校）
　　　　　　　　　　　　　　　　・実習承認願い・校外行事届け（学校→市町村教育委員会）
　　　　　　　　　　　　　　　　・欠食届け（学校→給食センター）
　　ウ　参考資料
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９　交流及び共同学習
　⑴　交流及び共同学習のねらいと意義
　　 　特別支援学校や特別支援学級の児童生徒と，通常の学級の児童生徒や地域社会の人々が，学
校教育の一環として活動を共にすることを交流及び共同学習と呼んでいる。

　　 　交流及び共同学習は，障害のある児童生徒の経験を広げ，社会性を養い，好ましい人間関係
を育てる上で重要な役割を担っている。一方，障害のない児童生徒や地域の人々にとっても意
義深いものである。例えば，障害のある児童生徒に対する違和感や偏見がなくなったり，思い
やりの心が育ったりと，人間の多面的な価値に気付く機会となる。

　　 　交流及び共同学習の推進は，障害のある児童生徒の自立と社会参加を促進するとともに，社
会を構成する様々な人々と共に助け合い支え合って生きていくことを学ぶ機会となり，ひいて
は共生社会の形成に役立つと言える。

　　 　我が国は，障害の有無にかかわらず，誰もが相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実
現を目指しており，小・中学校等や特別支援学校の学習指導要領等においては，障害のある児
童生徒と障害のない児童生徒が活動を共にする機会を積極的に設けるよう示されている。特別
支援学級が設置されている小・中学校においては，通常の学級の児童生徒との交流をもちやす
い環境にあるため，その特性を生かし，積極的に交流を深めていくことが望ましい。

　⑵　指導計画作成上の留意点
　　ア　学校教育の全体計画に位置付けた年間指導計画を作成し，計画的・継続的に推進する。
　　　 　通常の学級の児童生徒と特別支援学級の児童生徒が互いを理解し合って人間関係を育んでいく

ためには，時間がかかるものであり，日常的，継続的に交流の機会を設定する必要がある。学校
行事だけの一時的な参加にとどまらず，日常的に交流の機会を設定することが必要である。相互
の児童生徒の理解が進む中で，より発展的な交流の機会が生まれることもある。さらに，児童生
徒の直接的な関わりだけでなく，学校の実態や，学年に応じて障害理解教育における授業等を年
間指導計画の中に位置付けるなど，交流及び共同学習がより効果的に行われるよう工夫が求めら
れる。

　　イ　児童生徒の実態や教育目標を踏まえ，両者にどのような教育効果があるのかを明らかにしておく。
　　　 　交流及び共同学習は，通常の学級における指導目標を達成するものではなく，対象となる児童

の個人目標を達成することが前提である。参加に当たっては，安易に活動内容だけで判断するの
ではなく，児童生徒の実態と目標に沿って決定すること。また，児童生徒の過度な負担とならな
いように配慮すること。

　　ウ　互いの学級の教育の実際，障害のある児童生徒への接し方等について共通理解を図っておく。
　　　 　特別支援学級の児童生徒への一層の「理解を促すために，保護者の理解のもと，特別支援学級

に在籍する児童生徒の実態，教育課程の違いや児童生徒の実態などについて，交流学級の担任と
の打合せをはじめ，学級通信や職員会議などで説明する機会を設け，全教職員の共通理解を図っ
ていくことが必要である。

　　　 　また，特別支援学級と通常の学級の児童生徒のよりよい関係性の構築のためには，まず教職員
間の情報共有が大前提となる。

　　エ　交流や共同学習の形態や内容，回数，時間，場所，役割分担等について十分検討する。
　　　 　交流及び共同学習の形態や内容，回数，時間，場所，役割分担等については，児童生徒の実態

と指導目標に沿って事前に十分検討を行うこと。また，計画の段階で，交流学習における児童生
徒の様子を想定することが難しい場合や，児童生徒自身の不安が強い場合には，徐々に回数を増
やしていくなど柔軟に対応する。また，実際に交流学習に参加した結果，活動内容が児童生徒の
実態にそぐわないと判断した場合も柔軟に対応する。

　　オ　体験的な活動を取り入れるなど児童生徒が参加しやすいように工夫する。
　　　 　児童生徒の指導目標と実態に応じて交流及び共同学習の内容の決定を行う際には，体験的な活

動や興味・関心の高い活動を取り入れる等，交流及び共同学習へ積極的に参加できるように工夫
すること。また，交流及び共同学習の例については図１を参照のこと。

　　カ　保護者の協力が不可欠であり計画について理解を求めておく。
　　　 　交流及び共同学習については，「どのような児童生徒に育ってほしいのか」という共通理解の

もと，保護者と十分に話し合うことで，学習の効果も得られやすくなる。
　　キ　交流及び共同学習の事前・事後学習を行う。
　　　 　事前学習を通し，しっかりとした見通しをもたせて活動に参加させる。学習後においては，振

り返りを通して，次回はさらに意欲的に取り組むことができるよう工夫すること。
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【交流及び共同学習の例】（小学校の例）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図１）

学校行事 日常生活 特別支援学級の教育活動への
交流 教科学習 その他

（地域との交流）

全ての学校行事
・入学式
・離任式
・縦割り活動
・始業式，終業式，
 修了式
・卒業式
・運動会
・バザー
・遠足
・社会科見学
・スポーツ大会
・音楽会
・林間学校
・修学旅行

・登校・下校
・休み時間
・給食
・清掃

特別支援学級の教育活動に，
通常の学級の児童生徒が参加
する。
＊ペープサート発表
＊合奏の発表
＊トランプ，風船バレーなど
のゲーム

・各教科
（図工，音楽，体育，　
  特別活動等の体験的
な活動及び各教科）
※児童の実態に合わ
　せて実施する

・市内特別支援学級
合同遠足

・市内特別支援学級
学習発表会

・地域の人との
　制作活動
・お話ボランティア
さんによるお話会

・特別支援学級社会
科見学

・支援籍学習

【交流計画】（小学校の例）
時期 内容

４月

○保護者・本人へ交流希望調査の実施
○校内教職員との話し合い
○保護者，本人の希望，校内教職員による話し合い及び児童の実態を把握，交流計画の立案
・交流における目標　　・交流内容　　・交流開始時期　　・実施回数・時間　　・場所
○保護者との話し合い
・交流計画をもとに保護者との話し合いを行い，共通理解を図る。
○交流学級担任との話し合い
・交流計画をもとに保護者との話し合いを行い，共通理解を図る。（資料１）
○交流開始

５月
○交流開始後の児童の様子における経過観察及び見直し
・活動内容が児童に合っているか。過度な負担になっていないか。
・参加頻度，時間，場所が適切であるか。

６月

～

２月

○学期ごとの交流及び共同学習の振り返り
・活動内容が児童に合っているか。過度な負担になっていないか。
・参加頻度，時間，場所が適切であるか。 
・次学期以降の活動について

３月
（年度末）

○一年間の振り返り，交流及び共同学習における成果と課題のまとめ
・目標を達成できたか。  ・どのような成果があったか。  ・次年度への課題の引継ぎ

　 　４月当初に特別支援学級在籍児童の実態や，前年度までの交流の様子を学校職員に伝えて，新
年度の交流及び共同学習について共通理解を図る場を設ける。その際，資料を用いることで，ス
ムーズな交流及び共同学習が実施できる。（資料１）
　 　また，保護者の理解を得た上ではあるが，交流学級児童に対しても，特別支援学級に在籍する
児童の実態等，学齢に適した言葉で話す機会を設け，お互いにとって，共に学ぶ意義を感じられ
るような取り組みとしていきたい。
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（資料１）【小学校の例】

　 　また，より良い交流及び共同学習を継続するため，定期的に見直し・改善を行う必要がある。
そのために，全体教育計画（次ページ・資料２）を作成し，学期ごとに評価を行うことが有効で
ある。特別支援学級の担任と交流学級の担任のみならず全職員で評価を行い，効果的で継続的な
交流及び共同学習が途切れなく実施されるよう，努めることが望まれる。

交流及び共同学習についてのお願い
平成○○年４月○日

１　交流の目的
　　通常の学級の児童と特別支援学級の児童が，生活や学習を共有することにより，互いに生活経

験を広め，社会性を高めるとともに，心豊かで思いやりのある児童を育てる。

２　交流の場
⑴　交流授業，学校行事，学年行事，運動タイム，給食等，本人の実態を考慮しながら進めてい

きたいと思います。進めていく中で相談していくことがたくさんあるかと思いますが，よろし
くお願いいたします。

⑵　交流授業
児　童　氏　名（交流学級） 交　流　教　科（予定）

○○○○（２年１組） 体育
○○○○（３年１組） 音楽・体育・図工
○○○○（４年１組） 音楽・体育
○○○○（５年１組） 音楽
○○○○（６年１組） 体育・音楽

３　本学級からのお願い
　　・ 児童配布用の時間割表を，児童分＋１部（教室掲示用，できれば小さいもの）お願いします。
　　・ 学年だよりは，児童分＋２部（教室掲示分＋担任分）お願いします。
　　・ 交流学級に関わらず，各教室に本学級だよりの掲示をお願いします。
　　・ 健康観察簿の最後に，本学級児童名を入れていただきました。運動タイムや朝の会参加の際

に，健康観察をお願いします。
　　・ 授業や活動で必要な教材・教具等の購入の際は，お声がけください。必要に応じて個別に集

金し，購入します。
　　・ 校外学習や社会科見学，運動会等の学年で実施する行事は，交流学年に参加させてください。

事前学習や練習への参加もお願いします。
　　・給食は，本学級より持参します。片付けは，交流教室でさせてください。
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　（資料２）【小学校の例】
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　⑵　指導案（略案）例
　　①　小学校２学年児童

体育科　学習指導案

【単元名】　　 器械・器具を使った運動遊び（跳び箱を使った運動遊び）
【学習目標】　 自分に合っためあてをもち，いろいろな運動の仕方を見付ける。
【児童の実態】
　・慣れない活動や周囲の人に不安を感じ，活動に向かうことに時間がかかる。
　・外遊びや体を動かすことを好み，運動のルールを守って活動することができる。
　・全体での指示ではなかなか理解できず，個別の言葉かけが必要である。
【交流及び共同学習における目標】
　・友達と一緒に跳び箱を使った運動遊びを楽しむ。
　・交流学級担任の話をよく聞き，ルールを守って安全に活動することができる。
【合理的配慮】
　・児童にとって安心できる友達とグループを組ませ，落ち着いて活動に参加できるようにする。
　・学習内容を提示したり，場面の設定を図や絵で表したりして，活動の見通しがもてるようにする。
【交流内容】＊全て一人で参加
　教科　算数，体育，生活科
　学校行事（全て）
　給食（一部）
【展開】
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　　②　小学校３学年児童
図画工作科　学習指導案

【教材名】　　 でこぼこもようのなかまたち
【学習目標】　  想像したイメージを基に，写すことを繰り返しながら，材料の形や色の組み合わせ，写し方

を工夫させる。
【児童の実態】
　・慣れない活動や周囲の人に不安を感じ，活動に向かうことに時間がかかる。
　・絵を描くことやものをつくることを好み，集中して取り組むことができる。
　・全体での指示ではなかなか理解できず，個別の言葉かけが必要。
【交流及び共同学習における目標】
　・友達と一緒に版を刷る活動を楽しむ。
　・交流学級担任の話をよく聞き，版を刷ることができる。
【合理的配慮】
　・在籍学級において事前に版を刷る練習をし，安心して学習に参加できるようにする。
　・学習内容を提示したり，場面の設定を図や絵で表したりして，活動の見通しがつくようにする。
【交流内容】＊全て一人で参加
　教科　算数，体育，生活科
　学校行事（全て）
　給食（一部）
【展開】
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　③　小学校５学年児童
音楽科　学習指導案

【教材名】　　 リボンのおどり
【学習目標】　 いろいろな楽器が重なり合うひびきを感じながら演奏する。
【児童の実態】
　・初めての活動や集団に対して強い不安をもちやすい。
　・音符を読むことが難しい。
　・リコーダーの指使いが定着していない。
　・集中が途切れやすく指示を聞き逃してしまうことがある。
　・歌を歌うことや楽器で演奏することが好きである。
【交流及び共同学習における目標】
　・友達と歌ったり演奏したりする学習に意欲的に取り組もうとしている。
　・集団の中にいることに慣れる。
　・林間学校に向けて交友関係を広げる。
【合理的配慮】
　・児童にとって安心できる友達とグループを組ませ，落ち着いて活動に参加できるようにする。
　・演奏する部分を限定し，演奏部分を見分けやすいようにマーカーで色分けする。
　・楽譜に階名を書いたり，運指表を提示したりする。
【交流内容】＊全て一人で参加
　教科　 音楽，図工，体育，外国語活動，総合的な学習（体験的な学習のみ），

特別活動（学級レクリエーション），家庭科（調理実習のみ）
　学校行事（全て）
　給食（一部）
【展開】
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10　保護者との連携
　⑴　小学校
　　 　学校と家庭が密接に連携することは，障害のある児童の支援を行う上で不可欠である。特に，
保護者の障害理解や心理的安定を図るため，保護者の気持ちに寄り添った支援を行うことが重
要である。児童の指導を進めるに当たり，学校での指導に対する保護者の理解と協力は何より
も大切であり，担任と保護者が児童の状態について共通理解をもち，学校や家庭での様子をお
互いに情報交換しながら一貫性のある指導を進めることは，児童の混乱を軽減し，指導の定着
を図る意味で効果的であるといえる。

　　 　「教育支援プランＡ」及び「教育支援プランＢ」の作成では，児童の可能性を最大限伸長さ
せるために教育的対応の在り方や家庭での支援について，地域や学校における基礎的環境整備
の状況や提供可能な合理的配慮の内容を踏まえ，保護者とともに合意形成を図っていくことが
求められる。また，本人・保護者の願いを十分把握した上で指導目標や内容を設定し，児童の
学習過程について，相互に共有するとともに，児童が学習の成果を現在や将来の生活に生かす
ことができるように配慮することが重要である。

　　 　また，連絡帳等を活用し，日頃の児童の様子や変容について情報交換しておくことも大切で
ある。

【保護者との主な連携～一年間の活動を通して～（例）】
時　　期 内　　　　容
入学前 ・就学前の関係機関等の連携（支援の聞き取り，サポート手帳等）

＜１学期＞ 入学式　　　

授業参観
学級懇談会

家庭訪問

学期末

個別面談
教育相談

○新入生が入級する場合は，入学式の参加の仕方等について確認する。
　・当日の流れ　　　・会場の下見
　・下駄箱やロッカーの名札や位置の確認
　・入学式での座席　・交流学級での座席
　・教室やトイレ，階段，通学路等の安全面の確認　等
○学校や学級の経営方針等について伝える。
○交流学級での学級懇談会と調整をする。
○保護者同士の情報交換の場となるよう，和やかな雰囲気をつくる。

○「教育支援プランＡ」「教育支援プランＢ」を基に，共通理解を図る。
　・保護者が望まない情報に関しては，記入しない。
　・作成後，写しを保護者に提示する。

○「教育支援プランＢ」の１学期の評価を記入し，見直しを行う。

○保護者との話し合いを行う上で，相談の基礎的態度として「傾聴」「共感」
「受容」の三つの態度が大切である。
・「傾聴」：保護者の話を“じっくりと聴く態度”
　・「共感」：保護者が感じているように“共に感じる”態度
　・「受容」：これまでの頑張りを“肯定的に認める”態度
○生活や学習，進路等について，保護者の困っていることや願いを確認する。
○保護者が児童生徒の学校での状況を捉えることをできるようにする。

＜２学期＞ 学期初め

学校行事

個別面談
教育相談

学期末

○２学期の「教育支援プランＢ」を作成し，保護者に提示する。

○運動会，宿泊を伴う林間学校や修学旅行については，参加の仕方を確認する。

○この時期の相談では，特に６年生については，中学校に向けての話し合い
を行う。

○「教育支援プランＢ」の２学期の評価を記入し，見直しを行う。
＜３学期＞ 学期初め

卒業式
学期末

個人面談
教育相談

○３学期の「教育支援プランＢ」を作成し，保護者に提示する。

○卒業生がいる場合には，卒業式の参加の仕方について確認する。
○「教育支援プランＢ」の３学期の評価を記入する。

○「教育支援プランＢ」の評価を保護者に提示すると共に，次年度に向けて
の話し合いを行う。
○次年度のスタートがスムーズに行えるように，交流学級での授業等につい
ても決定しておく。
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　　　　【連絡ノート（例）】

　⑵　中学校
　　ア　中学校入学・特別支援学級入級に向けて
　　　 　小学校高学年になると，卒業後の進路について考えていくことになる。進路選択は，その

後の生き方を大きく左右するものであり，慎重に準備を進めていきたい。
　　　 　小学校卒業後，進学先として考えられるのは，①中学校通常の学級，②中学校特別支援学

級，③県公立特別支援学校中学部，④私立中学校である。
　　　 　小学校と連携し，本人や保護者に中学校の情報を提供しておく必要がある。学校見学や学

校公開，学校説明会や体験入学等の機会を設定することも有効である。また，高等学校への
進路についての情報提供は，長期的な展望のもと行う。中学校の教師が小学校の保護者会に
出向き，直接保護者の意向を聞いたり，中学校卒業後の進路について情報を提供したりして
おくことも大切である。中学校進学が決まり次第，入学前に保護者面談を設定し，保護者と
話しやすい関係を築くことが大切である。

　　　 　また，通常の学級から特別支援学級へ，または特別支援学級から通常の学級へといった教
育形態の変更や特別支援学校中学部への転学の場合，市町村就学支援委員会による総合的な
判断が必要となる。いつまでに保護者と話し合い，本人や保護者の意向を確認すればよいか，
また，校内委員会での話し合いを行えばよいかを，特別支援教育コーディネーターや管理職
とともに確認しておくことが必要である。

　　イ　中学校在学中における主な連携　～三年間の活動を通して～（例）
時　　期 内　　　　容

入学前

【１・２年】
　１学期

　１学期末

　２学期

３学期

個別面談

授業参観
学級懇談会
家庭訪問

個別面談
授業参観
学級懇談会
個別面談

個別面談

〇保護者との意思疎通が十分できるような関係づくりをする。
・特別支援学級の教育課程についての説明
・保護者の願いや困っていることについての確認　・入学式当日の確認
〇学級の経営方針，中学校での生活の仕方等を伝える。
〇学校行事（校外学習，修学旅行等）の参加について確認する。
〇「教育支援プランＡ・Ｂ」を保護者と共通理解のもと，作成する。
　写しを保護者に提示する。
〇卒業後の進路選択について，保護者の意向を確認しておく。
　進路について情報提供を行う。
〇「教育支援プランＢ」の見直しや評価をし，２学期に備える。

〇「教育支援プランＢ」の見直しや評価をし，３学期に備える。
〇次年度の保護者の意向を確認する。（特別支援学級入級について）
〇２年生時には，卒業後の進路選択について，具体的に進められるよう

にする。面談を複数回設定することも考えておく。
〇「教育支援プランＢ」の評価を提示し，次年度に向けての準備を進める。
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　【３年】
　１学期

夏季休業中
　２学期
　２学期末

　卒業前

授業参観
学級懇談会
家庭訪問

高校説明会
体験入学
進路説明会
個別面談

個別面談

〇学級の経営方針，中学校での生活の仕方等を伝える。
〇学校行事（校外学習，修学旅行等）の参加について確認する。
〇「教育支援プランＡ・Ｂ」を保護者と共通理解のもと，作成する。写

しを保護者に提供する。
〇卒業後の進路選択について，保護者・本人の意向を確認しておく。進

路についての情報を提供する。
○高等学校についても，説明会等で情報を収集しておくよう伝える。
〇夏休みに，高等学校や特別支援学校等の体験入学が多く実施されるの

で，必ず参加するように伝える。
〇複数回面談を行い，保護者・本人と納得のいくまで話し合い，進路希

望を確定する。
〇県立高等特別支援学校及び市立特別支援学校等は，入学者選抜や試験

が１月に実施されるので，早めの準備が必要であることを伝える。
・試験日と発表日の日程，服装，持ち物
・試験会場までの行き方
・進路決定から卒業までの過ごし方
○進学先への入学準備，通学手段等の確認をアドバイスする。

　⑶　中学校卒業後
　　 　中学校特別支援学級においては，一人一人の特性を把握した上で，進路の自己決定に向けて

支援・指導を組織的・継続的にしていく必要がある。そのためには，中学校卒業後にどんな進
路選択があるか具体的に把握しておくこと，地域の担当者同士のネットワークを通じて常に情
報を得ておくことが求められる。

　　 　中学校卒業後の進学先として考えられるのは，①国・県・市立特別支援学校高等部，県立高
等特別支援学校（普通科），②県立特別支援学校高等部職業学科，県立特別支援学校高等部分
校，③私立特別支援学校，④国公立・私立高等学校（全日制高等学校，定時制高等学校，通信
制高等学校，単位制高等学校），⑤サポート校が挙げられる。

　　 　企業就労を選択する場合，①一般企業，②特例子会社が挙げられる。施設への通所を選択す
る場合，①就労移行支援（作業所），②就労継続支援Ａ型事業所（作業所），就労継続支援Ｂ型
事業所（作業所），③生活介護，④自立訓練（作業所）が挙げられる。

　⑷　進学先について
　　ア　特別支援学校高等部（普通科）は，通学区域が指定されており，障害種別の条件もある。
　　イ 　県立特別支援学校高等部職業学科，県立特別支援学校高等部分校は，知的障害の程度が比

較的軽い者で，自力通学が可能な者が対象である。
　　　※ アとイは，入学選考があり，障害種別の条件もある。イについては，療育手帳の写し（ま

たは知的障害である旨の医師の診断書）が提出書類に含まれる。また，ア，イのいずれも
志願する特別支援学校での事前相談が必須となるので，受検資格・条件を確認する必要が
ある。学校公開も毎年行われているので，生徒が１・２年生の頃から計画的に見学を促し，
進路先について自己決定できるように進路指導していくことが望まれる。

　　ウ 　県内・近県に私立の特別支援学校もある。各学校とも特色があるので，情報収集すること
が必要である。

　　エ 　全日制高等学校（国公私立），定時制高等学校（県立），単位制高等学校（国公私立），通
信制高等学校（県私立）がある。

　　オ 　サポート校の場合，高等学校卒業の資格を得るためには，併せて通信制高等学校で単位を
取得する必要がある。また，サポート校と通信制高等学校とを併設するところもある。

　⑸　進学先についての留意点
　　 　高等学校でも継続して適切な支援ができるように，今までどんな支援を受けてきたのか，早

い段階で情報をつなぐことが重要である。教育支援プランＡや教育支援プランＢが保護者を通
じて引き継がれることが望まれる。

　　 　進路先については，本人・保護者のニーズを踏まえ，管理職を通じて進路希望先の学校・教
育委員会へ相談をすることが大切である。また，進路希望先の学校への入学後や卒業後のこと
も視野に入れ，障害の程度や特性を考慮し，進めていく必要がある。C
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第２章　自閉症・情緒障害特別支援学級
第１節　教育課程の編成
１　自閉症・情緒障害教育の基本的事項
　 　自閉症・情緒障害特別支援学級は，学校教育法第81条第２項に基づき，該当する障害の児童生

徒が示されているうち，その第６号の「その他障害のある者で，特別支援学級において教育を行
うことが適当な者」を対象として設置している。

　 　また，平成25年10月４日付け25文科初第756号初等中等教育局長通知によると，対象は以下の
ように示されている。

　 　自閉症・情緒障害のある児童生徒においては，教師との個別の指導や集団による指導等，障害
特性等を踏まえた個に応じた適切な環境設定，指導・支援を行うことで児童生徒のもてる力を十
分に発揮することができる。そのためには，行動の背景にある状況を理解し，必要な指導・支援
を行うよう配慮することが重要である。小・中学校においては，児童生徒一人一人の自立と社会
参加の姿を見据え，成長の段階に合わせた最も適切な教育を提供するため，自閉症・情緒障害特
別支援学級を設置している。

　 　自閉症・情緒障害のある児童生徒の障害の状況は多様であるが，過去の成功体験を基にして行
動しようとしたり，物事の直接体験を通して身に付けたりする傾向が見られる。そこで，指導に
当たっては，簡単な言葉で具体的に指示を伝えたり，視覚的な情報を示したりするなどの見通し
をもたせる支援が重要となる。その上で，望ましい行動に対して，その場ですぐに評価するなど，
多くの成功体験を積み重ねることで，行動の方法や選択肢を増やすことが重要である。また，
個々の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識及び技能
を身に付けることを目指す「自立活動」の指導がある。

２　自閉症・情緒障害のある児童生徒の特性と指導の基本
　⑴　自閉症・情緒障害のある児童生徒の特性
　　ア　自閉症の基本的な障害（文部科学省）
　　　自閉症には，主に三つの基本的な障害特性がある。
　　①　他人との社会的関係の形成の困難さ
　　　 　相手の気持ちや状況に配慮せず，自分の視点を中心に行動しているような誤解を受けるこ

とがある。
　　②　言葉の発達の遅れ
　　　 　他者の言葉を模倣して言うこと（エコラリア）がある一方で，流暢ではあるが，独特の言

い方や自分の好きなことを一方的に質問し続けたりすることもある。
　　③　興味や関心が狭く特定のものへのこだわり
　　　 　個人的な視点で気になっていることや自分の基準で決められた過程を維持し，完結するこ

とに執着するようなことがある。
　　　 　これらの三つの基本的な障害特性に加えて，感覚知覚の過敏性や鈍感性，刺激の過剰選択

性が見られることがある。

　　イ　情緒障害とは
　　　 　情緒障害とは，状況に合わない感情や気分が持続し，不適切な行動が引き起こされ，それ

らを自分の意思ではコントロールできないことが継続し，学校生活や社会生活に適応できな
くなる状態をいう。また，情緒障害の現れ方としては，自分でも何が原因か，何に自分がこ
だわっているのかにも気付かず，外出しない状態が長期化することで，閉じこもるような傾
向が強くなったり，適切な対人関係が形成できなかったりする一方で，他人を攻撃したり，
破壊的であったりするような行動も見られる。さらに，多動，常同行動，チックなどとして
現れる場合もある。

自閉症・情緒障害者
　　一 　自閉症又はそれに類するもので，他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程

度のもの
　　二 　主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，社会生活への適応が困難で

ある程度のもの

※ ＤＳＭ－５（米国精神医学会）では，自閉症の名称が「自閉スペクトラム症（障害）」に変更さ
れた。その定義は，「①様々な文脈における対人コミュニケーションと対人相互作用の持続的障
害，②行動，関心，活動の限局的，反復的な様式」という二つとなっている。
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　⑵　自閉症・情緒障害のある児童生徒の指導の基本
　　 　自閉症・情緒障害特別支援学級では，発達障害である自閉症などと心因性の選択制かん黙な

どのある児童生徒が在籍するため，一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導が重要である。
人とのかかわりを円滑にし，言語の理解と使用，場に応じた適切な行動を身に付けること，心
理的安定を図り，集団参加を円滑にし，生活する力を育てることを目標に指導を進めることが
必要である。自閉症・情緒障害特別支援学級においては，以下に示す整備や連携等の支援体制
が大変重要であり，欠かすことができない。

　　ア　個別の指導（自立活動など）
　　イ　校内体制の整備（保護者との連携など）
　　ウ　外部機関等との連携（医療機関等との連携など）
　　エ　校内委員会との連携（交流及び共同学習など）
　　 　選択性かん黙や常同行動等のある場合は，その状態の的確な把握や原因の究明等が非常に困

難な場合があるので，慎重に対応することが必要である。

３　教育課程編成の基本的な考え方
　 　自閉症・情緒障害特別支援学級では，学校教育法施行令規則第138条の規定に基づき特別の教

育課程の編成を行うことができる。そこで，編成に当たっては，学級の実態や児童生徒の障害の
状態，教育的ニーズを考慮の上，特別支援学校小学部，中学部学習指導要領を参考にするなど，
実態に合った教育課程を編成する必要がある。

　 　知的障害を併せ有する児童生徒が在籍する学級において，各教科を知的障害者である児童生徒
に対する教育を行う特別支援学校（以下，知的障害特別支援学校）の各教科に替えて編成する場
合は，「第１章　知的障害特別支援学級」も参考にする。

　　
４　教育課程編成に係る配慮事項
　⑴　指導計画
　　 　教育課程は，埼玉県特別支援教育教育課程編成要領を参考に，児童生徒の障害の状態や発達

段階，特性及び地域社会や学校の実態等を考慮し，各学校が編成する。さらに，より具体的な
内容は個別の指導計画（以下，教育支援プランＢ）を作成することになる。

　　 　指導計画の作成に当たっては，まず学級の教育目標を達成するのに最も有効で適切な指導の
形態（教科別の指導，各教科等を合わせた指導等）を定めることになる。次に，指導の形態ご
とに指導内容を明らかにし，学習形態や教材・教具，授業時数等を定め，より具体化していく。
年間指導計画は，年間を見通して指導の大綱を定めるものであり，この計画に基づいて，学期，
月，週，日，１単位時間の計画や，指導の形態別の指導計画が作成される。個々の児童生徒に
応じた指導を行うため，教育支援プランＢは指導の形態ごとに，学習課題，目標，指導内容，
方法，手だてを具体的に設定する。

　　 　また，指導計画作成に当たっては，児童生徒一人一人の実態把握のみならず，学校，地域社
会の実態把握を欠かすことができない。通常の学級との交流及び共同学習，地域社会や学校相
互の連携や交流を計画的，組織的に実施できるようにすることが大切である。

　⑵　学習形態
　　 　指導計画に基づいて授業を展開していく場合，課題や活動の内容によって，一斉指導，小集

団指導及び個別指導を適切に組み合わせ，個に応じた指導の充実を図ることが大切である。
　　 　自閉症・情緒障害特別支援学級の対象児童生徒の障害の状態に応じて多様な学習形態を設定

する必要がある。
　　 　通常の学級や知的障害特別支援学級はもとより，他校の自閉症・情緒障害特別支援学級等と

の合同での学習は，児童生徒の社会性を育む指導を行う上で集団編成の工夫により，高い学習
効果が期待できる。その際には，実態を的確に把握し，指導計画に基づき，意図的・計画的に
実施することが大切である。

　⑶　授業時数
　　 　各教科，道徳科，外国語活動・外国語，総合的な学習の時間及び特別活動の指導の総授業時

数は，小学校又は中学校の各学年における総授業時数に準ずる。この場合，各教科等の目標及
び内容を考慮し，それぞれの年間の授業時数を適切に定める自立活動においては，授業時数の
標準として示さないため自立活動の時間を確保しなくてよいというのではなく，個々の児童生
徒の実態に応じて，適切な授業時数を確保する必要がある。
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　⑷　進路指導
　　 　心身両面にわたる発達が著しく，自己の生き方について関心が高まる中学校段階においては，
自らの意思と責任で自己の生き方や進路が選択できるよう，入学時から計画的に指導を行う必
要がある。進路指導は，特別活動を中核とし，勤労生産的・奉仕的行事への体験活動や個別進
路指導相談を通じて系統的，発展的，組織的に行うことが重要である。そのためには，校内体
制の整備が必要である。

　　 　進路指導には保護者の理解と協力が不可欠である。目指す将来の姿や学校・職場等に関する
様々な情報提供を行いつつ，地域社会や労働，福祉等の関係機関と連携し，共に進路指導を進
めていくことが必要である。

　⑸　交流及び共同学習
　　 　自閉症・情緒障害のある児童生徒は，対人関係や社会生活などで困難を示すことが多い。社
会生活を養い，好ましい人間関係を育むために，多様な集団を経験できる環境を設定する必要
がある。将来の自立と社会参加に必要な資質を養う上で，交流及び共同学習のもつ意義は大き
い。通常の学級との交流及び共同学習や，近隣の学校の特別支援学級との合同活動，高齢者の
授業招待等，地域の様々な人々との交流を積極的に計画し，集団活動の場を計画的・組織的・
継続的に設定することが重要である。

　⑹　校内委員会との連携
　　 　自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程においては，校内の教職員の共通理解が大切であ
る。児童生徒一人一人の障害の特性や状態に応じた教育的ニーズを全職員で把握するとともに，
特別支援教育コーディネーターを中心に配慮すべきことやその関わり方を確認する必要がある。
自閉症及びそれに類する症状のある児童生徒の日常行動にみられる特徴（感覚刺激への特異の
反応，食生活の偏り，自傷・パニック，多動等）については，全職員が児童生徒の困難さに配
慮する観点をもち，児童生徒が安心して生活できるよう適切な対応について組織する必要があ
る。

　⑺　保護者，関係機関との連携
　　 　保護者の理解や協力はもとより，医療機関や児童相談所，福祉施設，職業センター等，医療，
福祉等との連携を深め，学級のみならず学校組織として，より一層の指導・支援の効果を高め
る必要がある。また，地域に学校公開する機会を積極的に設け，児童生徒が地域で自信をもっ
て安心して過ごせるよう学習環境を配慮する。

５ 　各教科，道徳科，外国語活動・外国語，総合的な学習の時間及び特別活動の指導及び自立活
動の取扱い

　 　各教科，道徳科，外国語活動・外国語，総合的な学習の時間及び特別活動の指導及び自立活動
の内容に関する事項は，特に示す内容を除き，取り扱わなければならない。
　 　しかし，自閉症・情緒障害特別支援学級においては，各教科を並列的に指導するよりも，各教
科に含まれる内容を一定の中心的な題材等に有機的に統合して指導を進める方がより効果的であ
る場合が多い。学校教育法施行規則第53条には，「小学校においては必要がある場合には一部の
各教科について，これらを合わせて授業を行うことができる」とあり，さらに同第130条におい
ては，特別支援学校小学部・中学部・高等部までこの規定を広げ「一部または全部」としている。
このことにより，各教科の目標・内容を踏まえながらも合科的な授業を行う等の工夫が可能と
なっている。加えて知的障害特別支援学校等においては，特別の教科　道徳，特別活動及び自立
活動を合わせて行うことのできる特例も規定（同第130条の２）されている。このような各教科
等を合わせた指導の形態に，「遊びの指導」「日常生活の指導」「生活単元学習」「作業学習」があ
る。自閉症・情緒障害特別支援学級においては，個々の児童生徒の実態に応じて，各教科等を合
わせた指導や教科別の指導を生活との結び付きを大切にしながら行っていく必要がある。
　 　自立活動の内容は，人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素と，障害による学
習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な要素がある。自立活動の内容は，実際の指
導を行う際の「指導内容のまとまり」を意味しているわけではない。自立活動の内容の中から
個々の児童生徒に必要とする項目を選定し，それらを相互に関連付け，具体的な指導内容を設定
することが大切である。自立活動の指導には，時間における指導の他，学校全体の教育活動全般
を通じて適切に行うものである。教育支援プランＢを立てることになる。時間における指導につ
いては，教育支援プランＢに基づき，個別や小集団グループによる指導など状態に合わせて適切
に設定し，さらに各教科，特別の教科　道徳，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動の
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指導と密接な関連性をもたせることが大切である。児童生徒の障害の状態によっては，専門的な
知識，技能を必要とするので，より一層専門性を高めたり，医師や専門機関と連携をとることが
できる体制を整えたりすることも必要である。地域や学校の実態，児童生徒の障害の状態，発達
や経験の程度，興味・関心，生活や学習環境などを考慮し，創意工夫を生かした教育活動を行う
ものとされている。

第２節　指導計画の作成
１　児童生徒の実態把握
　⑴　実態把握
　　 　自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍する児童生徒は，自閉症や情緒障害の特性を有するも

のの，実態は一人一人異なる。そのため，個々の教育的ニーズに応じた指導・支援を行い，持
てる力を最大限発揮しながら社会参加や自立する児童生徒を育てるためには，一人一人の客観
的，科学的，多面的な実態把握が大切である。

　　　実態把握を行う際は，以下に留意する。
　　　ア　自閉症や情緒障害の特性について十分な知識をもつ　
　　　　 　自閉症や情緒障害の特性を知ることで，児童生徒の状況について理解できることは多い。

教師が十分な研修を積むことが必要である。
　　　イ　先入観にとらわれない
　　　　 　「○○だから」，「申し送りにあったので」等，既成情報にとらわれず，参考にしながら

も改めて情報を収集する。
　　　ウ 　できること，できつつあること，得意なこと，興味・関心のあること等，肯定的な面の

情報も収集する。
　　　　 　肯定的な面の情報収集は，身に付けたいことや改善したい部分の指導を行う際に有効で

あるため，特に気を付けたい。
　⑵　実態把握の方法
　　　実態把握の方法は大きく分けて，
　　　ア　本人・保護者，関係者・機関等からの聴き取り
　　　イ　生活や行動等からの収集
　　　ウ　検査等の実施　がある。
　　 　アについては，家族構成や家庭環境，生育歴や教育歴，相談歴，基本的生活習慣，地域生活

を含む生活実態，興味・関心，学習状況，対人関係，コミュニケーション，診断名や服薬等の
医学情報，悩みや学校に期待すること，願いや夢，希望などを聴き取る。その際，個人情報や
プライバシーに配慮すること，また，傾聴，受容，共感の態度で聴き取ることは最も重要であ
る。アンケート式の紙面方式は，情報収集しやすい反面，当事者の記入により客観性に欠ける
場合もあることに留意する。

　　 　関係者・機関等からの聴き取りを行う際は，本人・保護者の承諾を得ることが望ましい。
　　 　イについては，児童生徒の生活の様子や行動を直接観察する。その際，観察の視点を明確に

しておくことや，周囲との対人関係や環境との関わりを観察すること，例えば，「この活動の
時は離席が多くなる」等を観察しておくと，指導法の検討や実際の指導場面で役立つ。観察す
る際は，記録が観察者の主観的な視点で記述された内容になりやすいため，注意が必要である。
また，観察する項目を設定しておくと，具体的事実を記録しやすくなる。

　　 　ウについては，本人・保護者の同意のもと，標準化された検査を通してデータを収集し，客
観的，科学的に発達特性や発達段階を明らかにする。実施の際は，収集したい情報や目的に合
わせた検査を行う。よって，目的以外の情報を得ることはできないので，一部の検査結果を本
人の全体像として捉えてはいけない。

　　　検査結果は必ず，本人・保護者へのフィードバックを行う。
　⑶　実態把握の留意点
　　 　実態把握は，個別の教育支援計画（以下，教育支援プランＡ）及び教育支援プランＢの作成，

実際の指導場面に生かすために行う。そのためには，収集する目的，視点，整理，実践，評価，
本人の成長を念頭に置いて実態把握を行うことが大切である。

　　　以下にポイントをまとめる。
　　　ア　指導場面に活用する実態把握
　　　イ　肯定的な面の情報を収集する
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　　　ウ　客観的，科学的，多面的，複数で観る
　　　エ　現象面にとらわれず，行動の背景を観る
　　　オ　部分的な実態把握から，児童生徒の全体像を観る
　　　カ　常に新しい情報を得る

２　個別の教育支援計画（教育支援プランＡ）及び個別の指導計画（教育支援プランＢ）の作成
　 　個別の教育支援計画とは，本人・保護者の希望や願いを踏まえ，特別な教育的支援を必要とす

る幼児児童生徒一人一人のニーズに応じた適切な支援を行うために，長期的な視点で乳幼児期か
ら学校卒業後までを通じて一貫し，教育・福祉・医療・労働等の関係機関が連携して支援するた
めの計画である。また，個別の指導計画とは，特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒の一
人一人の教育的ニーズを具体的な指導・支援に反映させるための計画である。本県では，平成17
年度に「教育支援プランＡ・Ｂ」として県下で統一した書式を示している。
　⑴　作成について
　　　ＰＤＣＡサイクルに基づく。（※次頁参照）
　⑵　活用について
　　 　教育支援プランＡ・教育支援プランＢの作成後，児童生徒に関わる指導者等の間で以下のよ

うに活用することが望ましい。
　　　ア　情報の共有化
　　　イ　共通理解や支援体制の整備
　　　ウ　支援内容や方法，指導形態等の明確化
　　　エ　定期的な評価と指導改善
　　　オ　引き継ぎと一貫した支援
　⑶　引き継ぎについて
　　 　保護者の願いや期待に応えるため，関係諸機関との連携の継続や維持のため確実な引継ぎが

なされること，引継ぎ後，すぐに個に応じた指導がなされること，効果のあった指導による成
長が記録されること，現在進行している指導・支援が記載されていることが必要である。

　　 　十分な記載や引継ぎがなされることは，本人・保護者の安心に繋がる。関係諸機関間の引継
ぎにおいては，引継ぎ方法や内容等，保護者の了承のもとに行うことが重要である。

　　 　また，進路選択において，高校，大学受験の際に個別の配慮を希望する場合，教育支援プラ
ンＡ・Ｂに基づいた定期テストの実施等における配慮が，以降の試験等の合理的配慮となるの
で，学習内容面に関する引継ぎも十分に行う。

３　指導目標の設定
　 　学校全体の教育計画，特別の教育課程や年間指導計画と，児童生徒の実態や本人・保護者の教

育ニーズとの関連を図りながら，一人一人の指導目標を設定する。
　 　指導目標は，年間や学期といった長期的な目標から，単元や授業における短期的な目標がある。
　 　長期の指導目標であれば，一年間で達成可能な目標を設定する。短期の指導目標であれば，年

間の目標から，月，週，毎時の授業における目標を設定する。
　 　長期目標と短期目標の関連として，系統的，継続的，連続的，そして発展的に設定する。また，

複数の目標がある場合は，緊急性のある課題や効果や確実な成長が見込まれる課題を設定するな
ど優先順位を定めることも大切である。必要かつ早期で成果が期待できる課題への目標設定は，
本人の意欲の向上や満足感が得られやすく，他の目標達成によい影響を与える場合が多い。

　 　短期目標の設定では，具体的でスモールステップ，肯定的な表現，評価しやすいもの（行動や
基準値の設定）が有効になる。

　　以下に，目標設定のポイントを示す。
　　⑴　学校教育目標や学校，地域の実態に即している。
　　⑵　キャリア教育，発達の視点を踏まえる。
　　⑶　実態把握に基づき設定する。
　　⑷　達成可能な目標を設定する。
　　⑸　観察や客観的に評価できる具体的な目標や表現を用いる。
　　⑹　評価基準を明確にする。
　　⑺　ＰＤＣＡサイクルを踏まえる。
　　⑻　各法令を踏まえる。
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４　指導内容の選択と設定，組織化
　 　自閉症・情緒障害特別支援学級在籍の児童生徒は，主となる障害と併せ，学習の遅れや偏りに

ついても一人一人が異なる。指導内容の選択は，まず，通常の教育課程に準ずることができるか
を検討する。当該学年での学習が難しい場合は，各教科の目標を下学年の教科の目標に替える，
各教科を知的障害特別支援学校の各教科に替えるなど指導内容の変更を検討する。各教科等の授
業時数は弾力的に取り扱えるが，年間総授業時数は通常の学級と同じである。また，各教科を知
的障害特別支援学校の各教科に替え教育課程を編成した場合は，各教科等を合わせて指導するこ
とも可能である。
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　 　指導内容の選定と組織化のポイントとしては，カリキュラム・マネジメントの視点を踏まえ，
以下の点を考慮する。

　　⑴　一人一人の教育目標の達成を念頭に置く。
　　⑵　学年相当の学習が可能等，学習状況を把握する。
　　⑶　下学年や知的障害特別支援学校学習指導要領の適応を検討する。
　　⑷　日常生活や身辺処理の実態を考慮する。
　　⑸　各教科間の指導内容の関連を図る。
　　⑹　発展的，系統的，継続的，生活的な指導内容を配列する。
　　⑺　各教科等を合わせた指導を検討する。
　　⑻　学級在籍の人数や年齢を考慮する。
　　⑼　各教科等の授業時数を検討する。
　　⑽　必要に応じて一人一人に異なる日課表の作成を検討する。

５　指導の形態等の決定
　 　指導の形態としては，特別支援学校学習指導要領に基づき，児童生徒の障害の状態や特性及び

心身の発達の段階等に応じて，各教科等をそれぞれの時間を設けて指導を行う場合と，各教科，
道徳，特別活動及び自立活動を合わせて指導を行う場合がある。

　　教科別の指導を行う際は，以下の点に留意する。
　　⑴　児童生徒の実態に即した指導内容を選択・組織する。
　　⑵ 　児童生徒の実生活に結び付いた具体的な活動を学習活動の中心に据え，生活に即した内容

や活動を十分に取り入れ段階的に指導する。
　　⑶　習得した学習内容を実際の生活で発揮することを視野に入れ指導する。
　　⑷　「できた」，「分かった」が実感でき，豊富な成功体験から主体的な活動を促す。
　　⑸ 　他の各教科や領域との関連を図りながら指導する。
　 　児童生徒は，学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく，身に付けた学習内容を実際

の生活場面で発揮しにくいことから，成功体験が少なく，主体的に学習に取り組む意欲が低下し
やすい。そのため実際的・具体的・体験的な学習場面が必要となり，各教科等を合わせた指導が
有効である。

　　各教科等を合わせた指導を行う場合は，以下の点に留意する。
　　⑴　興味・関心に応じて実際の生活から発展し，個人差の大きい集団でも授業展開できるもの。
　　⑵ 　生活上望ましい習慣や態度，意欲の形成を図り，身に付けた内容が実生活で生かせるもの

であり，併せて知識や技能の習得を図ることができるもの。
　　⑶　児童生徒自ら目標や意欲をもって学習活動を行うことができるもの。
　　⑷　児童生徒一人一人が力を発揮しつつ，集団の活動に協働しながら取り組めるもの。
　　⑸ 　児童生徒の望ましい変容を図るために，必要かつ十分な活動で組織され，その一連の活動

はまとまりや合理性があること。
　　⑹　多岐にわたる内容を含む活動で組織され，その活動を通して多種多様な経験ができること。
　 　また，各教科等を合わせた指導は，各教科別の指導でも取り扱うなど，教育活動全体で取り組

むことが大切である。
　 　自立活動の指導においては，自閉症・情緒障害特別支援学級では，時間を設定して指導する。

時間における指導では，個別指導の形態で行うことが多いが，指導目標（ねらい）達成する上で
効果的である場合には，幼児児童生徒の集団を構成して指導することも考えられる。指導内容を
明確にすることが必要である。

６　交流及び共同学習
　 　誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い，人々の多様な在り方を相互に認め合う共生社会の

実現には，障害のある児童生徒が地域社会の中で積極的に活動し，障害のない児童生徒との交流
及び共同学習を通して相互理解を図ることが極めて重要である。

　 　また，交流及び共同学習は，障害のある児童生徒にとって有意義であるばかりではなく，小・
中学校等の児童生徒たちや地域の人たちが，障害のある児童生徒とその教育に対する正しい理解
と認識を深めるための絶好の機会でもある。

　 　実施に当たっては，効果的に進めるために，双方の教育目標を明確にしお互いの目標のすり合
わせが重要なこと，児童生徒の望ましい変容を促すための教育効果を明確にしておくこと，年間
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計画を作成し，計画的に実施すること，必ず評価を行うことが必要である。
　 　自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍する児童生徒の交流及び共同学習の実施については，特

性から以下の点に留意する必要がある。
　　⑴ 　見通しがもてるように，活動内容を簡潔な言葉や映像資料，写真等の視覚情報を用いて事

前に知らせる。急な日程変更が苦手な場合があるので，その場合は，分かり次第，視覚教材
等を使って知らせること。

　　⑵ 　相手の感情や考えを推測することが苦手の場合も多いことから，活動等において誤解が生
じないように配慮すること。

　　⑶ 　意思の疎通が苦手な児童生徒などは、本人の関わろうとする意志が伝わりにくいことが多
い。表情や動作などからも意思を汲み取れることに十分に配慮すること。

　　⑷ 　感覚過敏の特性を踏まえて，場合によっては小集団からの参加や児童生徒同士の相性等を
考慮しながら活動への参加を促すこと。

　　⑸ 　感覚過敏や運動が苦手等の特性を踏まえて，事前に活動内容（音，光，感触，接触等）を
調整しておくこと。

７　学習形態の組織化
　 　自閉症・情緒障害特別支援学級在籍の児童生徒は，主となる障害と併せ，一人一人異なる学習

の遅れや偏りに合わせて柔軟に学習形態を組織し，学習効果が望まれる学習形態を選択する必要
がある。学習形態を検討するとき，教育支援プランＢ等に基づく教育目標や身に付けたい力を達
成するために，最も適した形態を編成することが大切である。

　 　学習形態には，障害種毎に基礎集団としての学級集団がある。複数の障害種の特別支援学級が
設置されている学校では，より大きな集団での教育効果が期待される場合，設置されている学級
を合わせて行うこともある。その場合は，児童生徒の実態や目標に応じて，小集団化や個別化等，
学習形態の再編成が重要となる。

　　留意点として，以下の点が挙げられる。
　　⑴　児童生徒一人一人の教育支援プランＡ・Ｂや引き継ぎ資料等を活用すること。
　　⑵　ねらいや目的を明確にし，学習形態を組織すること。
　　⑶ 　児童生徒個々の能力を生かし，集団化した組織の中で，相互補完的に作用し合い，指導の

効果を生み出すこと。
　　⑷　他者との関係性を考慮し，児童生徒が安心して授業に参加できること。
　 　一人一人の障害の状態等に応じた指導の充実に向けて，必要に応じて，近隣の特別支援学級と

の合同授業等，より学習効果が望まれる学習形態の検討が重要である。

８　授業時数と１単位時間の取り扱い
　⑴　年間の授業時数，　⑵　１単位時間　※「Ⅱ　第３章　特別の教育課程編成の基本」を参照

９　日課表の作成
　 　日課表には，各教科等を合わせた指導，教科等別の指導が適切に設定されている必要がある。
　 さらに，自閉症・情緒障害特別支援学級に多く在籍する変化に対応しにくい児童生徒にとって，

以下の点に配慮し作成することが大切である。
　　⑴ 　一日，一週間の学校生活にリズムがあり，帯状の日課等，安定して生活できるような工夫

がされていること。
　　⑵　一日，一週間の見通しがもちやすいこと。
　　⑶　日課表に示される教科等の名称が，児童生徒及び保護者に分かりやすいこと。
　　⑷　情緒の安定に配慮して作成されていること。
　　⑸　一斉指導，小集団指導，個別指導が効果的に配置されていること。
　　⑹ 　教科等での交流及び共同学習を実施する場合には，一人一人における学習効果を十分に考

慮し，適切に位置付けられていること。
　　⑺ 　校庭，体育館，特別教室，教室内の個別指導のスペースなど指導場面の変化が意図的に設

定されていること。
　　⑻ 　知的障害特別支援学級など他の障害種の特別支援学級との合同の学習が効果的と思われる

場合，その指導が適切に位置付けられていること。
　　⑼　ティームティーチングが有効に機能するように配慮されていること。
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　　⑽ 　日課表は，年間を通して固定することが基本であるが，児童生徒・学校や地域の実態，各
教科等や学習活動の特質に応じ，弾力的に組み替えることもできる。

10　年間指導計画の作成　
　 　学級における年間指導計画とは，その年度の各教科等における学習活動の見通しをもつために，
一年間の流れに沿って単元等を配列し，学習活動の概要を示したものである。各指導の形態ごと
に，一年間を通して指導目標，指導内容，指導の順序，指導方法，使用教材，指導の時間配当等
を定めたより具体的な計画である。この年間指導計画に基づいて，学期ごと，月ごと，週ごと，
一日ごと，単位時間ごと，あるいは，単元，題材，主題ごとの指導案に至るまでの各種の指導計
画が作成される。
　⑴　年間指導計画作成の手順（概略）
　　ア 　教育支援プランＡにより，児童生徒の教育的ニーズを把握する
　　　・障害の状態と特性　　・発達の状態（諸検査の結果，学習の状況）　・医療等の状況
　　イ　保護者，本人の願いを把握する
　　　・伸ばしたい面，改善したい面（学習や日常生活及び集団との関わり方）　・将来像
　　ウ　学校や地域及び学級の実態を把握する
　　　・地域の状況・特徴　・学校の状況・特徴，学級の状況
　　エ　教育目標を設定する　　
　　　・個別の指導目標，学級としての指導目標　・教科等の目標
　　オ　学習形態，指導担当者を決める
　　　・個別指導　・小集団指導　・一斉指導　・他障害種の学級との合同の学習
　　カ　指導内容を決める
　　　・各教科等の取り扱う指導内容を選択する　・自立活動の指導内容を選択する
　　キ　指導の形態の決定
　　ク　指導時間を配当する
　　　・指導の形態別　・学習形態別
　　ケ　年間指導計画表を作成する
　　　・各教科別，教科等を合わせた指導　・学校，学年，学級の行事等との関連
　　コ　短期の指導計画を作成する
　　　・学期ごと，月ごと，週ごと　・単元ごと，題材ごと，主題ごと

11　学習指導案の形式と記入上の留意事項
　⑴　学習指導案の形式
　　 　個々の児童生徒の障害の状態や特性から，集団における個に応じた指導や個別指導が必要に
なる。そのため，学習指導案を立てる際には，教育支援プランＢを基に，生徒の実態に沿った
目標を立てる。さらに，本時の展開等の中で，学習活動や指導内容，支援等について，個々の
児童生徒に対して作成することが大切である。

　⑵　記入上の留意事項
　　 　児童生徒の活動が具体的で分かりやすく，個々の児童生徒の予想される様々な行動や反応に
対して適切な教師の支援が随所に記入されていることが大切である。個別に対応する必要にあ
る児童生徒については，担当する教師を明確に記入し，具体的な支援の方法も併せて記入して
おく必要がある。

　　ア　児童生徒の実態を把握して，授業の目標，内容等を具体化し計画を立てる。
　　イ　単元全体の中で本時を位置付ける。他の単元や教科等との関連についても記述する。
　　ウ　本時における児童生徒の学習活動を予想し，実態に応じた手立てを明確にする。
　　エ　授業の中に評価を明確に位置付ける。

12　指導記録と評価
　⑴　指導記録の方法
　　ア　行動観察記録
　　　 　日々の生活の中で特徴的な行動や特記事項について，用紙等に記述式で記録する。また，

一日の様々な学習活動の中で，重点目標として取り組んでいる指導内容について記録する。
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　　イ　学習活動別の記録用紙での記録
　　　 　自立活動等で行う指導について，学習課題に則した記録用紙を作成して，児童生徒の反応，

特記事項等を記録する。
　　ウ　ノート，プリントの活用
　　　 　国語，算数などの学習では，ノート，プリント等が児童生徒の学習の記録となるが，補助

簿等を活用し，授業時間の活動状況や反応等について記録しておく。
　　エ　ビデオカメラ，デジタルカメラの活用
　　　 　音楽，体育等において記述式では記録しにくい場合は，映像で記録する。
　⑵　評価　
　　 　指導の評価は，指導開始時に設定した指導目標についてどの程度まで達成できたかを見極め
る。指導内容がスモールステップで具体的であれば正確に評価でき，児童生徒の意欲にもつな
げることができる。また，指導者は指導開始時に設定した指導目標や指導方針の妥当性につい
て評価を行うことが大切である。その結果をもとに，指導目標や指導内容，指導方法や使用す
る教材教具について改善したり，新たに設定したりすることが大切である。

　　 　また，指導目標の達成状況や個々の課題等について，校内委員会を中心に教師間で共通理解
を図ることも大切である。

第３節　教育課程編成及び指導計画作成のための資料
１　小学校における教育課程編成と全体計画例
　⑴　児童の実態の把握
　　ア　児童数

学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 合計
男子 １ ０ ２ １ ０ １ ５
女子 ０ ０ １ ０ ０ ０ １
合計 １ ０ ３ １ ０ １ ６

　　イ　児童の実態
　　　・　本学級は，６名の児童が在籍する。
　　　・ 　好き嫌いやマナーなど食事面での課題がある児童もいるが，基本的な生活習慣が身に付

いている児童が多い。
　　　・ 　言葉の理解及びコミュニケーションにおいて困難な児童が多く，そのために行動が止

まってしまったり友達とトラブルになったりし，問題行動を起こしてしまうことがある。
　　　・ 　興味の幅が狭いが，好きな遊び，得意な活動や学習には，集中して取り組むことができ

る。
　　　・　体を動かすことが好きで，休み時間は校庭で遊ぶ児童が多い。
　　　・　通常の学級において，１名の児童が，週８時間の交流学習を行っている。
　　　　以上の実態を踏まえて，以下のような教育課程の編成を行う。
　⑵　学級目標の設定
　　ア　学校教育目標（例）　　　　　　　　　イ　学級の教育目標（例）
　　　・心豊かでやさしい子　　　　　　　　　 ・友達となかよくしよう
　　　・進んで学ぶ子　　　　　　　　　　　　 ・最後まで話をきこう
　　　・健康でたくましい子　　　　　　　　　 ・外で元気に遊ぼう
　　 　特別支援学級の目標は，学校教育目標に基づき，児童の実態及び発達の段階や特性を十分に
考慮し，各学校の教育課題に応じた内容を設定する。

　⑶　指導の重点
　　　学校教育目標及び学級の教育目標を踏まえて指導の重点を設定する。
　　・　児童の障害の状態及び特性等に応じた具体的な指導目標を設定し，指導の工夫を図る。
　　・ 　一日の学習や活動の流れを提示することで見通しをもたせて情緒の安定を図り，落ち着い

た一日を過ごせるようにする。
　　・　基礎学力の向上に努め，それを日常生活に生かす能力を養う。
　　・　児童の将来の自立に向け，基本的な生活習慣を養う。
　　・　交流及び共同学習での体験を積み重ねることで対人関係を豊かにし，社会性を養う。C
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　⑷　年間授業時数
　　ア　１年生の例　　　　　　　　　　　　　　　　イ　６年生の例

　　 　各教科等の時数は，教育支援プランＢに基づき，
児童の実態に応じて適切に設定する。

　　 　ただし，総授業時数は，小学校の各学年における
総授業時数に準ずる。

　⑸　日課表の作成
　　ア　１年生の例

時 月 火 水 木 金
朝 読書 学習 朝会☆ 読書 学習
１ 特別活動 音楽 生活 体育 体育
２ 国語 体育＊ 算数 道徳 音楽＊
３ 国語 国語 図工 国語 生活
４ 算数 算数 図工 算数 生活
昼 給食☆・清掃・昼休み
５ 自立活動

　　イ　６年生の例（週８時間の交流学習を行っている）
時 月 火 水 木 金
朝 読書☆ 学習☆ 朝会☆ 読書☆ 学習☆
１ 体育☆ 理科 体育 算数 算数
２ 国語 体育＊ 総合☆ 道徳☆ 音楽＊
３ 国語 国語 図工 国語 総合
４ 算数 算数 図工 算数 社会
昼 給食☆・清掃☆・昼休み
５ 自立活動

６ 外国語☆ 外国語☆ クラブ☆
委員会☆ 総合☆ 家庭科☆

　　 　原則は，小学校学指導要領によるものであるが，学級や児童の実態を考慮し必要な場合は，
各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動を合わせて行うこ
とができる。また，児童の実態や教育的ニーズにより，交流及び共同学習を実施する。

　　ウ　本事例の教育課程編成上のポイント
　　　・ 　日課表の作成に当たっては，①見通しがもてるようにできるだけ帯状にする，②生活の

リズムをつくるため体育を早い時間に取り入る，などの工夫をした。
　　　・ 　自閉症・情緒障害特別支援学級であるため、「自立活動」は必ず位置付けることとした。

個別の目標を明確にして個別や集団で指導を行う。
　　　・ 　体育，音楽等は知的障害特別支援学級と合同の学習形態とする。
　　　・ 　児童の実態に応じて，交流学級の担任と連携し，交流及び共同学習を行う。そのため，

個別の日課表を作成する。

国語 １４０時間
算数 １７５時間
理科 　３５時間
社会 　３５時間
音楽 ３５時間
図工 ５０時間
家庭科 ３５時間
体育 　９０時間

総合的な学習の時間 ７０時間
外国語 ７０時間
自立活動 １７５時間
道徳科 ３５時間
特別活動 ３５時間
総授業時数 １０１５時間

国語 １３６時間
算数 １３６時間
音楽 ６８時間
図工 ６８時間
体育 １０２時間
生活 １０２時間
自立活動 １７０時間
道徳科 ３４時間
特別活動 ３４時間
総授業時数 ８５０時間

☆通常の学級での
　交流及び共同学習

＊知的障害特別支援学級と
　合同
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　⑹　交流及び共同学習の計画
　　 　交流及び共同学習の計画においては，教育課程上の位置付けや評価計画，交流及び共同学習
の形態，内容，回数，時間，場所，役割分担，協力体制等について十分に検討することが大切
である。また，児童が，無理なく継続的に参加できる計画を立てる必要がある。

　⑺　指導計画の作成
　　ア　年間指導計画の作成
　　　 　年間指導計画の作成においては，教育目標や教科等の目標との関連を図りながら，児童や

学校，地域の実態を考慮して作成する必要がある。また，学校行事等を考慮し，各教科，単
元の時期や指導期間などを設定していく必要がある。さらに，指導の形態ごとに指導計画を
作成し，指導目標や指導内容，時間配当を設定する必要がある。

　　　 　年間指導計画は，児童の変容に合わせて随時，加筆・修正を行う。また，各学校の実状を
踏まえた上で，常に児童生徒の成長や本人・保護者のニーズに合わせて作成する必要がある。

　　イ　教育支援プランＡ・教育支援プランＢの作成
　　　 　教育支援プランＡ・教育支援プランＢについては，「Ⅱ 第２章 第２節」及び巻末資料を参

照のこと。
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２　中学校における教育課程編成と全体計画例
　⑴　生徒の実態の把握　
　　ア　生徒数（名）

学年 １ ２ ３ 合計
男子 １ ２ １ ４
女子 １ １ ０ ２
合計 ２ ３ １ ６

　　イ　生徒の実態
　　　・　本学級は，６名の生徒が在籍する。
　　　・　明るく前向きに行動できる生徒が多い。
　　　・　基本的な生活習慣の定着に課題がある生徒もいる。
　　　・　休み時間等に，友達と適切にコミュニケーションがとることが難しい。
　　　　以上の実態を踏まえて，以下のような教育課程の編成を行う。
　⑵　学級目標の設定
　　ア　学校教育目標（例）　　　　　　　　　　　　イ　学級の教育目標
　　　・自立：自ら考え判断し行動できる生徒　　　　 ・自分で考えて主体的に行動できる生徒
　　　・協働：仲間と協力できる生徒　　　　　　　　 ・仲間と力を合わせて活動できる生徒
　　　・貢献：他の喜びを自分の喜びとできる生徒　　 ・周りの人のために行動できる生徒
　　　特別支援学級の目標は，学校教育目標に基づき，生徒の実態及び発達の段階や特性を十分に
　　考慮し，各学校の教育課題に応じた内容を設定する。
　⑶　指導の重点
　　・ 　自立活動は６区分27項目について，個々の障害の実態に応じて内容を設定する。（全てを

扱うものではない）
　　・ 　各教科等を合わせた指導（生活単元学習や作業学習）を行うことにより，体験的な活動や

将来の職業生活や社会生活に必要な事柄を総合的に学習する。
　　・ 　生徒個々の能力に応じて各教科の基礎的・基本的な内容を身に付けさせ，授業においては，

取り組みやすいように授業の流れを提示するなど，分かりやすく設定する。
　⑷　年間授業時数（１年生　特別支援学級の例）

　⑸　日課表の作成
　　ア　本事例の教育課程編成上のポイント
　　　・ 　生徒の実態や将来を見据えた学習上の観点から，技術・家庭を標準時数より多く設定し

た。
　　イ　日課表作成上の留意点
　　　・　一日及び一週間の活動に見通しがもてるよう，日課表をできるだけ帯状に近い形で組む。
　　　・ 　交流学級の授業に参加している生徒については，交流学級担任や教科担当と打ち合わせ

を行い，交流及び共同学習が良好に行えるように連携をする。また，個別の日課表を作成
した。
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ウ-1　特別支援学級を基本としている時間割　　ウ-2　教科の交流授業に出ている１年生生徒の例
　　生徒の実態や希望に合わせて交流を組み込む　　　　 
　　　☆は交流授業　　　 ※は他の学級（知的障害特別支援学級）と合同

　⑹　交流及び共同学習の計画
　　 　交流及び共同学習の実施においては，全体計画，年間指導計画，活動ごとの指導計画を作成
する必要がある。その際，教育課程上の位置付け，評価計画，交流及び共同学習の形態や内容
回数，時間，場所，両者の役割分担，協力体制等について事前に十分検討することが大切であ
る。

　⑺　指導計画の作成
　　ア　年間指導計画の作成
　　　 　指導計画は，個々の生徒の障害の状態や経験等を考慮しながら，実際に指導する内容を選

定し，配列して，具体的に指導内容を設定する。指導内容は，個々の生徒の実態に応じて，
生活や進路に結び付いた効果的な指導を行うとともに，生徒が見通しをもって意欲的に学習
活動に取り組めるように配慮する。すべての指導において，生徒の障害の実態を的確に把握
し，具体的な指導目標及び指導内容・方法・手立てを明確にして，教育支援プランＢを作成
する必要がある。

　　イ　教育支援プランＡ・教育支援プランＢの作成
　　　※「Ⅱ 第２章 第２節」及び巻末資料を参照

時 月 火 水 木 金
朝 読    書
１ 自立活動 理科☆ 外国語☆
２ 外国語☆ 技 ･家 総合 技・家 美術
３ 作業 外国語☆ 総合 技・家 美術
４ 国語 数学 理科☆ 数学 国語
昼 給食・清掃・昼休み
５ 理科☆ 社会☆ 保体 社会☆ 保体
６ 外国語 外国語 音楽 道徳☆
放 部活動・委員会活動

時 月 火 水 木 金
朝 読   書
１ 自立活動
２ 技 ･家 技 ･家 ※総合 外国語 美術
３ 国語 技 ･家 ※総合 数学 美術
４ 国語 数学 国語 数学 国語
昼 給食・清掃・昼休み
５ ※保体 理科 ※保体 社会 ※保体
６ 外国語 数学 道徳 音楽
放 部活動・委員会活動

C
M

Y
K

135

135



― 128 ―

 

C
M

Y
K

136

136



― 129 ―

３　実態把握の実際
　⑴　実態把握の内容
　　 　本章第２節１にもあるように，自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍する児童生徒の状態や
行動特性は様々である。また，環境要因や内面的な変化（緊張や不安等）によっても行動は大
きく変化する。そのため，自閉症・情緒障害特別支援学級の児童生徒の実態把握は，状態像の
みにとらわれずに，本人を取り巻く生活環境や行動特性を把握し，それに基づいて「なぜその
行動をとるのか」「いつその行動が出るのか」など，望ましい行動ができた時や行動を起こす
背景を探りつつ観察を行う必要がある。その実態把握を基に課題分析をし，行動変容に結び付
くように教育支援プランＡや教育支援プランＢを立てることが重要である。

　　ア　実態把握の項目【表１】【表２】【表３】
　　　　児童生徒のこれまで及び現在の生活環境に関する情報収集をする。
　　　・家庭環境（構成，年齢）
　　　・生育歴（出生時，新生児・乳児期，幼児期）
　　　・相談歴（教育相談，発達相談，幼稚園及び保育園への巡回相談，諸検査結果）
　　　・療育歴（療育機関名，諸検査結果）
　　　・医療歴（医療機関名，診断名，諸検査結果，服薬の有無と薬品名）
　　　・教育歴（幼稚園，保育所，小学校，中学校，就学猶予の有無）
　　　・福祉歴（福祉機関名，家庭児童相談員，学童保育，放課後等デイサービス）
　　　・保健所や児童相談所への相談歴
　　　・療育手帳，身体障害者手帳，精神障害保健福祉手帳の有無と，その等級
　　　・基本的な生活習慣（排泄，食事やアレルギー，着脱衣，その他の癖や生理や体調など）
　　　・行動面（こだわり，常同行動，自傷行為，多動，感覚過敏，情緒の安定など）
　　　・認知状況（学力，知的発達，心理的発達，感覚機能の状態など）
　　　・運動状況（粗大運動，微細運動，協応性，巧緻性，心肺機能など）
　　　・社会性，コミュニケーション能力
　　　・興味・関心（好きなキャラクター，好きな教科など）
　　　・余暇時間の過ごし方
　　　・保護者の願い，合理的配慮　　　など
　　イ　実態把握のための関係諸機関との連携
　　　　実態把握をする場合は保護者のみならず，関係諸機関との連携も重要である。
　　　〈小学校〉
　　　　・ 就学前の情報については教育委員会や教育相談室などからの資料及び保護者からの聴取

とともに，幼稚園，保育所，相談機関，療育機関，医療機関，福祉機関，保健所，児童
相談所などとともに連携を図り，正確な資料となるようにする。

　　　　・ 転入の場合は前在籍校の担任と連携し，それまでの学校生活の状況や家庭環境などを把
握する。

　　　〈中学校〉
　　　　・ 教育委員会や教育相談室からの資料及び保護者からの聴取とともに，小学校担任，特別

支援教育コーディネーター，相談機関，療育機関，医療機関，福祉機関，保健所，児童
相談所などとともに連携を図り，正確な資料となるようにする。

　　　　・ 転入の場合は前在籍校の担任，各教科担任，特別支援教育コーディネーター及び関係諸
機関と連携し，それまでの学校生活の状況や家庭環境などを把握する。

　　ウ　諸検査
　　　 　年齢，障害の状態に応じた諸検査を実施することは，発達の偏りや遅れを把握するための

手立てとして有効である。ただし，検査の実施や結果の分析は経験と知識のある専門性の高
い者が行うべき点に留意したい。また，ＩＱ（知能指数）などの数値だけにとらわれること
なく，検査中の様子なども含めて，総合的に判断する必要がある。

　⑵　その他の実態把握
　　ア　「ほんとうのわたしを見つけてVer.2（認知・行動評価法）」
　　　 　埼玉県立総合教育センターから出されているアセスメントの一つである。ＬＤ（学習障

害）の他，ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害），高機能自閉症が疑われる児童生徒の実態把握
にも使えること，担任がすぐ使えること，必要な配慮や支援，指導の立案を短時間でできる
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ことなどを目指したものである。該当の項目にチェックを入れるだけで認知・行動の特性が
グラフとして表示されるため，簡潔な作業で結果を得ることができる点が最大の利点である。
ただし，正確な実態把握のためには専門機関で他の諸検査を実施し，多方面からの情報収集
をすることが望ましい。

　　イ　ＩＣＦ
　　　 　国際生活機能分類（ＩＣＦ）は，2001年に世界保健機関（ＷＨＯ）によって採択された，

人間の生活機能と障害について分類して示したものである。概念図では健康状態，心身機能，
身体構造，活動，参加，環境因子，個人因子がそれぞれ相互関係をもちながら構成される。
児童生徒や取り巻く環境を概念図に当てはめて考えることで，関係諸機関と共通理解や連携
を図りながら活動，参加のための実態把握や支援方法の検討ができる点が特徴である。

　　ウ　応用行動分析
　　　 　人の行動を環境との相互作用によって生じると考え，行動の理由や意味を環境との関係の

中で分析していく考え方である。課題となる行動の前後の出来事に着目し，きっかけ，行動，
結果に分けて分析することで，不適切な行動をなくし適切な行動に導くことをねらいとして
いる。行動の意味や理由を探ることで，より本質的な実態把握につながる。

　⑶　情報の集約と活用
　　 　前述の⑴，⑵によって得られた情報をもとに，教育支援プランＡ・教育支援プランＢ（※巻

末資料参照）へとまとめる。そこから児童生徒の特性や主訴など個別の課題を見い出し，目標
を明確にして学校生活等での実際の指導，支援に活用する。しかしながら，児童生徒の実態は
日々刻々と変化していくため，定期的に実態把握と個別の課題設定と検証をＰＤＣＡサイクル
で繰り返し見直す必要がある。また，校内や関係諸機関と情報共有し，共通理解のもとで進め
ていく必要がある。
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⑷　特性と支援
　 　自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍する児童生徒の中には，知的障害のある児童生徒から知
的障害のない児童生徒まで在籍することがある。自閉症や情緒面での障害を伴うこともあり，
個々に応じて実態差が大きく違う。様々な特性や実態の児童生徒に対して自立活動の視点を活用
し，指導・支援を考え，教育支援プランＡ・教育支援プランＢに反映できるようにする。
　※　自立活動の視点は主たる観点で記載している。
　※　個々の実態に応じて自立活動の視点は異なる。

４　自立活動の指導計画
　 　本章第１節の５にもあるように，自立活動は自閉症・情緒障害特別支援学級において必ず取り
組むものである。ここでは，自立活動の指導計画作成の手順等を紹介する。
　　①　課題の整理と中心的課題の設定　　　　　②　教育支援プランＢの作成へ  
　　③　学習形態の工夫と指導場面の構造化　　　④　教材・教具（例）
　　⑤　指導の例示

　⑴　課題の整理と中心的課題の設定      
　　　自立活動の指導目標・指導計画立案の手順
　　ア　児童生徒の実態把握①（例） 
　　　○　自閉症・情緒障害特別支援学級　小学４年生 （軽度の知的障害，ＡＤＨＤ傾向がある）
　　　　・　多動多弁で視覚聴覚どちらの刺激にも反応しやすい。すぐに行動してしまう。
　　　　・　集中の持続が短い。離席，時に教室からの飛び出しもある。授業中のあくびが多い。
　　　　・ 　相手と折り合いを付けることが苦手で，泣いたり，手が出たりする。自分の気持ちを

立て直すのに時間が掛かる。
　　　　・ 　算数の理解に比べて，文字（ひらがな・カタカナ）の習得は困難さがある。覚えたこ

とが定着しにくい。
　　　　・　姿勢が崩れやすい。物にぶつかりやすい。運動は全般的に苦手である。
　　　　・ 　手先は器用で，発想が豊かで工作などを好んで取り組む。ストーリーを作りながら，

想像力を膨らませて物作りなどをする。
　　　　・　人と関わることが好きだが，自分の思いを伝えることが苦手だと感じている。
　　イ　指導形態の選択
　　　 　児童生徒の実態（本節の３ 実態把握 参照）から，本章第１節の３に示されている自立活

動の内容６区分に照らし合わせ，実態を整理する。
　　　　ア　どの学習場面で自立活動の指導を行うかを検討する。
　　　　イ 　自立活動は，｢時間における指導｣ を基本とするが，教育活動全般において行われる

ものである。様々な場面の中で，まず取り組むべき課題を実態の中で整理しておくと児
童生徒の取り組むべき課題がはっきりする。

　　　　ウ　中心的課題は，教育支援プランＢ，自立活動 ｢時間における指導｣ の目標とする。
　　　　　 　「時間における指導」は児童生徒の実態や教育的ニーズに応じて適切な時間数を設定

し，日課表の中に位置付ける。
　　ウ　情報の整理（例）　　　自立活動の内容６区分　　（※本章 ３「実態把握の実際」参照）
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　　エ　課題の選定・項目の関連付け・指導内容の設定　
　　　 　自立活動「時間における指導」での指導内容を設定するために，本児が今取り組むべき中

心的な課題を選定し，具体的な指導内容が設定できるように，次のような手順で進める。
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　⑵　教育支援プランＢの作成へ
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　⑶　学習形態の工夫と指導場面の構造化
　　ア　学習形態
　　　 　自立活動の内容は，各教科等のようにそのすべてを取り扱うものではなく，一人一人の実

態に応じて必要な項目を選定して取り扱うものである。よって，「自立活動」の時間を設け
て行う場合と，各教科等の授業の中で相互に関連付けて行われる場合がある。また，学校生
活全般にわたって自立活動の視点をもって指導することは重要である。

　　　 　指導に当たっては，本人の特性を踏まえて取り組みやすい環境設定・調整が重要である。
指導の目標を達成する上で，効果的である学習形態を考えていく必要がある。

　　　ア　個別指導
　　　　 　「一対一」や「一（教師）対複数（児童生徒）」における指導の場合においても，個々

の課題に応じた教材の準備及び提示の仕方に留意する。
　　　イ　小集団指導
　　　　　個々のねらいを明確にした指導に留意する。
　　イ　学習環境等
　　　ア　スケジュールの提示
　　　　 　一日の予定や１単位時間のスケジュール，活動時間を提示することにより，活動の見通

しがもてるようにする。
　　　イ　授業の組み立て
　　　　 　一日の流れや児童生徒の実態に応じて静的な活動（机上等で行う活動）と動的な活動，

個別指導，小集団指導等を組み合わせて行うようにする。
　　　　 ・　見通しをもてるようにする。（始めと終わりが分かりやすいような工夫）
　　　　 ・　活動の流れにメリハリを付ける。
　　　　　　（15分×３課題・興味・関心→やや難しい→楽しい課題）
　　　　 ・　個別指導の課題を設定する。
　 ⑷　教材・教具（例）
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⑸　指導の例示

課題　　 「友達とのトラブルが多い」　　関連項目　３－⑵　６－⑴
内容　　考えられる場面のロールプレイを通して，適切な対応を学ぶ。
　　　○ 「読みたい本を友達が読んでいて，貸してほしいときは？」「好きなことをしているとき

に別のことを頼まれたら？」「今度の日曜日に一緒に遊びたいときは？」
　　　　 　「断りたいときは？」など，身近で実生活に即した場面を設定し，適切な対応を考えたり，

ロールプレイをしたりして，パターンを学習する。
　　　○ 生活の中で実践できた報告をする場面を設定する。（例）帰りの会
ポイント　人とのかかわりを深めるための基礎：人の声に注意を向ける。
　　　　・対人関係を構築する： 大人との一対一の関係づくりから少しずつ小集団の児童生徒との

関係に広げる。
　　　　・モデルを示す：言葉による説明だけでなく，モデルを示す。
　　　　・報告の仕方のパターン化： 「ストーリーボード」を活用して，発表の仕方のパターンを

決める。
　　　　・ヒントを用意： 報告の仕方の手順表（ヒント）を見えるところに提示し，ヒントを活用

しやすくする。

課題　　 「座っている姿勢が悪い，姿勢が崩れやすい」　　関連項目　５－⑴
内容　　体幹トレーニングを意図的に体育や休み時間等に導入する。
　　　○「体育で体幹トレーニング」
　　　　四つ這いの姿勢から右手と左足をあげて静止，その逆をリズムに合わせて行う。
　　　　バランスボールを使って，音楽に合わせて動く。
　　　　トランポリンで跳びはねたり，遠くの文字や絵を読んだりする。
　　　○「休み時間に姿勢よく」
　　　　壁立ち（壁に背中・かかと・おしりをつけて 30 秒位を目安に立つ。）をする。
　　　　背中に手を入れて壁と背中の空間をチェックする。
　　　○「かっこよくいすに座ろう」
　　　　正しいいすの座り方を掲示して，常に意識できるようにする。
ポイント　おしりを奥までしっかりと： 前に滑ってしまうときには，滑り止めシートを敷いてみる。

（防災頭巾との兼ね合い）
　　　　　足の裏を床につける：いすと机の高さを調整する。足元に台を置く。
　　　　　背筋を伸ばす：タイミングをとって，姿勢を整える機会を意図的につくる。
　　　　　静と動の時間をつくる：意図的に動く時間もつくる。
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５　本指導案
　○○組　自立活動　学習指導案

 日　時　平成○○年○○月○○日（○曜日）
 　　　　第○時　○○：○○～○○：○○
 場　所　○○○○
 指導者　○○○○（Ｔ１）○○○○（Ｔ２）

１　主題名　「楽しく活動したり，毛糸アートをつくったりしよう」

２　主題設定の理由
　 　本学級は，自閉症スペクトラム障害の診断を受けている３年生，４年生，６年生の合計３名である。どの児童におい

てもコミュニケーションに課題があるため，友達との適切な関わりに係る活動を日常的に設定している。　
　 　本時では，絵カードやゲーム，毛糸アートなど，児童の興味・関心を考慮した題材を用いたり，個別活動から集団活

動への流れなど，友達と関わる場面を段階的に増やしたりする工夫を行った。

３　児童の実態
題材に関わる実態

Ａ

（動物カード）　 動物について興味・関心をもっている。動物の名前は知っているが，言語の表出が難しい。
（かるたゲーム） 読み札を見て，取り札を探すのが好きである。気持ちが乗ると友達の取り札を確認するために，

出歩いていることが多い。
（毛糸アート）　  教師と一緒に結び目を作って切ったり，貼ったりすることができる。ボンドが手につくこと

を嫌がる。

Ｂ

（動物カード）　  すべての動物の名前を覚え，動物園などで見たことのある動物については，話題に出すこと
ができる。

（かるたゲーム） 自分で取り札を探して取ることができるが，取りたい気持ちも強く，慌てる傾向がある。取
れないと泣いて悔しがることもある。

（毛糸アート）　  手先は器用で一連の作業をこなすことはできるが，集中力に持続性はなく，作業が止まって
しまう。

Ｃ

（動物カード）　  すべての動物の名前を覚えており，知っていることを友達に説明することができる。
（かるたゲーム） 素早く取り札を探すことができるが，お手つきした時の悔しさは大きい。取り札を探すこと

のできた友達を見ると，譲ることもできる。
（毛糸アート）　  手先は器用，一連の作業をこなすことができる。作業が丁寧で，細かい点まで意識している。

４　目標

１ 絵カードやかるたを通して，簡単な知識を身に付けることができる。
２ ゲームを通して，お互いにコミュニケーションを図りながら，良好な人間関係を築くことができる。
３ 毛糸アートの仕方を身に付け，作品を完成させることができる。

５　指導計画（10時間扱い）
指導内容 授業目標 授業時数

１

①野菜果物カード
②絵合わせカード
③毛糸アート

① 身近な野菜や果物の名前を覚え，関連した簡単な知識を身に付けることがで
きる。

②ものの名前と絵を合わせることができ，簡単なゲームができる。
③ 毛糸アートの作り方や毛糸の結び方，切り方を知り，毛糸の玉を作ることが

できる。

２

２

①動物カード
②かるたゲーム
③毛糸アート

①身近な動物の名前を覚え，関連した簡単な知識を身に付けることができる。
②読み手の言葉を聞き取り，かるたゲームを楽しむことができる。
③ 結び目の結び方や切り方を覚え，毛糸の玉を貼り合わせながら，毛糸アート

作りをすることができる。

本時
1/4

３

①生活道具カード
②すごろくゲーム
③毛糸アート

① 身近な生活道具の名前を覚え，関連した簡単な知識や使い方を知ることがで
きる。

② 動作の伴うお題に合わせて活動し，友達とすごろくゲームを楽しむことがで
きる。

③作り方の手順を覚え，毛糸アート作りをすることができる。

４

６　本時の構成
　⑴　本時の目標

Ａ　　　　
○絵カードやかるたゲームの中で，単語や一文程度の言葉で表現することができる。
○教師が作った結び目を自分で切って毛糸の玉を作り，下絵のぬいぐるみに貼り付けることができる。
○ゲームや作業を通して，自分から教師や友達と関わろうとすることができる。
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Ｂ
○絵カードやかるたゲームでは新しい知識を広げ，活動や作業の見通しをもって取り組むことができる。
○かるたゲームを通して，状況に応じた自己表現ができる。
○ゲームや作業を通して，教師や友達と関わり合いながら，意欲をもって活動することができる。

Ｃ
○身近な動物の新しい知識を広げ，毛糸アートでは一粒ずつ貼り付けるなど，丁寧に作業ができる。
○毛糸アートの進み具合を見ながら取り組む作業を判断し，活動に見通しをもつことができる。
○ゲームや作業を通して，進んで教師や友達と関わり，自主的に活動することができる。

⑵　展開

 

□

□

□

□

□
□
□
□

□
□
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７　本時の評価
氏名（記号） 評価

Ａ
動物カードやかるたゲームに興味をもち，自分から教師や友達と関わりをもつことができたか。
自分で毛糸の結び目をはさみで切り，ぬいぐるみにボンドで貼り付けることができたか。

Ｂ
動物カードやかるたゲームでは遊びのルールを理解しながら，楽しく活動することができたか。
結ぶ・切る・貼るという作業手順を確認し，見通しをもちながら手際よく取り組むことができたか。

Ｃ
動物カードやかるたゲームでは，喜びや次は頑張るという意欲を適切に表現し，活動することがで
きたか。
一連の作業に見通しをもち，毛糸の玉を一粒ずつ貼り付けるなど，丁寧に取り組むことができたか。

８　備考
　　・教室内配置図，座席配置図，教材・教具配置図等　
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○○○学級　教科別の指導「音楽」　学習指導案

 日　　時　　平成○○年○○月○○日（○）
 　　　　　　第○校時　○○：○○～○○：○○
 場　　所　　○○○○
 指 導 者　　教　諭　○○　○○（Ｔ１）
 　　　　　　補助員　○○　○○（Ｔ２）
１　題材名　「リズムで遊ぼう」

２　題材設定の理由
　⑴　学級及び児童の実態
　　 　本学級は，１年男子１名女子１名・５年男子１名・６年男子１名の４名という構成の自閉症・情
緒障害特別支援学級である。障害の状態が様々で発達の段階にも幅があるため，一人一人の児童の
実態を踏まえて，個々の特性に応じた指導を行い音楽の楽しさを十分味わえるようにするとともに，
お互いに見合ったり協力しあったりして，仲間との関わりとともに伸び伸びと音楽活動に取り組む
喜びを感じ取ることができるようにする必要がある。

　⑵　題材について
　　 　本学級の児童は，音楽活動に前向きに取り組んでいる。今回は，音楽の楽しみを味わいながら拍
感・リズム感を身に付けさせるとともに，合同学習会で演奏する曲を演奏することに慣れ親しむた
めに前半で「リズム遊び」後半で「威風堂々」に取り組むことにした。

　　・「リズム遊び」
　　 　自閉症・情緒障害のある児童においては，人との関わりを深める活動が必要とされている。その
ため「リズム遊び」では音楽にあわせて体を動かすとともに，なるべく他者との関わりがもてる活
動となるように工夫をした。音楽にあわせて伸び伸びと身体を動かすことはどの発達段階の児童で
あっても楽しく活動ができ，楽しい雰囲気の中で人との関わり方を学ばせることができる。

　　・「威風堂々」
　　 　イギリスの作曲家，Ｅ．エルガーが作曲した管弦楽のための行進曲集「威風堂々」の第１番の中
間部の旋律を指す。器楽としては５年生の教科書で教材として取り扱われている。同じ楽器同士あ
るいは打楽器と鍵盤ハーモニカでお互いに聞きあって一緒に合わせるように演奏させるために，や
やゆっくりと演奏したとしても聞きばえのする，美しい旋律である。

　⑶　指導・支援について
　　 　「威風堂々」では，音楽に対して苦手意識のある６年生の男子児童には，実態に応じて演奏する
楽器を工夫して器楽に取り組む姿勢を高める。演奏する技能が高い５年生の男子児童は，他者と併
せることができるように個別に支援して演奏に取り組ませたい。１年生の児童２名は，音楽に興味
関心が高く，鍵盤ハーモニカで旋律を担当することができる。視覚的に分かりやすいように，楽譜
と鍵盤を色分けして支援する。授業の終わりには全員で合奏することで，みんなで演奏する楽しさ
を味わわせたい。

３　題材の目標
　⑴　鍵盤ハーモニカや打楽器で「威風堂々」を合奏することができる。     　 　
　⑵　拍感やリズム感を身に付け，曲にあわせて身体を動かすことができる。
　⑶　たくさんの仲間と一緒に活動する楽しさを味わおうとする。 　 

４　指導計画　７時間扱い（本時６／７）
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５　本時の学習
　⑴　共通目標
　　①　友達の前で演奏をすることができる。
　　②　他の児童の演奏を聴いて感想を言うことができる。
　⑵　児童の実態

　⑶　個別の指導内容及び目標
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　⑷　展開

□

□
□

□  
 

□  

□  
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６　評価
　⑴　共通目標に係る評価
　　①　発表ステージに立ち，皆が聴いている前で自分が担当する楽器を演奏できたか。
　　②　友達の演奏について感想を話すことができたか。
　⑵　個人目標に係る評価

Ａ ・伴奏と大きくずれずに大太鼓を叩くことができたか。
・友達の演奏が伴奏と合っていたかを言うことができたか。

Ｂ ・曲のテンポに遅れず小太鼓を叩くことができたか。
・発表ステージに立って演奏することができたか。

Ｃ ・「威風堂々」の旋律を正しく演奏することができたか。
・皆の前で感想を発表することができたか。

Ｄ ・発表ステージに立って演奏することができたか。

７　教室環境図
　⑴　リズム遊び・合奏練習場面　　　　　　　　　　　⑵　演奏発表・鑑賞場面

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

□

□

 
 

 

C
M

Y
K

155

155



― 148 ―

○○組　教科別の指導「外国語活動」 学習指導案（略案）

１　単元名　「注文　～ I would like ○○ . ～　」
２　単元設定の理由
　　本学級は，自閉スペクトラム症の診断がある３年生と４年生の計４名である。
　 　本校は，外国語に力を入れており，ＡＬＴが休み時間や給食等の時間においても児童と会話をしたり一

緒に遊んだりしながら，日常的に英語に慣れ親しむ環境がある。
　 　慣れ親しんだ英語を使って，児童がグローバルな視点に立って、人とコミュニケーションを取ることの

楽しさや自分の考えを伝えようとする気持ちを育てたい。
　 　本時では，図工「毛糸でアイスクリーム」で児童が作った作品を取り扱う。児童が作った作品の中から

フレイバーを選び，英語表記と結び付けて示した。他教科との関連を図る工夫を行い，英語をより親しみ
やすく意欲的に活動できるような工夫を行った。

３　本時の学習
　⑴　共通目標
　　①　注文やアイスクリームのフレイバーの表現に慣れ親しむ。
　　②　注文やフレイバーの表現を聞いたり話したりして，自分の考えや気持ちを伝えることができる。
　　③　注文の表現に慣れ親しみ，進んで活動に参加しようとする。     
　⑵　児童の実態

名前・学年 本単元に関する実態

Ａ（３年）
外国語活動が好きで，とても意欲的に取り組んでいる。新しい単語や表現もすぐに覚
え，相手の話を聞き取ったり自分で話したりすることができる。会話の中で，既習の
単語や表現をその場に応じて使おうとしている姿も見られる。

Ｂ（３年） 英単語は繰り返し練習することで，聞き取ることができる。話すことは教師と一緒に
言ったり，教師のあとにリピートしたりすることで，相手と会話をすることができる。

Ｃ（４年）
外国語の単語は，自分で聞き取ったり話したりすることができる。”I like ○○ .”の
ような文章表現は，教師がその場で教えたり発音したりすると，自分で言うことがで
きる。

Ｄ（４年）
新しい単語や表現も覚え，相手の話を聞き取ったり自分で話したりすることができる。
既習の単語や表現も，一度確認するとすぐに思い出し，会話の中で使おうとしている
姿も見られる。

⑶　個別の指導内容及び目標

Ａ（３年）
◎”I would like ○○ .”の表現やフレイバーの単語を使って会話ができる。
◎相手の話を聞き取り，自分の考えや思いを伝えることができる。
◎自ら進んで友達とたくさん会話をすることができる。

Ｂ（３年）
◎教師や支援員のあとにリピートしながら，会話をすることができる。
◎自分のほしいアイスクリームのフレイバーを選択し，相手に伝えることができる。
◎教師や支援員と一緒に，友達と会話をすることができる。

Ｃ（４年）

◎教師と一緒に”I would like ○○ .”の表現やフレイバーの単語を使って会話ができる。
◎自分で好きなフレイバーを選択し，相手に伝えることができる。
◎外国語で表現や言い方が分からないときも，自ら教師に尋ねながら，活動し参加す
ることができる。

Ｄ（４年）
◎”I would like ○○ .”のフレーズやフレイバーの単語を使って会話ができる。
◎相手の話を聞き取り，自分の考えや思いを伝えることができる。
◎自ら進んで友達とたくさん会話をすることができる。

⑷　展開

日　時　○○年○○月○○日（○）
　　　　第○校時　○○：○○　～　○○：○○
場　所　○○○○
指導者　教諭　　　○○　○○　（T1）
　　　　支援員　　○○　○○　（T2）
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４　本時の評価
　⑴　共通目標に係る評価
　　①　注文やアイスクリームのフレイバーの言い方に慣れ親しむことができたか。
　　②　注文やフレイバーの表現を聞いたり話したりして，自分の考えや気持ちを伝えることができたか。
　　③　注文の言い方に慣れ親しみ，進んで活動に参加しようとすることができたか。
　⑵　個別評価

評価

Ａ

◎“I would like ○○ .”の表現を使ったり，好きなフレイバーを自分で選択したりして，
相手に自分の気持ちをしっかり伝えることができたか。
◎店員（Ｔ１）が”One scoop?”を”Two scoops?”と数を変えたり，フレイバーを間違っ
たりしたときも”Yes. No.”または”○○ , please.”といった表現を使い自分の意思を伝
えることができたか。

Ｂ ◎支援員のあとにリピートして，相手に伝えることができたか。
◎Ｔ２と一緒に，自分の食べたいフレイバーを注文することができたか。

Ｃ
◎教師と一緒に相談しながら好きなフレイバーを選択し，相手に伝えることができたか。
◎自分でフレイバーを選ぶことができる。外国語での言い方が分からないときに，自らＨ
ＲＴやＡＬＴに尋ねることができたか。

Ｄ

◎“I would like ○○ .”の表現を使ったり，好きなフレイバーを自分で選択したりして，
相手に自分の気持ちをしっかり伝えることができたか。
◎店員（Ｔ１）が”One scoop?”を”Two scoops?”と数を変えたり，フレイバーを間違っ
たりしたときも”Yes. No.”または”○○ , please.”といった表現を使い自分の意思を伝
えることができたか。

○○組　自立活動　学習指導案（略案）
 日　時　平成○○年○○月○○日（○曜日）
 　　　　第○時　○○：○○～○○：○○
 場　所　○○○○
 指導者　教諭　○○　○○
１　主題名　「元気な身体をつくろう」　　※身体の動き
２　主題設定の理由
　 　本学級は，男子３名である。生徒の中には，自分が一番になりたいという思いが強い生徒や順番を

待つことが苦手な生徒，筋力が弱く姿勢を保持することが苦手な生徒がいる。
　 　本時では，授業の始まりにリラックスできる活動を取り入れ，生徒が取り組みやすいような工夫を

行った。筋力が付くよう十分な運動量や正しい姿勢をとることができる動きを活動の中に取り入れ，
活動の中で随時，順番の順守や集団参加の手順の必要性が分かるように働き掛けていく。

３　生徒の実態
　 本時に関わる実態
Ａ 順番を守ることや指示された活動に取り組むことが難しい。運動することは得意である。
Ｂ 自分が不利になると途中で投げ出すことがある。リラックスできる運動は好きである。苦手

な運動は避けたがる傾向である。
Ｃ 一人遊びを好み，相手と視線が合わせることが難しい。運動は苦手であるが懸命に取り組も

うとする。
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４　指導計画（全14時間扱い）

５　本時の構成
　⑴　本時の目標

Ａ 順番を守り安全に活動することができる。

Ｂ 指示された運動手順に沿って最後まで活動することができる。

Ｃ 自分のペースで活動をやり通すことができる。活動の振り返りから自分で課題を見付けるこ
とができる。

　⑵　展開
□

□  

□
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６　本時の評価
氏名（記号） 評価

Ａ
○トランポリンの真ん中で跳ぶことができたか。
○仲間の動きに合わせて，安全に活動することができたか。
○自分の活動を振り返ることができたか。

Ｂ
○肩の力を抜き，力まず活動することができたか。
○運動の仕方を理解し，楽しく活動することができたか。
○意欲的に身体を動かし，最後まで活動することができたか。

Ｃ
○正しい運動経過で活動することができたか。
○挑戦したい技を決め，活動することができたか。
○自分の活動を振り返り，発表することができたか。

７　備考　〈学習の場〉
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○○学級　教科別の指導「国語」学習指導案
 日　　時　平成○○年○○月○○日（○）
 　　　　　第○校時　○○：○○～○○：○○
 場　　所　○○○○　
 授業者　　教　諭　○○　○○（Ｔ１）
 　　　　　教　諭　○○　○○（Ｔ２）　
１　題材名 「詩を遊ぼう」

２　題材設定の理由
　⑴　学級及び生徒の実態
　　 　本学級は，１年男子３名，２年男子１名，計４名が在籍する。コミュニケーションに課題がある生徒
が多く，国語においては，漢字の読み書きが得意な生徒やひらがなの読み書きを学習の基本としている
生徒，正しい発音が難しい生徒，教師からの問いかけに対して一方的な回答になる生徒など，学習にお
ける様々な実態がある。

　⑵　題材について
　　 　詩は，語数が少なく，生徒にとって取り掛かりやすい。言葉が洗練されていて，音読した時に，味わ
いがあり，楽しいものが多い。そのため生徒は，楽しみながら意欲的に音読に取り組むことができる。
繰り返し音読するうちに，暗唱できるようになり，それに伴って内容の理解も深まっていく場合も多い。

　⑶　指導・支援について
　　 　音読の時には、音読や声を出すことへの抵抗感を減らすために楽しい雰囲気を心掛けていきたい。他
の生徒の音読を聴くことで，正しい音読の聴き取りの他に，他者に気持ちを向けるなど，コミュニケー
ション能力の向上につなげたい。ゲーム的な要素を取り入れるなど，異なる角度から詩にふれられるよ
うにして，より詩の学習を深められるように工夫した。表現力や豊かなコミュニケーションにつながる
ことを期待している。

３　本時の学習計画
　⑴　共通の目標
　　①　詩に関心をもち，意欲的に音読をすることができる。
　　②　相手を意識して，声を相手に届けることができる。
　⑵　生徒の実態及び本時の目標
№ 学年 名前 　　　　　　　　本題材に関する実態
１ １年 Ａ ・指で追いながら，一音一音発語する。
２ １年 Ｂ ・読んでいるところを目で追うことができ，自分の読むところが分かる。
３ １年 Ｃ ・正確さには欠けるが，音読することができる。
４ ２年 Ｄ ・あわてなければ，しっかりと音読することができる。
　⑶　個別の指導内容及び目標
№ 学年 名前 指導内容 目標
１ １年 Ａ ・ 教師の言葉かけを受けながら進んで

活動する。
・声を出すことを楽しむことができる。
・自分から進んで活動することができる。

２ １年 Ｂ ・ 友達や教師にやりたいことを大きな
声で伝える。

・大きな声で音読をすることができる。
・自信をもって活動できる。

３ １年 Ｃ ・負けても勝てるよう活動を続ける。 ・丁寧に音読をすることができる。
・授業を通して懸命に取り組もうとする。

４ ２年 Ｄ ・友達と一緒に活動する。 ･相手に伝わるよう音読をすることができる。
･友達と協調して活動することができる。

　⑷　展開

  □  
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６　評価 
　⑴　共通目標に係る評価
　　①　詩に関心をもち，意欲的に音読をすることができたか。
　　②　相手を意識して，声を相手に届けることができたか。
　　③　楽しく遊ぶことができたか。
　⑵　個人目標に係る評価
　　　※　最後の感想発表で，自分の頑張ったところを発表する。
　　Ａ　ていねいに音読できたか。相手に声をしっかり届けることができたか。
　　Ｂ　大きな声で音読できたか。楽しみながら声を届けることができたか。
　　Ｃ　落ち着いて音読できたか。相手を感じて声を届けることができたか。
　　Ｄ　自信をもって音読できたか。相手を感じて声を届けることができたか。
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６　交流及び共同学習
　⑴　交流及び共同学習の目的
　　 　交流及び共同学習は，障害のある児童生徒と障害のない児童生徒とが，学校生活の中で共に
活動し，同じ社会の仲間として共生社会を形成する一員であるという意識を育てる上で，不可
欠な学習である。

　⑵　指導計画作成上の注意点
　　・ 　教育課程上の位置付け，評価計画，交流及び共同学習の形態や内容，回数，場所，協力体

制については管理職，特別支援学級担任，交流及び共同学習で児童生徒と接する通常学級担
任，専科など関係教師と十分に連携，検討する。また，必要に応じて校内委員会を開催し，
学校全体で情報共有を行う。

　　・ 　教育支援プランＡ・教育支援プランＢに基づいて交流及び共同学習の実施計画と評価につ
いて随時本人や保護者と共有する。本人や保護者の意思や願いに留意するとともに，継続性
のある指導計画を作成する。

　⑶　交流及び共同学習の手順例
　　ア　児童生徒の実態把握
　　　・ 　特別支援学級担任は特別支援教育コーディネーターとともに児童生徒一人一人の発達や

能力，特性についての実態把握を十分に行う。
　　　・ 　教育支援プランＡ・教育支援プランＢを作成し，本人，保護者の意思や思いについても

併せて把握する。該当学年の年間指導計画とも照らし合わせて児童生徒の実態を適切に把
握する。

　　イ　事前準備，指導
　　　・ 　年度当初に管理職，学年主任等と打ち合わせを行い，

児童生徒一人一人の特性に配慮し，交流及び共同学習を
行う学級を決定する。机や椅子などを教室に用意し，児
童生徒が活動場所及び共に活動する集団に所属意識をも
つことができるようにする。

　　　・ 　障害のある児童生徒には，活動の内容や場所，全体の
見通しなどについて発達段階に応じて図や文字にして事
前に知らせる。困ったときの支援や協力の求め方・断り
方，自分の意思の表現の仕方について指導をする。

　　　・ 　障害のない児童生徒には，障害についての正しい知識，
具体例を挙げて障害のある児童生徒への適切な関わり方
についての理解を促す。

　　　・ 　指導支援に関わる全て教職員に，障害のある児童生徒
への指導支援のポイントについて共通理解を図るための
資料を作成，共有する機会を設ける。
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　　ウ　実施時の配慮事項
　　　・　児童生徒の安全確保を最優先とする。
　　　・ 　本人及び交流学級の児童生徒に事前の指

導が大切である。
　　　・ 　児童生徒が主体的に取り組めるよう，実

態に応じて目標，内容を設定する。自己肯
定感が高まるよう，スモールステップでの
指導に留意する。

　　　・ 　特別支援学級に在籍する児童生徒，交流
学級に在籍する児童生徒の双方が年間を通
じて継続できるよう留意し，活動内容につ
いてしっかりと検討し，必要な調整を行う
必要がある。

　　エ　事後指導，評価
　　　・ 　児童生徒の実態に応じて作文や絵，確かめテストの実施など，児童生徒自身が振り返る

ことのできる事後指導を行う。
　　　・ 　交流学級担任と事前に指導範囲や評価基

準を確認しておき，活動後には必ず振り返
りを行う。通知表や評価カード等書式を工
夫して作成し，児童生徒にも評価をフィー
ドバックする。

　　　・ 　学年通信，学級通信などを活用し，相互
に交流及び共同学習に対する関心・理解を
深める。

　　　・ 　連絡帳，教育支援プランＡ，教育支援プ
ランＢを作成し，活用することで児童生徒
本人，保護者とも振り返りを行う。

　⑷　障害の特性の応じた実践・配慮例
　　ア　固執が強く，多動傾向のある児童（小学校）
　　　・ 　物事への固執が強く，活動の切り替えが難しい。活動に見通しがもてないと不安になり，

落ち着かないことがある。
　　　・ 　交流場面では，学級の決まりを交流学級担任と確

認し，計画する。
　　　・ 　運動会の練習等で勝敗にこだわり，気持ちが落ち

着かなくなることがある。その際には，写真や絵な
どを提示し，事前に本人に望ましい行動を促すよう
な働き掛けをする。

　　イ　読む，書くことに困難さのある児童（小学校）
　　　・ 　本人の得意な活動や障害により苦手な活動を十分

に指導する。
　　　・ 　苦手な読む活動時にはルビありのテスト用紙の使

用や読み上げ支援，書く活動時にはワークシートや
マスの大きさの工夫，書く量の緩和などの支援を交
流学級担任と連携しながら行う。

　　　・ 　保護者，本人共に学習内容を振り返ること
ができるよう，交流学級担任から通知表形式
で評価を伝える。

　　　・ 　集団での学習中に自ら必要な支援や配慮を
求めることができるように，困ったときには
「手伝ってください」と伝えることを特別支
援学級で指導する。
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　　ウ　自閉傾向があり，コミュニケーションに困難さのある生徒（中学校）
　　　・ 　通常の学級の授業や行事等に参加した際は，周囲の生徒とコミュニケーションを取るこ

とが難しく，孤立してしまう。
　　　・ 　得意な実技教科を中心に交流及び共同学習を計画する。
　　　・ 　周囲の生徒に特性の正しい理解を促し，「自分の居場所が得られた」と本人が感じられ

るよう，特別支援学級担任，交流学級担任と自己紹介カードを作成し，「得意なこと，苦
手なこと」を伝える。

　　　・ 　交流及び共同学習の様子を評価し，学級全体で共有するなど生徒の自信を取り戻す。よ
り一層，充実した交流が行えるよう多面的な支援を学校全体で計画する。

　　　・ 　担任が本人との望ましい関わりを積極的に示し，交流学級の生徒が手本となるよう発信
することが大切である。

　⑸　日常的な交流
　　 　日常的で自然な交流を積み重ねていくことで，休み時間や学校行事などで互いに声を掛け

合ったり，遊んだりする姿が見られることが望ましい。そうした自然な交流を生むために，特
別支援学級に在籍する児童生徒について，理解を広める取組を特別支援教育コーディネーター
らと連携して行う必要がある。

　　 　また，「交流学習」というと，特別支援学級の児童生徒は支援が必要だというイメージをも
つ傾向もある。通常の学級の児童生徒が，特別支援学級の児童生徒から学ぶ活動も重要である。
互いのよさを学び合い，認め合う姿勢を育てる交流及び共同学習を考える必要がある。

　　 　意図的な場面設定をした交流を基本に継続的に取り組んでいく中で，互いの学級の児童生徒
が成長し，休み時間や学校行事などで声を掛け合ったり，大人を介さず遊んだりするなど，自
然な交流が行われることが望ましい。

７　保護者との連携
　⑴　保護者への理解・啓発
　　ア　保護者の気持ちや願いを聞き，担任がしっかりと受け止める
　　　ア　保護者の心境は多くの困難の中で様々な経緯をたどって現在に至っている。
　　　イ　自分の児童生徒の障害や発達の状態をどう受け止めているかを把握する。
　　　ウ　児童生徒の状態や特性，保護者の願いをふまえ，教育支援プランＡ・Ｂを作成する。
　　　　・　作成の際には，合理的配慮について話し合い，保護者との合意形成を図る。
　　イ　保護者に担任の指導についての考えを伝え，お互いの信頼関係を築く
　　　ア　授業公開
　　　　・　年間にわたり，様々な授業を公開するよう，計画的に実施する。
　　　　・　児童生徒の学習課題や学習内容は分かりやすくする。
　　　　・　児童生徒の学習の姿や変容が分かる授業にしていく。
　　　　・　時には保護者も一緒に参加できる工夫を行う。
　　　イ　懇談会
　　　　・　学級経営方針，諸行事や交流学習の計画，日頃の学校生活の様子を伝える。
　　　　・　担任からの一方的な話にならないよう心掛ける。
　　　　・　児童生徒の作品や写真を教室に掲示しておく。
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　　　ウ　連絡帳
　　　　・　学校の様子や家庭生活の様子，小さな変容やよさ等を連絡し合うことを目的にする。
　　　　・　学校から…指導内容の概要，児童生徒の様子，健康面，連絡，依頼等を伝える。
　　　　・　家庭から…健康状態，下校後の様子，持ち物，質問事項，連絡等を伝える。
　　　エ　学級・学年・学校だより
　　　　・　定期的に発行したり，状況に応じて発行したりする。
　　　　・ 　行事予定や学習内容，学校見学・講演会等の情報，児童生徒の様子等を具体的に記載

する。
　　　　・ 　専門用語は減らし，読みやすいものにする。個人情報（氏名や写真）の扱いにも配慮

する。
　　　オ　学校，学級行事
　　　　・ 　運動会，発表会等の行事を通して，普段見られない児童生徒の姿を発見することがで

きるようにする。
　　　カ　通知票
　　　　・ 　学習内容や活動の様子，課題を具体的に記載し，エピソードの羅列にならないように

作成する。
　　　　・　教育支援プランＢと関連付け，児童生徒の変容や次学期の目標の提案を記載する。
　　ウ　児童生徒の将来像を見据え，一緒に育てる姿勢で取り組む
　　　ア　家庭訪問・個人面談
　　　　・ 　身に付けさせたい力や，自立に向けて必要な力とは等，児童生徒の特性や状態をふま

えて話し合う。
　　　　・ 　同じ歩調で取り組めるよう，児童生徒の障害の状態やこれまでの育ちに応じ，必要な

支援を考えたり，具体的な役割分担をしたりする。
　　　イ　研修会
　　　　・　卒業後の進路や自立に向けて等の講演会や話し合いの場を設ける。
　　　　・ 　保護者が抱えている悩みや不安等を話し合ったり，互いに学び合い，励まし合ったり

できる関係を築いていく。
　⑵　保護者との連携・協力
　　ア　保護者との信頼関係を築くために
　　　ア　保護者との信頼関係を築き，保護者からの情報を収集する
　　　　・　保護者の負担は非常に大きいことを理解し，気持ちを受け止める。
　　　　・　児童生徒の様子は，事実を肯定的な表現で伝え，互いによい対応を探る。
　　　　・　どのような目的で情報が必要かを明確にし，情報の取り扱いには細心の注意を払う。
　　　イ　家庭での教育力を見極め，高めていくよう支援する
　　　　・　家庭での対応について具体的な目標を絞り，保護者と一緒に評価する。
　　　　・　発達障害等の知識や関心が高い保護者も多いため，より一層の研修や研鑽が必要である。
　　　　・　保護者自身が困難を抱えている場合は，保護者の精神的安定が重要である。
　　　　　　学校側の意思が伝わりにくいため，易しい文章でのやりとりが必要である。
　　　　・　養育環境に問題がある場合は，生活面の整備が必要である。
　　　　　　十分な食事，睡眠，精神的安定の場の確保が必要である。
　　　ウ　保護者に対して専門機関への受診を焦らない
　　　　・　スモールステップを踏みながら，学校でできる支援，家庭でできる支援を行う。
　　　　・　教師自身が専門機関の相談や助言を受けながら，保護者と連携していく。
　　イ　専門機関を紹介する際の配慮事項
　　　・　学校において十分対応した上で，専門家への支援を依頼する提案を行う。
　　　・　信頼できる相談機関や医療機関を紹介する。
　　　　　その際，当事者が学校から見放されたという思いをもたないよう配慮する。
　　　・　学校から「診断名」のようなことは口にしない。
　　　・　学校から見える「具体的な行動や気になる状態」を保護者に正確に伝える。
　　　・　児童生徒や保護者が必要性を感じないときは，時間をかけて対応する。
　　　・　専門機関を紹介した後も，保護者，専門機関と継続して連携していく。
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８　教室環境　　　　　
　場の構造化・刺激への配慮　　（人的刺激）・意図的な座席・学び合える座席・学習スタイル別の机配置
　
　・　座席の配慮を行い，場合によっては児童生徒の実態を把握しながら臨機応変に対応する。
　・ 　集団学習，個別学習，グループ活動の場を活用し，児童生徒が集中して意欲的に学習できるように
する。
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第３章　肢体不自由特別支援学級
第１節　教育課程の編成
１　肢体不自由教育の基本的事項
　 　肢体不自由とは，身体の動きに関する器官が，病気やケガ等で損なわれ，日常生活動作が困難
な状態である。
　 　肢体不自由特別支援学級においては，小学校・中学校学習指導要領に準じた教育課程を編成す
るが，障害の特性から「基礎的環境整備」が重要となる。施設・設備の配慮に加え，教育内容や
指導方法を考慮し，より多くの学習機会や体験を確保し，児童生徒の資質・能力を育むことが望
まれる。
　 　また，学力の向上を図るとともに心理面や健康面の課題，社会参加に向けた課題の克服も大切
な指導内容とされることから，自立活動の充実が必要である。

２　肢体不自由のある児童生徒の特性と指導の基本
　 　肢体不自由のある児童生徒は，上肢・下肢または体幹の運動動作の障害により日常生活動作や，
行動上に困難がある。そのため補装具等を使用している場合が多い。また知的，視覚，聴覚や言
語等の障害の重複を伴う場合や進行性の場合もある。学習に関しては運動動作に制限があるため
間接的な学習経験になりがちである。これらを補うために実態把握を的確に行い，ＩＣＴの活用
など，指導内容，指導方法に配慮し，体験的な活動を通して，生活経験の拡大を意図的・系統的
に図ることが必要である。

３　教育課程編成の基本的な考え方
　 　肢体不自由特別支援学級の教育課程は通常の小学校・中学校の教育課程に準ずる。児童生徒自
身が障害を受容し，改善のための障害を補う適切な工夫や，他者に援助を求めるためのコミュニ
ケーションを図ることができる等補助的な手段を使いこなすことができるようにするために自立
活動を位置付ける。知的障害がない児童生徒の場合は，小学校・中学校の当該学年に準ずる教育
課程を基本として，「自立活動」を加えることになる。授業の総時間数は決まっているため，「自
立活動」の時間を設定した分だけ，必然的に他の教科等の時間数を減らすことに留意する。
　 　なお，肢体不自由に知的障害を併せ有する児童生徒の在籍する学級において，各教科を知的障
害特別支援学校の各教科に替えて教育課程を編成する場合は，「Ⅳ　第１章　知的障害特別支援
学級」を参考とする。

４　教育課程編成に係る配慮事項
　・ 　交流及び共同学習の実施に当たっては，交流学級と連携し，学級のみならず学年，学校全体
で支援体制の共通理解を図る。

　・ 　児童生徒一人一人の障害の状況や身辺自立の実態に基づき個別の教育支援計画（以下，教育
支援プランＡ）及び個別の指導計画（以下，教育支援プランＢ）を作成する。

　・ 　肢体不自由のある児童生徒は障害が重複していたり，補装具を使用していたりすることが多
く，定期的に医療機関にかかわる児童生徒も多い。特に理学療法（ＰＴ）・作業療法（ＯＴ）・
言語療法（ＳＴ）に関しては，情報収集をし，教育支援プランＢに活かしていく。

　・ 　肢体不自由特別支援学級の指導においては，身体機能等，表面上の課題に注目しすぎて，他
の側面の可能性を見失ってしまうことがないよう細心の注意を払うことが大切である。

５ 　各教科，特別の教科　道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動の取
扱い
　 　各教科，特別の教科　道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動については，小学校
及び中学校の教育課程に準じた取扱いとなる。
　 　自立活動は，個々の児童生徒が自立を目指し障害による学習上または生活上の困難を主体的に
改善・克服しようとする取り組みを促す教育活動であり，個々の児童生徒の状態や発達段階に即
して指導を行う。

第２節　指導計画の作成
１　児童生徒の実態把握
　 　肢体不自由のある児童生徒は，上肢，下肢または体幹の動作の障害のため，起立，歩行，階段
昇降，いすへ座る，衣服の脱着，排泄など日常生活や学習上の動作の全部または一部に困難があ
る。また，その実態は一人一人異なることから，個々の実態を的確に把握し，それに応じてきめ
細かな指導を行う必要がある。
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　【実態把握の内容例】
　　・　病気等の状態
　　・　生育歴や進路について
　　・　使用している装具や車いすについて
　　・　睡眠，覚醒，食事，排泄等生活のリズムや健康の状態
　　・　姿勢（学習や遊び，食事などで安定する姿勢）
　　・　基本的な生活習慣
　　・　学習上の配慮事項や学力
　　・　コミュニケーションの状態（言語理解，コミュニケーション手段等）
　　・　身体機能（手の操作性，手指の巧緻性等），視知覚機能の発達
　　・　対人関係や社会性の発達
　　・　家庭や地域の環境
　　・　情緒の安定や社会性の発達

２　個別の教育支援計画（教育支援プランＡ）及び個別の指導計画（教育支援プランＢ）の作成
　 　教育支援プランＡ及び教育支援プランＢは，教育課程や年間指導計画との関連を図りながら，
児童生徒の実態に基づき作成されるものである。また，必要に応じて医師，理学療法士，作業療
法士などの指導・助言を求める必要もある。
　 　作成に関しては，「Ⅱ　特別支援教育教育課程編成要領改訂の趣旨と方針　第２章　第２節　
教育支援プランＡと教育支援プランＢ」を参照。

３　指導目標の設定
　 　指導目標の設定に当たっては，適切な実態把握をすることが大切である。その際，保護者や関
連機関，地域からの情報も大切になる。
　　・　個々のニーズに応じた指導目標
　　・　目標の具体性と細分化
　　・　目標達成期間の明確化
　　・　達成感や充実感につながる評価指標が設定される目標

４　指導内容の選択と設定，組織化
　 　特別支援学校学習指導要領で示されている自立活動の内容は，一人一人の児童生徒の障害の状
態や発達の程度等に応じて選定されるものである。このように自立活動の内容は，一人一人の児
童生徒に，その全てを指導すべきものとして示されているものではないことに十分留意する必要
がある。
　 　また，学習指導要領が示す自立活動の内容は，一人一人の児童生徒に設定される具体的な指導
内容の要素となるものである。したがって，具体的な指導内容を設定する際には，一人一人の児
童生徒の障害の状態や発達の程度等の的確な把握に基づき，自立を目指して設定される指導の目
標を達成するために，学習指導要領に示されている内容の中から必要な項目を選定し，それらを
相互に関連付けることが重要である。
　 　なお，指導内容の選択については，次のことを原則として押さえておく必要がある。
　　①　法令や学習指導要領の示すところに従うこと。
　　②　障害の状態及び発達段階や特性を考慮すること。
　　③　地域や学校の実態を考慮すること。
　 　指導内容の組織化を図る上での留意事項については，どの指導内容をどの形態で指導すること
が最も有効であるかを十分に考えた上で，児童生徒の実態に応じて，適切に設定すること。

５　指導の形態等の決定
　 　指導の形態として，教科別の指導，各教科等を合わせた指導がある。各教科を知的障害特別支
援学校の各教科に替えて教育課程を編成する際には，各教科，特別の教科　道徳，外国語活動，
総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動の一部又は全部を合わせて指導することができる。
その際には，児童生徒の障害の状態や発達の程度等を考慮した上で指導の形態を決定する。
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６　年間指導計画の作成
　 　年間指導計画は，一年間を見通して，目標，内容，指導の順序，方法，使用教材・教具，時間
配当等を考慮して定める。この年間指導計画に基づいて，学期，月，週，一日のより細かい計画
を作成し，単元，題材，主題ごとに指導内容を定め，実際の指導を行う。交流授業については，
交流学級とも連携し，計画を立てる。また，年間指導計画を作成する際は，児童生徒の「教育支
援プランＢ」の内容や教育的ニーズを考慮し，目標や手だてについて共通理解を図りながら作成
し，時には指導の途中で適宜修正や変更しながら活用していく。

７　授業時数と１単位時間の取扱い
　 　授業時数は，小学校又は中学校の各学年における年間総授業時数に準じる。この場合，各教科
等の目標及び内容を考慮し，それぞれの年間指導時数を児童生徒の実態に応じて適切に定めてい
く。
　 　１単位時間の弾力的運用については，児童生徒の実態や保護者の考え等を考慮しながら指導計
画にあらかじめ位置付け，計画的に行わなければならない。

８　日課表の作成
　 　日課表の作成に当たっては，設置校の日課表を基に，児童生徒の発達の段階や障害の状態・特
性等を鑑みて作成することが重要である。また，作成された日課表を，児童生徒はもとより，関
わる教師にも分かりやすく提示し，周知する必要がある。
　　作成の際には，以下の点に配慮する。
　　・　児童生徒が見通しをもちやすいこと。
　　・　個に応じた障害の状況に配慮して編成すること。
　　・　交流及び共同学習においては，指導内容，方法について通常の学級と連携する。
　　・　自立活動については，児童生徒の実態に応じて，適切に日課の中に位置付ける。

９　交流及び共同学習
　 　児童生徒の実態に応じ，交流学級を設けて通常の学級での学習を行う。実施に当たっては，該
当学級や教科の担任と連携し，参加形態や学習環境，移動の手段，評価の方法等について十分に
確認をとり，計画する。
　 　また，必要に応じて，特別支援学校支援籍も活用し，児童生徒の障害の状況に応じた指導を行
うことができるように配慮する。

10　学習形態の組織化 
　 　児童生徒の実態に応じ，肢体不自由特別支援学級，他の障害種の特別支援学級との合同での学
習，通常の学級での交流及び共同学習など，各教科等での学習効果を検討し，学習形態を適切に
設定する。

11　学習指導案の形式と記入上の留意事項
　 　学習指導案の形式については，巻末資料を参照する。記入に当たっては，肢体不自由から起こ
り得る困難な状況を事前に予測した上で，一人一人の児童生徒の学習上，生活上の困難に配慮し
ねらいが達成できるように計画を行う。肢体不自由特別支援学級に在籍する児童生徒の特徴とし
ては，教科学習が可能であり，文字を書くことや移動すること等の運動・動作が可能であっても，
その速度や正確さ，または，持続性の点で，同年齢の児童生徒と比べて実用性が低く，学習活動
や移動等に多少の困難が見られる場合や，自分の気持ちや考えを表出することも困難なことが考
えられる。そのため，学習環境を整える事や，学習する量の調整等を，児童生徒の実態に合わせ
て計画する必要がある。特に，教科担任制で，交流及び共同学習として交流学級で教科の学習を
受ける場合，事前に教科担当と綿密に打合せをしておく必要がある。配慮事項や合理的配慮の内
容等を円滑に伝えるためには，個人情報に配慮しながら，教育支援プランＡ・Ｂを活用するとス
ムーズな連携がしやすい。
　 　教科学習においては，【①見る・②聞く・③書く・④話す】活動において，四つの能力の実態
把握を適切に行う。困難が生じる項目を，座席の位置等の環境によって補うことができるか，教
材教具の工夫で補うことができるのか，活動量の調整で補うことができるか等を検討する。なお，
ＩＣＴ機器等の自助具を活用する場合，本人だけでなく，周りの児童生徒・保護者・教師につい
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ても理解を得ておくことが望ましい。
　 　技能教科においては，作業や運動等を伴う活動が多いため，活動内容の精選や，教材・教具を
事前に検討しておく。教材・教具を工夫して参加することや，部分参加等，児童生徒の実態に応
じたオーダーメイドの対応が必要となる。肢体不自由のある児童生徒の場合，特に姿勢について
は配慮が必要である。車いすで活動を行っている場合や，姿勢の保持や調整が難しい児童生徒の
場合は，よい姿勢を保つことや，同じ場所に長時間重心がかかったままにならないよう，言葉か
けをすることや時間を決めて姿勢変換する等，配慮する。

12　指導記録と学習評価
　 　適切な計画を行うために，発達段階を把握し，【できること・できつつあること・これからで
きそうなこと・できなくなってくること・できないこと】等を明らかにする。特に，進行性の病
気の場合は，現在のステージと今後の見通しを含めて考えることが必要である。また，障害特性
上起こりうる困難も細分化して把握すると指導に役立つ。【本人の視点からの困難・周囲の視点
からの困難】【改善する必要がある困難】【機器等を活用として補う必要がある困難】を見極めて
計画を立てる。【障害特性上，本人に求めることが理不尽な困難】もあるので，合理的配慮の視
点も取り入れ，学習活動の内容や量等が適切なものになるよう配慮する。
　 　指導目標の設定に当たっては，①児童生徒の将来を見通して今何が必要か。②今，指導するこ
とが適切か。③指導をしている間に目標が達成できる可能性があるか。という三つの視点が大切
である。
　 　指導内容・方法等の選定に当たっては，①無理のない条件設定を行う。②抵抗感が少なく，二
次的障害への配慮を行い，達成感や自己肯定感を味わうことのできる内容にする。
　 　留意事項としては，肢体不自由のある児童生徒にとっては困難や苦痛を伴うことや，活動その
ものに対する経験がない場合もあるので，常に児童生徒の立場で考え，想像した上で計画を立て
る。
　 　記録については，本人の変容等を複数の目で客観的・総合的に評価することが必要である。ま
た，指導者だけでなく，本人の視点も大事になる。面談や日常会話等を記録することや，記述す
ることで記録を残し，評価に活かし，本人にフィードバックする。適宜見直しを行い，計画を修
正することもあり得る。計画から評価にあたり，保護者にも意義について説明し，理解・協力を
得ることが必要である。
　 　評価については，指導者あるいは担任等が行うのか，複数で評価するのかについて，予め決め
ておく。

第３節　教育課程編成及び指導計画作成のための資料
　※ 知的障害のない児童・生徒の例を記す。知的障害を併せ有する場合は，知的障害特別支援学級の編
成要領も参照することとする。

１　小学校における教育課程編成と全体計画例
　⑴　年間指導計画例
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　⑵　指導における配慮事項
　　 　肢体不自由のある児童生徒がよりよく学習を行っていくための支援は欠かせない。人的支援
を活用することや，物的支援を活用することなど，環境を整えることが必要である。指導に当
たっては，以下の点について配慮できるとよい。また，教育支援プランＡの合理的配慮に反映
できるとよい。

　　①　場の工夫
　　　 　姿勢変換を自分で行えない場合もあるため，教室環境を整えることが必要である。教室内

にマットを敷くなどして，リラックスできる場所を確保したり，板書や掲示を見やすい位置
にしたり，教師の目線などの立ち位置に注意したりすることも大切になる。

　　②　姿勢の工夫
　　　 　姿勢保持については，いすの工夫や，活動の途中に休憩を設けたり，体を緩めたりする時

間を取る，装具を外す時間を設けることなども必要になる。
　　③　道具の工夫
　　　 　麻痺や筋力低下等の理由から，筆記に支援が必要になる場合等も含め，ＩＣＴ機器などの

補助具を活用して困難さを軽減することが望ましい。

２　中学校における教育課程編成と全体計画例
　 　肢体不自由においては，障害
特性上，保健体育の時間を自立
活動に充てることを考えやすい
が，生徒の実態とニーズに合わ
せて編成を行う。
　 　例：保健体育 週３時間中，
２時間は自立活動，１時間は交
流学級の授業に参加等。運用前
に，本人，保護者，教科担当等
と調整を行い，学校全体で共通
理解を得る。評価の仕方や教材
等の購入についても事前に調整
する。特に肢体不自由のある生
徒においては，自助具等を使用
することが多い為，使用する自
助具についても，教師及び同じ
授業を受ける生徒にも理解を得ておくことが望ましい。

３　日課表の例
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３　自立活動の指導計画
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第６学年　自立活動　学習指導案

 日　時　平成○○年○○月○○日（○曜日）
 　　　　第○時　○○：○○～○○：○○
 場　所　○○○○
 指導者　教諭　○○○○
１　主題名　「安定した歩行をしよう」
２　主題設定の理由
　⑴　個別の児童の実態　
　　 　本児は，脳性麻痺により両下肢及び右手に麻痺がある。自立歩行できるが，身体全体に緊張が入りや
すく不安定である。座位姿勢においても，足や腰，肩などに力が入ってしまう。ストレスがかかる場面
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では，集中が途切れやすく，はっきりと受け答えしたり活動したりすることに難しい面がある。
　 ⑵　主題観，指導観
　　・　主題観
　　　 　主題の設定については，児童の実態から足や腰，肩の緊張を緩め安定した座位姿勢をとることにつ

なげる。さらに，足裏を着く感覚を感じ，意識することで歩行へとつなげたい。
　　・　指導観　　　　
　　　 　指導に当たっては，「あぐら座位，膝立ち，立位，線上歩行」と毎回同じ流れで活動する。繰り返し

の学習に取り組むことにより，自分の身体の理解を深め，麻痺がある部位を意識し自分で動かしたり
支えたりしようとすると共に，活動を受け入れ主体的に活動できるようにしたい。

　　　
３　指導計画

授業目標 授業時数
１ 心身のリラクゼーションができ，安定した座位姿勢をとることができる。 20
２ 足裏の感覚を意識し，安定した自立歩行ができる。 30（本時 1/30）

４　本時の構成
　⑴　本時の目標
　　・　踏みしめる感覚を意識し，安定した立位姿勢をとることができる。
　　・　心身をリラックスさせ，主体的に活動できる。　
　⑵　展開

５　本時の評価
　・　踏みしめる感覚を意識し，立位姿勢がとることができたか。
　・　心身をリラックスさせ，主体的に活動できたか。
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４　教科の指導計画
　⑴　小学校５年生　社会科

○○組　社会科　学習指導案
１　単元名　「水産業のさかんな枕崎市」
 日　時　平成○○年○○月○○日（○曜日）
 　　　　第○時　○○：○○ ～ ○○：○○
 場　所　教室
 指導者　教諭　○○○○
２　単元設定の理由
　 　本学級は肢体不自由特別支援学級で，５年生の男子児童が３名在籍している。学習面では，３名と
もに学年相応の力を有しており，学力差は感じないものの，身体面ではそれぞれ実態に違いがある。
特に，筋ジストロフィーと診断されている児童２名については，筋力の低下が見られ，板書内容等の
ノートへの記録に時間を要することや，その他，作業や移動において困難な状況が多々見られる。ま
た，もう１名の児童は，脊髄小脳変性症と診断されており，現在のところ学習上では特に問題は見ら
れないものの，体調不良等が多かったり集中力が持続しなかったりすることが時折見られる。
　 　本単元の学習は，「我が国の産業の様子」や「産業と国民生活との関連」について理解できるよう
にするとともに，我が国の産業の発展についても関心をもたせていくものである。また，「我が国の
産業の様子」については，食料生産の様子を「庄内平野の米づくり」を例にして学習し，さらに本時
で学習する「枕崎市の水産業」へとつなげていく。
　 　本時で学習する「水産業」に関しては，埼玉県の自然条件から考えても児童にはあまりなじみのな
い産業である。また，児童の日常生活の実態からも，スーパーマーケットや生魚店へ足を運ぶことは
少なく，知識面に加えて関心の低さもうかがえる。しかし，資料の提示の仕方を写真や映像などを
使って視覚的に工夫したり，地図や統計資料を使って客観的な視点で考えさせたりすることで，体験
や経験不足を補いながら，知識・技能の向上を図り，思考力や判断力を育成できるものと考える。

３　指導計画　７時間　
水産業のさかんな枕崎市（７時間扱い） 授業時数

１ 日本人の食生活と水産物の関係について調べ，漁の仕方を考える。 ２
２ 港にたくさんの魚が水揚げされるわけを調べる。 １
３ 水産業に携わる人々の工夫や努力を調べる。  １（本時）
４ 水産資源の確保と安定した資源の確保に取り組む工夫を調べる。 ２
５ 港でとれた魚が消費者のもとに運ばれるまでを調べて考える。 １

４　本時の構成
　⑴　本時の目標
　　 　「漁業別の生産量の変化」のグラフの読み取りをもとにして，枕崎漁協の人々が生産量を増やす
ためにどんな工夫をしているのか考えることができる。　　　　　　　

　⑵　展開
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５　本時の評価
　⑴ 　共通評価　「漁業別の生産量の変化」のグラフの読み取りをもとにして，枕崎漁協の人々が生産
量を増やすためにどんな工夫をしているのか考えることができたか。　

　⑵　小学校６年生　家庭科

○○学級　家庭科学習指導案

 日　時　平成○○年○○月○○日（○曜日）
 　　　　第○時　○○：○○～○○：○○
 場　所　家庭科室
 指導者　○○　○○（T1）○○　○○（T2）
１　題材名　「朝食を考えよう」
２　題材設定の理由
　⑴　児童生徒の実態
　　 　本学級は，第６学年の男子児童１名，女子児童２名の計３名の児童が在籍している肢体不自由特
別支援学級である。いずれの児童も移動には車いすを使用している。食事や車いすへの乗降，排泄
時など一部支援が必要なところはあるものの，日常の学校生活の中では，特に問題なく過ごしてい
る。どの児童も日常的な会話ができ，友達同士仲良く会話を楽しむ姿をよく目にすることができる。

　　 　また，支援を必要とする場面では，担任教師に対して，適切な言葉を用いて支援を依頼すること
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ができるなど，コミュニケーション面では特に問題なく過ごしている。しかし，車いすの乗降や排
泄時など，日常生活の中で決まっている活動については，自ら声をかけて支援を求めることはでき
ても，突然の事態に対処することができず，周りからの言葉かけを待っていることが多く見られる
のが現状である。また，普段あまり関わることのない教師や友達に対しては慣れないせいもあり，
萎縮して声をかけることをためらっている様子がうかがえる。このことは，日常生活全般において，
行動範囲や活動を制限し，生活経験を少なくしてしまう要因の一つと考える。

　⑵　題材観
　　 　本題材は，小学校学習指導要領家庭科の目標（１）及び内容Ｂ衣食住の生活・食生活（２）「調
理の基礎」に示されている事項に準じて行う。ここでは，「調理の基礎」ア「身に付ける知識及び
技能」についてア調理に必要な材料の分量や手順が分かり，調理計画について理解すること。イ調
理に必要な用具や食器の安全で衛生的な取扱い及び加熱用調理器具の安全な取扱いについて理解し，
適切に使用できること。ウ材料に応じた洗い方，調理に適した切り方，味の付け方，盛り付け，配
膳及び後片付けを理解し，適切にできること。エ材料に適したゆで方，いため方を理解し，適切に
できること。オ伝統的な日常食である米飯及びみそ汁の調理の仕方を理解し，適切にできること。
の五つの事柄で示している。また，イ「おいしく食べるために調理計画を考え，調理の仕方を工夫
すること。」とある。

　　 　本特別支援学級では，上記のことを踏まえた上で，児童が日常生活の中で生じる困難な状況を乗
り越えるために必要な知識，技能を身に付けていくこともねらいとしている。そこでまず，調理実
習という一つの学習活動を通して，障害から生じてくる困難な状況を自ら想定すること。そして，
それを克服するための対策として，「自分でできることは何か」「どうすればできるのか」「応援を
たのまなければできないことは何か」等を考えさせていくことが重要である。さらに，そのことを
通して，日常生活の中にある様々な問題を自らの力で克服していくことへとつながる題材である。

　⑶　指導観
　　 　学習形態は基本的には一斉指導の形で行うが，個々の児童の障害等による身体的な動きの制限や
体調面を考慮しながら，児童と相談の上，随時必要に応じてそれぞれに適切な支援を心掛けていく。
また，自立活動の観点も踏まえた指導計画を立てる。具体的には，「朝食の献立作り」では，栄養
のバランスについて，分類表を見ながら一斉指導の中で全員に考えさせ，基礎的な知識の獲得を行
わせる。「おかず作り」では，実際に自分で作ることを想定して，準備から調理，片付けまでの計
画を個々の児童に立てさせる。その際には，自分自身でできること，周囲の人に手伝ってもらうこ
と，道具や材料を変えればできることなど，自分の身体の動きと場所や道具等から個別に計画を考
えさせていくようにする。

　　 　本時の学習指導では，「野菜の油炒め」の調理実習を行う。実習に向けて計画した表に基づいて，
野菜を切ったり，炒めたり，また，盛り付けたりする過程を通して，自分の計画がどの程度行うこ
とができたかを検証させ，さらに工夫改善を図ることで，上記にある小学校学習指導要領「家庭科
の目標」を達成させていきたい。また，計画通りにいかなかったところはどこなのか等を考えさせ
ることが，自分自身の障害に向き合うことにつながり，さらに，これまで「できない」と思ってい
たことから「どうすればできるのか」や「工夫すればできる」という自分自身への期待や自信につ
なげていきたい。

　
３　児童の実態

氏 名 生活全般の実態 題材に関する実態

Ａ児
男子

・筋ジストロフィー症（デュシェンヌ型）
・電動車いすを使用している。
・手首や指の可動域が狭いことや握力が弱いた
め，物を持つことや動かすことに支援が必要
である。

・偏食，アレルギーはない。
・調理の経験はほとんどないが，家庭で
はテーブル上の食器等の準備や片付け
を行っている。

Ｂ児
女子

・脳性麻痺による両下肢及び左手麻痺
・車いすを使用している。
・斜視があり，左上方に焦点がある。
・意思が強く何事も最後まで自分でやり抜こう
と努力する。

・甲殻類のアレルギーがある。
・小麦粉を練ったり，飾り付けをしたり
するなど，お菓子作りの手伝いは行っ
たことがある。

Ｃ児
女子

・両下肢麻痺
・車いすを使用している。
・上肢に障害はなく，両手を器用に使うことが
できる。興味・関心が高く行動的である。

・野菜に好き嫌いがある。
・家庭では，夕食作りの手伝いを毎日
行っているが，茹でたり，炒めたりし
たことはない。C
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４　題材構成
　⑴　共通目標
　　・　朝食に合うおかずを考え，準備や調理方法，片付けまでの計画を立てることができる。
　　・　炒める調理が分かり，簡単なおかずを作ることができる。

　⑵　個人目標

５　指導計画（全８時間扱い　本時６・７/８）

６　本時の構成
　⑴　本時の目標

　⑵　展開　
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７　本時の評価
　⑴　本時の評価

共通評価 ○実習計画に沿って，安全に気を付けながら工夫して調理できたか。

Ａ ○自分の身体の動きに合った道具を見付けて，野菜を切ったり，炒めたりすることができ
たか。

Ｂ ○自分の身体の特徴と道具の特性を考えて，使い方を工 夫しながら野菜を切ったり，炒め
たりすることができたか。

Ｃ ○自分の力でできること，できないことを考えながら調理を行い，適時周りの人に応援を
頼むことができたか。

８　教材配置図

５　支援籍学習，交流及び共同学習
　⑴　特別支援学校での支援籍学習
　　 　障害に基づく困難を改善するため，肢体不自由特別支援学校において，身体へのアプローチ
の方法など，専門的な学習（自立活動等）を行うことができる。実施に当たっては，本人や保
護者の意向を十分に確認する必要がある。保護者や受け入れる特別支援学校と目的，内容，実
施日等についての打合せを行い，保護者と連携し，肢体不自由特別支援学校に出向いて学習す
る。また，支援籍学習のみではなく，在籍校での学習や生活等について，特別支援学校のコー
ディネーターを在籍校に招き，相談することもできる。

　⑵　通常の学級との交流及び共同学習
　　 　教科学習や行事等の参加を目的として行う。交流学級を設け，実態に応じて学習を行ってい
くことが望ましい。実施に当たっては，通常の学級の学年・学級担当職員と児童生徒の実態把
握を共有し，計画的に実施をしていくことが必要でなる。さらに，教育的な効果が得られるか，
特別支援学級と交流学級の移動を一人で行えるかどうか，トラブル等の心配はないか等につい
て事前に検討することも必要になる。交流を主な目的として実施する場合についても同様な配
慮を行う。また，交流の例として，教師，児童生徒を対象とした給食交流，朝の会への参加な
どが挙げられる。実施する際には，通常の学級の児童生徒へ向けて，車いす操作等の手伝い方
などについての配慮事項や通常の学級で学ぶ目的を伝えることも必要である。

６　保護者・他機関との連携
　 　年間指導計画及び教育支援プランＡ・Ｂの作成に当たっては，保護者との連携が欠かせない。
保護者との合意の上で作成し，その後も適宜修正を加えていく過程においても保護者への確認が
必要である。
　 　また，児童生徒が関わっている医療機関やＰＴ，ＯＴとも連携を図り，必要によっては実際の
訓練を見学し，自立活動について指導助言を得ながら進めることも必要である。
　【保護者との連携（例）】
　

     

４月　保護者会①　　　学級概要説明等
５月　個別面談①　　　教育支援プランＡ・Ｂ作成　　　ＰＴ・ＯＴの見学（１回目）
７月　個別面談②　　　１学期を振り返って目標や指導内容の修正等
12月　保護者会②　　　２学期の反省等
２月　個別面談③　　　教育支援プランＡ・Ｂの振り返り，次年度に向けて　
　　　　　　　　　　　ＰＴ・ＯＴの見学（２回目）
３月　保護者会③　　　一年間の振り返り，次年度に向けて
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第４章　病弱・身体虚弱特別支援学級
第１節　教育課程の編成
１　病弱・身体虚弱教育の基本的事項
　 　病弱教育は病気自体を治すものではないが，病気治療中の児童生徒の情緒の安定や健康回復へ
の意欲を向上させることにより，治療効果が高まったり，健康状態の回復・改善等を促したりす
ることに有効に働くものである。
　⑴　学級設置の目的
　　 　病弱・身体虚弱特別支援学級（以下「病弱学級」）について，学校教育法第81条第３項には
「疾病により療養中の児童及び生徒に対して，特別支援学級を設け，又は教師を派遣して，教
育を行うことができる。」と示されている。病弱学級は，病気等の状態に配慮しながら学習空
白を補完するとともに，病気等による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための知識・
技能，態度及び習慣や意欲を養うために指導，支援することを目的としている。

　⑵　学級の形態
　　 　病弱学級には，小・中学校内に設置（以下，「学校内設置の病弱学級」という。）されるもの
と，病院内に設置されるもの（以下，「院内学級」という。）がある。

　　 　学校内設置の病弱学級は，主に入院はしないが病気による日常的な活動制限のある児童生徒
が在籍し，一人一人の病気の状態に合わせた指導，支援を行う。

　　 　院内学級は，入院による加療を必要とする児童生徒が在籍し，病院内に設置の教室，又は，
ベッドサイドで指導，支援を行う。児童生徒の入院に伴い，本人及び保護者の希望，医師の許
可等により入級となるが，退院に伴って前籍校に復帰するため，年度途中の入退級が発生する。

２　病弱・身体虚弱のある児童生徒の特性と指導の基本
　 　病気等による療養のため入院を余儀なくされ，日常的な活動制限のある児童生徒は，学習に遅
れが生じたり，回復後に学業不振になったりすることも多い。病弱教育では，このような学習の
遅れなどを補完する上で重要な意義があるが，その他にも，次のような意義があると考えられる。
　⑴　積極性・自主性・社会性の涵養
　　 　療養生活等により，積極性，自主性，社会性が乏しくなりやすい等の傾向を防いで，健全な
成長を促すために重要な意義がある。

　⑵　心理的安定への寄与
　　 　病気への不安や孤独感から，心理的に不安定になりやすく，健康回復への意欲を失いやすい
児童生徒にとって，心理的な安定と，健康回復への意欲につながると考えられる。

　⑶　病気に対する自己管理能力
　　 　病気と適切に向き合ったり，病気を改善・克服したりするための知識・技能，態度及び習慣
を養い，自己管理能力を育てていくことに有用である。

３　教育課程編成の基本的な考え方
　⑴　教育課程の位置付け
　　 　病弱学級の教育課程は，通常の小学校・中学校の教育課程に準じて編成することが基本とな
るが，自立活動については，学級の実態や児童生徒の病気の状態等を考慮の上，「特別支援学
校小学部・中学部学習指導要領」に示された内容から必要な項目を参考にする。児童生徒の教
育的ニーズに応じた指導を行うため，障害（病気）による学習上又は生活上の困難を改善・克
服するために，必要な知識，技能，態度及び習慣を養う特別の教育課程を編成することとなる。

　⑵　指導計画
　　 　病弱学級の児童生徒は，病気の状態や体調による活動制限を伴うため，授業時数の制約を受
け，学習空白や進度の遅れを生じることも多い。

　　 　そのため，指導計画の作成に当たっては，授業時数の制約をはじめ，各児童生徒の実態を十
分考慮し，各教科等の特性を踏まえて指導内容を精選したり，相互の関連性をもたせ合科的に
扱ったりしながら，基礎的・基本的な事項に重点をおいて指導する必要がある。

　⑶　授業形態
　　 　病弱学級では，在籍する児童生徒の学年や学習習熟度，病状による活動制限が様々であるた
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め，実態に応じた個別の対応も多くなる。また，学習内容に応じて，異年齢集団による学習，
活動制限の状態に応じたグループ学習，交流及び共同学習等の授業形態を工夫して取り入れる。

　　 　長期療養中の児童生徒は，生活経験に偏りや不足が生じやすい傾向があるので，興味・関心
を生かし，ＩＣＴ機器の活用等を含め，可能な限り体験的な学習を工夫する必要がある。教師
がベッドサイドでの指導を行うこともあるが，医療関係者の指示を仰ぎ，児童生徒の負担過重
とならないよう配慮する。

　⑷　授業時数
　　 　各教科等の総授業時数は，小学校又は中学校の各学年における総授業時数に準ずる。しかし，
病気の状態や体調によって，予定どおり実施できない場合も多いため，柔軟な対応も必要となる。

　　 　自立活動の時間に充てる授業時数は，児童生徒の病気等の状態に応じて適切に定める。児童
生徒の病気の状態や体調に応じながらも，適切な授業時数を確保する。

　⑸　保護者・前籍校・医療関係者等との連携
　　 　病弱学級では，児童生徒が病気療養中であること，また，一人一人に応じた指導を適切に行
う必要があることから，保護者・前籍校・医療関係者・交流先の学級等との連携が重要である。

　　 　医療関係者との連携では，病気の状態を的確に把握し，適切に対応できるように，日々の連
絡調整，定期的なケース会議（ケースカンファレンス），同行受診や医療相談等が必要である。

　　 　院内学級では，児童生徒の病状の回復により前籍校へ復帰することになる。復学に向けて，
前籍校，保護者及び医療関係者との連携による復学支援が大切である。

４　教育課程編成に係る配慮事項
　 　医師，看護師等の医療関係者との連携に基づき，病気の状態を鑑み負担過重とならないよう配
慮しながら教育課程を編成する。

５　各教科，特別の教科　道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動の取扱い
　 　指導計画に基づいて内容を扱うが，児童生徒の病気の状態に応じて合科的に内容を扱う等，柔
軟な対応も必要となることに留意する。

第２節　指導計画の作成
１　児童生徒の実態把握
　 　病弱学級の児童生徒は，一人一人の状態が多様である。療養生活を余儀なくされていることに
よって集団・社会性の伸長に影響が出ている場合もある。児童生徒の実態把握に際しては，病気
の状態と活動制限，学習の習熟度，生活経験の不足や偏り，治療や学習に向かう意欲等について，
児童生徒本人だけでなく，保護者，医療関係者，前籍校担任や交流学級担任等と連携しながら，
実態を多角的，かつ，的確に把握する必要がある。

２　個別の教育支援計画（教育支援プランＡ）及び個別の指導計画（教育支援プランＢ）の作成
　 　把握した実態に基づきながら，保護者・本人の願いや，合理的配慮等の内容を含めて，教育支
援プランＡ及び教育支援プランＢを作成する。病弱学級の場合は，自立活動はもとより，各教科
等においても，教育支援プランＢでの具体的な指導内容の設定が求められる。指導計画は保護者
にも提示し，合意形成を図りながら作成することとする。また，院内学級の在籍期間が短期とな
りそうな児童生徒の場合でも，教育支援プランＢは適切に作成する。

３　指導目標の設定
　 　指導目標の設定の際は，学習指導要領に示された内容と，該当児童生徒の学習習熟度とを考え
合わせて，達成可能な長期的・短期的目標を設定する（年間，学期，１単元，１単位時間）。

　 　その際，児童生徒の心情や保護者の願いを生かしながら，意欲的な学習が展開されるよう配慮
する。

４　指導内容の選択と設定，組織化
　 　指導内容の選択に際しては，学習指導要領に示された内容に基づきながらも，児童生徒の学習
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習熟度，心身の状態等に合わせて柔軟に扱うようにする。各教科等のうち，心と体の健康，病気
の予防，健康の維持，適切な食生活等に関わる内容は，自立活動における「病気の状態の理解や
生活管理に関すること」，「健康状態の維持・改善に関すること」及び「情緒の安定に関するこ
と」などの事項との関連を図る等により，学習効果を一層高めるようにする。

５　指導の形態等の決定
　 　児童生徒それぞれの習熟度に応じながら，教科別の指導や交流及び共同学習における指導につ
いては計画的に指導を行うようにする。また，病弱学級の児童生徒は，その療養の都合から，生
活経験や社会経験が不足したり偏ったりしやすいため，該当の児童生徒に不足しがちな教科等に
ついては，意図的・計画的に指導を行うとともに，教科等を合わせた指導も行いながら，学習が
断片的なものに偏向しないよう配慮する必要がある。

６　交流及び共同学習
　 　学習の遅れを予防・改善するだけでなく，生活経験を広げ社会性を養ったり，治療に前向きに
取り組む態度を養ったりするためにも，交流及び共同学習の意義は大きい。
　 　学校内設置の病弱学級の場合は，学習が効果的に行われるように交流学級の担当者と連携する
が，受け入れ側の学級の児童生徒にとっても有意義な学習となるよう，該当児童生徒の病気につ
いて適切に理解されるように指導するとともに，自然なかかわりができるように配慮する。
　 　院内学級の場合は，退級後は前籍校に復学することになるため，前籍校における授業や行事へ
の参加，手紙やテレビ電話による交流等を実施できるように工夫する。

７　学習形態の組織化
　 　生活経験が不足したり偏ったりする傾向をなるべく防ぐため，病弱学級において個別的に学ん
だ内容は，交流及び共同学習を含めた体験的な学習と相互に関連させることによって，学習成果
を総合的に充実させることが期待できる。学習形態を計画的に使い分け，内容を相互に関連させ，
効果的に指導を行うことが望ましい。

８　授業時数と１単位時間の取扱い
　 　授業時数は，該当学年における標準時数を基本とし，小学校の１単位時間は45分，中学校の１
単位時間は50分を標準とする。しかし，児童生徒の病気の状態や体調と，各教科等の目標及び内
容を考慮し，適切な計画のもとに弾力的に運用する。

９　日課表の作成
　 　学校内設置の病弱学級の場合は，設置校の日課に基づいて日課表を作成する。交流学習を行う
ことも想定し，学習活動が効果的に展開されるよう検討するとともに，児童生徒の病気の状態に
鑑みて，負担過重にならないように配慮する。院内学級の場合は，病院の日課との関連を十分考
慮する。

10　年間指導計画の作成
　 　学習が負担過重になり病気の状
態が悪化することのないように十分
に配慮する必要がある。学習指導
要領に示された内容に基づきなが
らも，児童生徒の興味・関心や学
習習熟度を考慮し，創意工夫ある
指導計画を作成することが望ましい。

11　学習指導案の形式と記入上の留意事項
　 　病弱学級の児童生徒は，病気の状態や活動制限，学習習熟度，心の状態等，一人一人の状況が
異なっているため，教育支援プランＢに基づき個別的な配慮が十分に盛り込まれた指導案を作成

作成に当たっての留意点（各学年・教科を参考にする）
【院内学級の場合】
　①　病棟行事との関係性を考慮
　②　前籍校の学習内容，入院期間を考慮
　③　体調や授業時数の削減による学習内容の精選
【学校内設置の場合】
　①　交流学級との連携
　②　欠席や通院等のための学習空白を考慮する
　③　体調を考慮した学習内容の精選
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する。特に，病気の状態等に配慮した自立活動の内容を含めた指導案を作成する。また，児童生
徒の状態によっては計画どおりに実施できない場合もあるため，柔軟な対応が必要となることも
想定しておく。

12　指導記録と学習評価
　  　学習指導における評価は，学習習熟度等の外見上の成果だけでなく，児童生徒の日頃からの
学習意欲や努力を含めた評価を行い，病気治療への意欲にもつながるように，日頃から指導記
録を残し活用することが大切である。また，院内学級において学期末に近い時期に入退級が発
生した場合，通知表の作成・発行については前籍校との連携が必要となる場合がある。児童生
徒と保護者を不安にさせないよう，どちらの学校が通知表の内容を作成し，どちらの学校が渡
すのか等について，管理職を含めて前籍校と具体的に連携し，柔軟に対応できるよう配慮する。

13　教育課程編成に係る評価と改善
　  　指導計画に基づいて授業を実施し，児童生徒の学習活動全般を対象に，教育課程に基づいた
教育活動が適切に実施できたか，事実をもとに評価し，課題点を明らかにした上で，教育課程
の工夫・改善を図る。

第３節　教育課程編成及び指導計画作成のための資料
１　小学校における教育課程編成　【日課表例（院内学級）】

　 　院内学級の場合，病院の実情に合
わせた日課表を組む。
　 　年間指導計画は，前籍校に準じて
指導することにより，学習空白の軽
減や学習内容の継続が図れるので考
慮する。複式授業による個別指導の
実施やベッドサイドでの授業，病棟
と連携した行事や季節感への配慮，
学習環境に配慮した計画を作成する。

※学校内設置の病弱学級の場合はその学校の日課表に準ずるが，適切に自立活動の時間を設定する。

２　中学校における教育課程編成　【日課表例（院内学級）】
　 　小学校同様，院内学級は病院の実
情に合わせた日課表を組む。
　 　年間指導計画は，前籍校に準じて
指導し，学習空白の軽減や学習内容
の継続を図る。前籍校のテストの実
施等，必要に応じて１単位時間を変
更する等柔軟に対応する。

時間 月 火 水 木 金

学習の準備・朝自習・朝読書・朝の会

１ 国語 国語 国語 国語 国語

２ 社・生 算数 図工 算数 算数

３ 算数 道徳 図 /音 理・生 音楽

昼食・検温・休憩

４ 自立活動 理・生 特活 自立活動 社会

５ 総 /外 総合 家庭科 外国語

帰りの会

時間 月 火 水 木 金
学習の準備・朝自習・朝読書・朝の会

１ 国語 外国語 国語 国語 国語

２ 数学 理科 外国語 数学 数学

３ 技家 音 /体 自立活動 美術 社会

昼食・服薬・検温等

４ 理科 社会 社会 総合 道徳
５ 特活 数学 理科 外国語 外国語
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３　年間指導計画例（院内学級・小学４年生）
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４　自立活動の指導計画
　　自立活動の実践事例（頭部血管の病気で手術を３回し，頭痛や右手の麻痺のある児童を想定）
　　　（※　○○小学校　学校内設置の病弱学級とする）

１．自立活動の授業づくり（流れ図）Ａ
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２．略案
○○○学級　自立活動　学習指導案

 日　　時　平成〇〇年○月○日（○）
 　　　　　第○校時　○○ :○○～○○ : ○○
 場　　所　○○○学級　教室
 指 導 者　○○　○○
１　単元名　チャレンジタイム
２　単元の設定の理由
　　 　本学級の児童は，４年生の男子１名が在籍している病弱特別支援学級である。児童は，病気によ
る頭痛などの体調不良や運動制限があり，活動する時間や量に困難さがある。また，遅刻や早退，
欠席が多い。登校すると，養護教諭の健康観察を行っている。また，右手に麻痺があり，鉛筆や筆，
箸などが持ちづらい。

　　 　本単元は，本学級の児童の生活経験や学習経験の実態から自立活動の年間指導計画に取り入れた
学習で，自立活動の内容区分の中の「人間関係の形成：（１）他者とのかかわりの基礎に関するこ
と」「身体の動き：姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること」「コミュニケーション：（２）言
語の受容と表出についての三つを取り扱うことにした。

　　 　指導に当たっては，児童が主体的に活動できるように自分で取り組む課題を選択できるようにし
た。また，体調を考慮し，活動の中に休憩する時間を設けた。

３　指導計画　全８時間　（４／８本時）　＜省略＞
４　本時の構成　
　⑴　本時の目標　
　　　・教師と一緒に楽しく関わり合いながら活動することができる。 【人間関係の形成】
　　　・進んで，指先の巧緻性を高める活動ができる。 【身体の動き】
　　　・教師と話すことを意識し，会話をすることができる。 【コミュニケーション】
　⑵　展開

５　本時の評価
　⑴　人といっしょに楽しく関わり合いながら活動することができたか。 【人間関係の形成】
　⑵　進んで，指先の巧緻性を高める活動ができたか。 【身体の動き】
　⑶　相手と話すことを意識し，会話をすることができたか。 【コミュニケーション】
６　備考
　　・教室内配置，座席表，教材・教具配置図等
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５　教科の指導計画
　　学習指導案（例１）※院内学級：複式でＩＣＴを使った授業（体験学習の不足を補う工夫）

　　○○学級　　２年生「生活科」・３年生「社会科」学習指導案
 日　　時　平成〇〇年○月○日（○）
 　　　　　第○校時　○○ :○○～○○ : ○○
 場　　所　○○○学級　教室
 指 導 者　○○　○○

　１　単元名　２年「町たんけんをしよう」
　　　　　　　３年「学校のまわり」
　　　　　　　共通単元名：「自分の住んでいるまちをしょうかいしよう」

　２　単元設定の理由
　　⑴　学級及び児童の実態
　　　 　本学級は，○○病院小児科病棟内に設置された○○市立○○小学校の身体・虚弱特別支援学級

である。在籍児童は３年生男子１名・２年生女子１名の計２名である。病気をきっかけに入院し
ており，入院期間は１年以上の長期，３か月程度，短期で入退院を繰り返す等様々である。入院
期間が長期の児童は，治療により外出を制限されており，体力も低下し，感染にも注意する必要
がある。また，手術後に車いすを使用している児童もいる。入院期間中は外出が限られること，
病院内に持ち込めるものに制限があるため，体験的な学習が不足している。

　　⑵　単元観
　　　○　２年生「まちたんけんをしよう」
　　　 　本単元の教材は，児童が身近な生活圏である地域に出て，様々な場所や人が自分の生活とかか

わっていることが分かり地域に親しみをもち，人々と適切に接することや安全に生活することが
できるようになることを目指している。児童は，具体的な活動を通して，地域の人々や場所に対
する親しみの気持ちをもてると思われる。また，地域の様々な場所で身近な人々や様々なものと
関わる中で社会性を身に付け，場面に応じて適切に行動できるようになると考える。

　　　○　３年生「学校のまわり」
　　　 　学校の周りの特色ある地形，土地利用の様子，主な公共施設などの場所の働きや交通の様子，

古くから残る建造物などを通して，地域の地理的環境を理解することを目指している。実際に観
察や調査して分かったことを言葉にしたり地図にまとめたりすることで，分布の様子と地形的な
条件や社会的な条件との関連が理解できるようになると考える。

　　⑶　指導観
　　　 　２年生の生活科「まちたんけんをしよう」と３年生の「学校のまわり」の学習を通して，児童

が身近な地域に親しみの気持ちをもつとともに，そこに関わる人々や地理的環境を理解すること
で，自宅から離れた場所で入院生活をおくる児童もそれぞれの地域への関心意欲を高めたいと考
える。具体的な活動が制限された環境の中で，インターネットの地図画像閲覧サービスを利用し，
実際に自分がその地域を歩いているような体験ができるように工夫する。また，主体的な学びの
一つとして，調べ学習やゲストティーチャーの協力も得られるとよい。　

　　　 　「まちたんけん」では，自分の行ったことのあるお店や公園の紹介をして学んだことを発信す
る力を養う。また，保護者に協力を得て，スマートフォン使用による動画インタビュー等を行う
中で，相手や場に応じた適切な行動を身に付けるようにしたい。「学校のまわり」では，自分の
住んでいる地域の公共施設の役割を調べたり，調べたことをまとめて，自分の住んでいる地域の
紹介をしたりできる場を設けるようにする。入院期間を考慮し，必要に応じて前籍校での取り組
みに合わせた配慮も必要である。少人数のため話し合い活動に限度があるが，前籍校との連携の
中でビデオ通話等での話し合い活動への参加も考えられる。病棟内からＩＣＴを利用し，体験的
な活動を補うこと，地域に出ていくこと，といった視点をもって指導にあたる。

　　　 　今回２・３年生が複式で学習するにあたって，共通の単元名として「自分の住んでいるまちを
紹介しよう」とし，それぞれの学年のねらいに沿った学習の成果として，病棟のスタッフや，病
棟で同室の友人，保護者等に自分の地元のことを発表する機会とした。
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　３　児童の実態
氏名 生活全般の実態 単元に関する実態
Ａ 低年齢時からの長期入院により，社会性が

低下している。同年代の子供との関わりよ
りも，大人との関わりが多い。様々な面で
実体験が少ない。生活全般は，着替えや
食事等同年代よりも自立している面がある
が，保護者の面会時は心理的な面から甘え
たい気持ちを行動に表すことがある。

外に出て活動したい気持ちが強い。自分の
家の周りで遊んだ経験が少ないが，公共施
設等については，知識としてもっている。
また，タブレット端末等の操作には長けて
いる。

Ｂ 病気により，入院・手術を行い，車いすを
使用している。活発な性格で活動制限にス
トレスを抱えている。初めての入院で不安
感も高い。

自宅付近の公共施設を利用した経験があ
る。自宅と学校の間の地域についてはおお
よそ把握しているが，広く学区内までを理
解することは難しい。基本的なタブレット
端末操作は可能である。

　４　単元構成　※前籍校の指導計画も参考にする
　　⑴　個人目標

単元に関する目標 教育支援プランＢの目標との関連

Ａ
小２

自分の住んでいる身近な地域のことを
知りたいという意欲をもち，自分たち
の生活との関わりに気付く。

自分の自宅の周りに関心をもつこと
によって，退院への希望をもち，治
療に前向きに取り組めるようにする。

Ｂ
小３

自分の住んでいる身近な地域の土地の
使われ方や建造物，交通の様子に関心
をもち，場所によって違いがあること
に気付く。また，身近な地域のことを
調べて，資料を読み取り，違いや気付
いたことを適切に表現する。

自分の学校を始めとする身近な地域
に関心をもつことによって退院への
希望をもち，リハビリに前向きに取
り組み，退院後の生活で気を付ける
ことを理解する。

　５　指導計画（全６時間扱い）
　　　『単元名』○ねらい

時数 ２年生 ３年生

１
『自分の住んでいるまちを歩いてみよう』
○自分の住んでいる市町村を知り，調べようとする。
○タブレット端末等の操作に慣れ，地図情報検索機能を扱える。

２
（本時）

『自分の学校のまわりに何があるかな』
○自分の身近な地域の様子についていろいろな方法で調べられる。
○ 自分が詳しく知りたいもの（お店・公園・公共施設等）について関心をもち，調べ
ようとする。

３

『ぼくの・わたしのお気に入りの場所』
○ 詳しく調べたいものについて，質問を
考えたり，みんなに知らせたいことに
ついてまとめたりする。

『土地のようすと身近な公共施設』
○ 地域の土地の様子のほか，身近な公共
施設の役割を知り，働いている人に質
問して，自分との関わりに気付く。

４～５

『ぼくの・わたしのすんでいるまちをしょうかいしよう』
○身近な地域の様子が分かり，自分たちの生活との関係が分かる。
○自分の知らせたいことを，周りの人に分かりやすくまとめる。
○調べる時に協力していただいた人に感謝の気持ちをもつ。
○調べたことを適切に表現する。

６
『ぼくのわたしのすんでいるまち　発表会』
○自分の調べたことを周りの人に分かりやすく発表する。
○関心をもって友達の発表を聞き，興味をもったことを質問する。
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　６　本時の構成（２／６本時）
　　⑴　本時の目標

個人目標Ａ
○ 自分の行ったことのある場所を思い出して，お気に入りの場所を決め，そ
れを伝えられる。 
○知らない場所も調べてみたいという意欲をもつ。

個人目標Ｂ
○自分の住んでいる地域の土地のおおまかな使われ方が分かる。
○ 自分の身近な公共施設の利用を思い出して詳しく調べ，伝えようという意
欲をもつ。

　　⑵　展開

□

 

 

□  

□
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７　本時の評価
　⑴　個別評価

氏名（記号） 評価

Ａ（小２）
○ 自分の住んでいる地域で気に入っている場所を決めたり，さらに知りたいこと
を見付けたりすることができたか。
○もっと知りたいことを考えることができたか。

Ｂ（小３）

○ 自分の住んでいる地域の土地の大まかな使われ方が分かり，その違いを理解で
きたか。
○ 自分の住んでいる地域の身近な公共施設等を適切な方法で調べ，さらに知りた
ことを考えることができたか。

８　教室内配置図

　ワークシート等（省略）
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学習指導案　略案（例２）　※院内学級：学級全体で病棟職員と連携した特別活動
○○学級　特別活動　学習指導案

 日　　時　平成〇〇年○月○日（○）
 　　　　　第○校時　○○ :○○～○○ : ○○
 場　　所　病棟内プレイルーム
 指 導 者　○○　○○
１　単元名　特別活動　「『ありがとうの会』をしよう」

２　単元の設定の理由
　 　本学級は○○病院小児科の中に設置されている病弱・身体虚弱特別支援学級である。２年生女子１
名と５年生男子１名，６年生女子１名が在籍している。児童は，短期の入退院を繰り返している児童
のほかに，10か月程度の長期入院をしている児童がいる。各児童は入院・加療中のため，保護者のほ
か，医師・看護師をはじめ，保育士や栄養士，理学療法士，薬剤師等多くの病棟スタッフにお世話に
なっている。入院当初は，感謝の気持ちをもって生活していたが，慣れるに従ってそれが当然のこと
になってしまい，感謝の気持ちが薄らいできている。そこで，日頃から世話になっている両親や兄弟，
病棟のスタッフに感謝の気持ちを伝える会を病院と連携して実施することを計画した。病棟の職員等
を招待するこの会を通して，自分と関わっている人の多さに気付き，その人たちへの感謝の気持ちを
表現する機会とする。本単元の指導に際しては，治療日程が流動的な児童や，治療の影響で体調が不
安定な児童がいるため，準備は学級全員で取り組むようにし，当日誰かが欠席しても会自体は実施で
きるように準備を進める。

３　指導計画　全３時間　（３／３本時）　＜省略＞

４　本時の構成　
　⑴　本時の目標　
　　　・友達と話し合ったり，協力したりして活動を計画し，運営することができる。
　　　・日頃，自分がお世話になっている人に感謝の気持ちを伝えることができる。
　⑵　展　開

５　本時の評価
　⑴　友達と話し合い，協力して活動を計画し，運営することができたか。
　⑵　日頃，自分がお世話になっている人に感謝の気持ちを伝えられたか。
６　備考　　　　・教室内配置，座席表，教材・教具配置図等（省略）

  □  
  

 
 
 

 
 

 

□

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

□  
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６　前籍校との連携のための計画
　 　入院中の児童生徒が退院後，前籍校にスムーズに復学でき，また前籍校も安心して受け入れること
ができるように，復学支援を計画的に進める必要がある。復学支援は入院した時から始まっている。
地元の学校との関係を維持することが，治療に前向きに取り組め，復学への大きな支えになる。入院
期間を通して，計画的に学習を進め，準備登校や復学支援会議（カンファレンス）を行う。
　・ 準備登校…退院後の学校生活を見通してどのような配慮が必要かを見極め，本人・保護者・前籍校
相互の不安の軽減を図る。場合により病弱学級の担任がついていき，放課後，復学後の支援につい
て話し合いをもつ場合がある。

　・ 復学支援会議…院内学級・保護者・前籍校・病院が参加し，主治医や担当看護師から学校生活の配
慮事項の伝達を行ったり，合理的配慮の共通理解を図ったりする。必要に応じて，教育委員会や福
祉等の関係者が同席することもある。

　　

　・教育支援プランＡ・Ｂの引き継ぎ…学習内容のほか，必要な支援を引き継ぐツールとする。
　　病名に関しては，保護者・本人と話し合い，どのように記載するか確認する。

７　交流及び共同学習
　 　小・中学校内設置の場合は，交流学級で学習や行事に参加すること，病院内設置の場合は，前籍校
の行事に参加すること，入院の長期化により前籍校の所属意識を維持するために学習に参加すること
が考えられる。
　 　いずれの場合も，体調に合わせて参加すること，安全に留意することが大切である。送迎方法の確
認，急変時の対応，主治医の許可，校内の感染状況等を確認して実施する。また，インターネットを
通じて前籍校と定期的に連絡を取り合ったり，授業に参加したりというスマートフォンやタブレット
端末等を利用した動画配信での参加も考えられる。
　例：①中学校３年生が前籍校の「三送会」に，小学校６年生が「卒業生を送る会」に参加する。
　　　②幼児期から入院している児童が，小学校の生活を体験するために定期的に学習に参加する。
　　　③ ターミナル期（注①）にある生徒が治療に前向きに取り組むために，前籍校の学校生活に参加する。

【学校行事への参加方法の例（小・中学校内設置の特別支援学級から交流学級へ）】
　○　 どのようにすれば参加可能か，学校のできること，児童生徒や家庭でできることを相談し考えて

いくようにする。また，容体急変時の医療機関の確認や服薬の管理方法についても確認しておく。

「復学支援会議で話題にしたいこと」
・時間割・行事予定表・クラスだより等を事前にもらっておく
・今後の外来予定
・服薬や処置の必要性とそれを行う場所の確認
・通学方法（交通手段や自転車通学，保護者の送迎）
・学習について（体育や清掃の参加，給食がいつから始めるか）
・部活動の参加について（必要に応じて転部も検討する）
・ 学校の設備や改修等（教室環境）（＊改修が必要な場合は教育委員会が参加することもある）
・人の支援（支援員の必要性，保護者の待機場所等）
・友人関係
＊合理的配慮の共通理解
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宿泊を伴う行事への参加
①全日参加 ②日帰り参加 ③一部参加

・保護者と参加の仕方，当日の連絡方法につい
て相談・確認をする。

・主治医と連絡をとり，参加方法を相談する。
（同行受診時に相談するとよい。）
・児童と参加の仕方について相談・確認する。
・施設に休憩場所等について確認する。
・教師の打合せ時に参加の仕方を報告する。
・保護者の送迎も考える。
【実施例】
・活動ごとに教師が判断したり，本人と相談し
たりして，できるところまで参加し保健室で
休憩をとった。

・入浴は，予定時間より前に入って，ゆったり
と過ごした。

・就寝は教師（同性）と一緒にひと部屋借りた。

・保護者と参加の仕方，
当日の連絡方法につい
て相談・確認をする。

・主治医と連絡をとり，
参加方法について相談
する。（同行受診時に
相談するとよい。）

・児童と参加の仕方につ
いて相談・確認する。

・施設に休憩できる場所
等について確認する。

・教師の打合せの時に参
加の仕方を報告する。

・保護者が送迎をする。

・保護者と参加の仕方，
当日の連絡方法につい
て相談・確認をする。

・主治医と連絡をとり，
参加方法について相談
する。（同行受診時に
相談するとよい。）

・児童と参加の仕方につ
いて相談・確認する。

・施設に休憩できる場所
等について確認する。

・教師の打合せの時に参
加の仕方を報告する。

・保護者が送迎をする。

８　関係諸機関との連携
　 　病弱学級では，特に医療との連携（院内学級はもとより，学校内設置の学級では，同行受診 注
②・医療相談）及び福祉との連携が欠かせない。福祉との連携では，保健所において小児慢性特定疾
病や難病に関する情報，後遺症等があった時の障害者手帳等の手続きや様々な支援制度の利用など，
必要に応じて情報共有する場合がある。
　　それぞれの学級の実情に合わせた手続きを取って適切に実施することが必要である。
　　 

　 　また，校内及び校外の関係諸機関（福祉を含む）との連携は，特別支援教育コーディネーターを中
心に校内支援体制を組んだり，ケース会議を開いたりして共通理解を図ることが必要である。関係機
関に関しては教育支援プランＡにも記載する。

　※注① ターミナル期：終末期ともいう。病気が治る可能性がなく，数週間～半年程度で死を迎えるだ
ろうと予想される時期。患児に対する看護はターミナルケア，終末期医療と呼ばれる。

　※注②同行受診 :定期通院に同行すること。児童生徒の場合は保護者の同意が必要。

【手順の例】　　①管理職に同行受診の実施についての許可をもらう。
　　　　　　　②保護者に同行受診の同意をもらう。
　　　　　　　③保護者から主治医に連絡をしてもらい，聞く内容を伝える。
　　　　　　　④当日は医療機関で待ち合わせる。
　　　　　　　⑤同行受診終了後，管理職に内容を報告する。
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第５章　弱視特別支援学級
第１節　教育課程の編成
１　弱視教育の基本的事項
　 　弱視特別支援学級の対象となる児童生徒については，「拡大鏡等の使用によっても通常の文字，
図形等の視覚による認識が困難な程度のもの」と考えられる。弱視特別支援学級での指導は，児
童生徒が人間形成を図る上で障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るため
に，必要な知識，技能，態度を養うことから，その習慣形成に至るまでを目指している。

２　弱視の児童生徒の特性と指導の基本
　 　弱視の児童生徒は，行動が制限されやすく体験が少なくなりがちである。一方，耳からは多く
情報が入ってくるので，体験の裏付けのない知識が多くなりやすい。そこで，以下のような指導
をしていくことが基本である。
　○ 　児童生徒が聴覚及び保有する視覚などを十分に活用して，具体的な事物・事象や動作と言葉
とを結び付けて，的確な概念の形成を図り，言葉を正しく理解し活用できるようにする。

　○ 　視覚障害の状態に応じ，指導内容を精選し基礎的・基本的な事項から習得できるようにする。
　○ 　視覚補助具やコンピュータ等の情報機器，拡大教材等各種教材の効果的な活用を通して，主
体的な学習ができるようにするなど，児童生徒の指導方法を工夫する。

　○ 　児童生徒が場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮することで，空間や時間の
概念を養い，見通しをもって意欲的な学習活動を展開できるようにする。

３　教育課程編成の基本的な考え方
　⑴　教育課程の位置付け
　　 　弱視特別支援学級の教育課程は，通常の小学校・中学校の教育課程に準じて編成することが
基本となるが，自立活動については，特別支援学校学習指導要領に示された内容から必要な項
目を選定し指導を行い，特別の教育課程を編成する。また，知的障害を併せ有する児童生徒を
教育する場合において特に必要があるときは，各教科，特別の教科　道徳（以下 ,「道徳科」
とする。），外国語活動，特別活動及び自立活動の全部又は一部について，合わせて授業を行う
ことができる。その際には，「第１章　知的障害特別支援学級」を参照する。

　⑵　指導計画
　　 　弱視特別支援学級の指導計画については，各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時
間及び特別活動に加えて自立活動について指導計画を作成する。今回の改訂によって作成する
ことが義務付けられた「個別の教育支援計画（以下，教育支援プランＡとする。）」及び「個別
の指導計画（以下，教育支援プランＢとする。）」を効果的に活用する。

　⑶　授業形態
　　 　授業形態は，個別での学習あるいは小集団での学習となり，弱視特別支援学級で指導を受け
ることが基本である。また，集団での学習もバランスよく取り入れていく必要もあり，通常の
学級の授業に参加する場合には，交流学級の担任と十分な連携を図る必要がある。

　⑷　授業時数
　　 　各教科等及び自立活動の総授業時数は，小学校又は中学校の各学年における総授業時数に準
ずる。この場合，各教科等の目標及び内容を考慮し，それぞれの年間の授業時数を適切に定め
る。特に，自立活動の指導に充てる授業時数は，児童生徒の障害の状態に応じ適切に定めて確
保する。

　⑸　関係機関との連携
　　 　児童生徒の障害の状態により，必要に応じて，専門の医師及びその他の専門家の指導・助言
や特別支援学校の助言を求めるなどして，適切な指導を行うように努める。

４　教育課程編成に係る配慮事項
　⑴　指導計画の作成
　　 　各教科等の各学年の指導内容については，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しな
がら，そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え，主体的・対話的で深い学びの実現に
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向けた授業改善を通して資質・能力を育む効果的な指導ができるようにする。
　⑵　教育支援プランＢ
　 　児童生徒が基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め，学習内容を確実に身に付けることが
できるよう，教育支援プランＢにより，指導内容や指導方法，指導体制の工夫改善に努める。

５　各教科，特別の教科　道徳，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動の取扱い
　　小学校・中学校の教育課程に準じた取扱いとなる。
　 　自立活動は個々の児童生徒が自立を目指し障害による学習上または生活上の困難を主体的に改
善・克服しようとする取組を促す教育活動であり，個々の児童生徒の状態や発達段階に即して指
導を行う。

第２節　指導計画の作成
１　児童生徒の実態把握
　 　実態把握の内容やその範囲は指導の目標に応じて明確に整理されなければならない。実態把握
をする際に収集する情報の内容としては，病気等の有無や状態，生育暦，基本的な生活習慣，人
やものとのかかわり，心理的な安定の状態，コミュニケーションの状態，対人関係や社会性の発
達，身体機能，視機能，聴機能，知的発達や身体発育の状態，興味・関心，障害の理解に関する
こと，学習上の配慮事項や学力，特別な施設・設備や補助用具の必要性，進路，家庭や地域の環
境等様々なことが考えられる。その際，児童生徒が困難なことのみではなく，長所や得意として
いることも把握していく。弱視の児童生徒の見え方は様々であり，視力のほかに，視野の広さ，
色覚障害の有無，眼振やまぶしさの有無など，見え方の個人差を理解することが大切である。ま
た，医学的な立場からの情報を収集することも重要である。

２　指導目標の設定
　 　各教科の目標，各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取り扱いについては，小
学校及び中学校学習指導要領に示されたものとする。自立活動については，特別支援学校学習指
導要領に示されたものとする。

３　留意する事項
　⑴　指導内容の精選
　　 　弱視の児童生徒は，動いているものや遠くにあるものを理解することなど，視覚や触覚に
よって直接経験することが困難なものがある。このような内容については，児童生徒の視覚障
害の状態等を的確に把握し，一人一人の児童生徒に即した指導内容を精選するとともに，基礎
的・基本的事項の理解や導入段階の指導に重点を置いて，内容の本質や法則性を具体的に把握
できるようにすることが大切である。

　⑵　見通しをもった学習活動の展開
　　 　弱視の児童生徒は，環境を把握したり，状況を判断したりすることに困難があるため，空間
や時間の概念の形成が十分でない場合がある。しかし，児童生徒が見通しをもち，意欲的な学
習を展開するためには，空間や時間の概念を活用し，授業が行われる教室や体育館，校庭等の
場の状況や，取り組んでいる学習活動の過程等を的確に把握できるよう十分配慮することが大
切である。

４　日課表の作成
　 　日課表の作成においては，各教科等の目標及び内容と，自立活動の時間における指導の必要な
内容を考慮し，それぞれの年間の授業時数を適切に定め，週日課に割り振る。また，交流及び共
同学習を実施する際には，交流学級の担任と連携して作成をすることも大切である。
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５　年間指導計画の作成
　 　各教科等の年間指導計画は，各学年の指導計画に準じる。自立活動については，教育支援プラ
ンＢを作成するが，長期的な視点から，自立活動の年間計画を作成する。

６　教育支援プランＢの作成
　 　教育支援プランＢの作成に当たっては，それぞれの教科等について作成する。また，自立活動
については，特別支援学校学習指導要領の自立活動の内容を参考に作成する。

７　指導記録と学習評価
　 　児童生徒のよい点や可能性，進歩の状況などを積極的に評価し，学習したことの意義や価値を
実感できるようにする。また，各教科等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から，単
元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して，学習の過程や
成果を評価し，指導の改善や学習意欲の向上を図り，資質・能力の育成に生かすようにする。
　 　各教科等の指導に当たっては，教育支援プランＢに基づいて行われた学習状況や結果を適切に
評価し，指導目標や指導内容，指導方法の改善に努め，より効果的な指導ができるようにする。

８　教育課程編成に係る評価と改善
　 　各学校においては，校長のリーダーシップの下に，校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分
担しつつ，相互に連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよ
うに努めるものとする。

第３節　教育課程編成及び指導計画作成のための資料
１　小学校における教育課程編成と全体計画（例）
　⑴　学校の実態
　　 　１学年３学級ずつの通常の学級18学級と，知的障害１，自閉症・情緒障害２，弱視１の特別
支援学級４学級の計22学級を設置している。弱視特別支援学級は，対象児童の入学に伴って設
置され，今年度５年目になる。

　⑵　児童の実態
　　 　５年生女子１名。視力は矯正で両目とも0.2程度。晴れた日は室内でもまぶしいと訴える。
学校では，基本的に自分のことは自分で行うことを意識して生活をしている。26ポイントの拡
大教科書を使用。通常の学級で交流及び共同学習をする際には，黒板を見るために拡大読書器
や単眼鏡を使用している。学年相応の学習をしてきている。教科によっては理解に時間がかか
り習得しきれていないものもある。コミュニケーションについては，安心できる大人や特定の
２，３人の児童には自ら話し掛けることができる。しかし，交流学級での休み時間や給食時間
には黙っていることが多い。見えづらさによって相手の表情が読み取りにくいこともあり，コ
ミュニケーション能力の未熟さがうかがえる。

　⑶　教育目標
　　ア　学校教育目標　　自ら学ぶ子　　心豊かな子　　心身ともにたくましい子
　　イ　学級教育目標　　よく考え　助け合い　あきらめずやりぬく子
　⑷　教育課程の編成
　　ア　組織及び手順
　　　 　学校の教育課程編成委員会において，学校全体の教育課程が編成されるのと並行して弱視

特別支援学級の特別の教育課程を編成する。
　　イ　編成の基本方針
　　　 　本学級では小学校の通常の教育課程を基本としているが，視覚障害による学習上又は生活

上の困難を改善・克服するための自立活動を週２時間加えた特別の教育課程を編成している。
自立活動は時間における指導だけでなく，全ての教育活動の中で行うようにする。

　　ウ　指導の重点
　　　 　児童自らが自分の見え方を理解し，必要に応じて進んで視覚補助具を活用できるようにす
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る。また，見えづらさに加え，本人の特性により理解に時間のかかる学習内容については，
具体物を用いたり，体験的な活動を取り入れたりすることで，自ら気付き，より理解が深ま
るよう工夫をしていく。

　⑸　日課表
　　ア　基本方針
　　　 　弱視特別支援学級での個別の学習と交流学級での集団の学習のそれぞれのよさを生かしな

がら，児童の実態，教科や内容によって児童の学びに適した授業形態を柔軟に選ぶようにす
る。また，交流学級での学習を進めるに当たり，交流学級の担任とも連携していく。

　　イ　日課表

月 火 水 木 金

読書 運動 朝会 学習 運動

朝の会

１ 国語（個別） 自立活動（個別） 社会（個別・交流） 国語（個別） 算数（個別）

２ 音楽／家庭（交流） 理科（個別・交流） 国語（個別） 算数（個別） 自立活動（個別）

20 分休み

３ 算数（個別） 算数（個別） 算数（個別） 理科（個別・交流） 国語（個別）

４ 体育（交流） 外国語（交流） 音楽（交流） 理科（個別・交流） 体育（交流）

給食・歯みがき・清掃

５ 学活（交流） 社会（個別・交流） 体育／図工（交流） 道徳（交流） 総合（交流）

６ 国語（個別） 図工（交流） 社会（個別・交流） 総合（交流）

　　※（交流）：交流学級での，交流及び共同学習

　⑹　年間指導計画
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２　中学校における教育課程編成と全体計画（例）
　⑴　学校の実態
　　 　１学年４学級ずつの通常の学級12学級と，知的障害特別支援学級，弱視特別支援学級２学級
の計14学級を設置している。今年度から弱視特別支援学級が新設された。特別支援教育コー
ディネーターと各学年の代表，特別支援学級担任，管理職，養護教諭によって，特別支援教育
委員会を設け，毎月，支援会議をもつほか，特別な支援が必要な時や，他機関との連携した支
援に当たる時に機能している。

　⑵　生徒の実態
　　 　弱視特別支援学級に在籍しているのは，１年生男子１名である。視覚障害の状況については，
視力右０（義眼），左0.1である。小学生の時から拡大教科書を使用して学年相応の学習をし，
平均的な学力である。読み書きには時間を要し，国語の長文の読み取り問題や漢字の書き取り
が苦手である。同学年の友達との関係は良好であるが，自分の見えにくさについて説明したり，
支援を求めたりすることはほとんど見られない。

　⑶　教育目標
　　ア　学校教育目標：略
　　イ　弱視特別支援学級の目標：○自分を理解する　○健やかな体を作る　○自ら工夫して学ぶ
　⑷　教育課程の編成
　　ア　組織及び手順
　　　 　学校の教育課程編成委員会において，学校全体の教育課程が編成されるのと並行して弱視

特別支援学級の教育課程を編成する。
　　イ　編成の基本方針
　　　 　中学校の教育課程を基本としている。特別支援学級での個別の学習と交流学級での集団に

おける学習のバランスをとり，編成する。教科によっては，内容により個別の方が良い場合
と集団が適している場合があるため，交流学級と同じ時間に設定し，同教科の教師が担当し
たり，補助的に指導に入れる体制をとったりするなどして効果的な指導を目指す。

　　ウ　指導の重点
　　　 　弱視の生徒は，情報が不足し，一つ一つの学習に時間がかかるため，指導内容を精選し，

基礎・基本となる学習に重点をおく。見えにくいものを工夫して見たり，代替するもので
補ったりする力を付け，よりよい生活を送れるようにすることを目指す。また，他者と同じ
ようにできないものがあり，自分から必要な情報を得たり，援助を求めたりすることが必要
である。学校生活において，それらのことを身に付けられるように指導していく。年齢を考
慮し，精神的なケアをできる場を設けるとともに，支援者がいなくても自分で工夫したり支
援を求めたりする機会を設けていく。

　⑸　年間授業時数
　　　通常の学級の授業時数に準ずる。自立活動の時間として１時間設定する。

区　分 第１学年 弱視特別支援学級

年間時数 年間時数 週時数 形態

各教科の授業時数 国語 １４０ １０５ ４ 交流・個別

社会 １０５ １０５ ３ 交流・個別

数学 １４０ １４０ ４ 個別

理科 １０５ １０５ ３ 個別

音楽 ４５ ４５ １．３ 交流

美術 ４５ ４５ １．３ 交流

保健体育 １０５ １０５ ３ 交流

技術・家庭 ７０ ７０ ２ 個別

外国語 １４０ １４０ ４ 交流・個別

特別な教科　道徳の授業時数 ３５ ３５ １ 交流

総合的な学習の時間の授業時数 ５０ ５０ １．４ 交流

特別活動の授業時数 ３５ ３５ １ 交流

自立活動の時間の授業時数 ０ ３５ １ 個別

総授業時数 １０１５ １０１５ ３０

＊「弱視学級での授業」は，
“個別の授業”（数学，理科，
技術・家庭，自立活動）と，
“交流学級に参加しながら
状況により個別の学習にな
る授業”（国語，社会，外
国語）を合わせて週 21 時
間設定している。その他に
「交流学級での授業」を週
９時間設定している。

＊自立活動の時間は，週１
時間の設定である。他の教
科においても，自立活動の
視点をもって指導に当たっ
ている。
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３　自立活動の指導計画
　⑴　教育支援プランＡ等作成例
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　⑵　自立活動の授業づくり例

１　自立活動の授業づくり（流れ図）　Ａ
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２　本指導案　
　⑴　自立活動学習指導案例

１年　弱視特別支援学級　自立活動　学習指導案

 日　時　平成○年○月○日（○）第○校時
 場　所　○○学級
 指導者　教諭　○○　○○

１　主題名　「近用弱視レンズ（ルーペ）を使いこなそう」

２　主題設定の理由
　 　本生徒は，先天性の視覚障害をもち，視力は右０，左0.1である。遠くのものを見るときに単
眼鏡を使用することには慣れたが，近くの細かいものを見るときには，眼を５ｃｍ位に近付けて
見ている。一時的に読むことはできても，文章などの量のあるものを読むと疲れを訴え，長く続
けることが難しい。また，漢字や社会科の資料の細かいところを見るときなどに苦労している様
子が見られる。このような生徒に，近用弱視レンズ（ルーペ）を使用し見やすくして見る力を付
け，自ら学習環境を整え工夫する力を身に付けたい。そのためには，客観的に自分の見えにくさ
を捉えて，ルーペなどの使用効果に気付くことが必要である。
　 　そこで，まずは，自分の読みの問題について気付くよう，読み速度調査を行うと共に，目指す
読みの速度について知らせたい。そして，目の状態に合わせて効率的に読むためのルーペを選ぶ。
ルーペも使い慣れれば便利な道具となること，将来的にも，社会に出たときに必要であること，
使いこなすためには練習が必要であることを知らせ，ルーペを使用する意欲をもたせるようにし
たい。学習において，楽に学ぶために，道具が必要であることを理解させ，日頃から使用できる
ように働き掛けたい。
　 　また，個々に使用するもの等，生徒それぞれの様々なことが違ってよいこと，見えなかったり
分からなかったりしたときには，人に伝えることが大事であることを交流学級で関わる教師とと
もに常に示していきたい。

３　生徒の実態
　 　本生徒は，単眼鏡は場面に応じて使用している。しかし，ルーペは幼少期からドーム型のもの
を持っているが，これまでに，本格的な練習をしたことがなく，試しに使った程度である。その
ため，ルーペを使用して見たいものを素早く見ることができず，ルーペを使おうとしなかった。
ルーペを使用していないときの拡大文字26ポイントの読みの速度は，230文字／分程度，10.5ポ
イントの文字の文章のルーペ使用時は，130文字／分程度である。教科の学習をするには，300文
字／分以上の読み速度を得たい。現在の使用目的に合わせて，使いやすいルーペを選ぶ必要があ
る。また，適切に距離や位置を合わせられるようにするためには，そのための練習が必要である。
更には，図形などの全体像を想像しながら探索して見る力を養いたい。

４　目標
　 　手持ち式の近用弱視レンズの使い方を知り，場面に応じて使用できるようにする。

５　指導計画（12時間扱い）
授業目標 授業時数

１ 自分の見え方について知ろう（近見視力，最大視認力，読み速度の調査と自己評価） １
２ 近用弱視レンズの使用方法を知ろう（ルーペの選択，基礎練習：文字，単語） ２
３ 近用弱視レンズに慣れよう①（基礎練習：単語・文章＋応用練習：視写・読書） ４

４ 近用弱視レンズに慣れよう②（応用練習：視写・様々な対象物，広視野探索訓練） ４
（本時 8/12）

５ 近用弱視レンズ使用の成果を確かめよう（ルーペ使用時の読み速度等，自己評価） １
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６　本時の構成
　⑴　本時の目標
　　・　ルーペを使用してよりスムーズに見ようという意欲をもって臨むことができる。
　　・　100文字程度の文章を，１文字0.3秒以内の速度で読むことができる。
　　・　広視野探索訓練の目的と方法を理解して取り組むことができる。
　⑵　展開

配時 学習活動 指導上の留意点（○指導の手だてや支援・☆評価の観点） 準備
３分 挨拶，

健康観察
・本日の眼の調子について確認する。
・この時間の予定を話す。 ストップ

ウォッチ
Ａ
①②文章
カード
２枚，罫紙
B
① 10 枚，
② 20 枚
いずれも
５ポイン
ト，５文字
か ら 10 文
字の単語

社会科資料
集，
食物の包装

15 分 Ａ基礎練習
① 100 文字程
度の文
②転写２分間

① ルーペを使用して文章をなるべく速く読むように伝えて読ませ，
かかった時間を計測する。前回のタイムを伝え，それを超えるよう
に励ます。種類の違う文章を使い，２回行う。その間で１分程度休
憩をとる。
☆意欲的に取り組めたか。　☆ 30 秒で読めたか。
② ①で使用した文章を用い，「用意，始め」で転写させ，２分でや
めるように指示する。書けた文字を数え，記録する。

20 分 B 広視野探索
訓練　
①直線たどり
　交差なし
②交差あり

○今回からは，広いところをたどって見たり，探したりする練習に
取り組むことを伝える。左に書かれた文字から線をたどって右に書
かれている文字を，なるべく速く読むように伝え計測する。
（目標は３秒）☆方法を理解して取り組めたか。
○教材は，生徒が楽しめるような言葉を選んで作成する。

10 分 応用練習様々
な細かいもの
を見る

○指示したページの指示したものを見て質問に答えるように伝え
る。正誤について記録し，正答率を出す。
○学習や生活の中で実用的に使用できる実感がもてるよう，地図の
中に示された記号から読み取る質問や，食物の包装から成分表や消
費期限，内容量などの質問をする。
☆意欲的に取り組めたか。

２分 まとめ，挨拶 ○この時間の活動について自己評価させ，評価を伝える。

７　本時の評価　　省略

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　⑵　自立活動学習指導案例

５年　弱視特別支援学級　自立活動　学習指導案
 日　時　平成○年○月○日（○）第○校時
 場　所　○○学級
 指導者　教諭　○○　○○

１　主題名　「わたしってこんな人だよ」
　　　　　　自立活動の領域―「人間関係の形成」「コミュニケーション」

２　主題について
　 　本主題は自立活動の内容の「人間関係の形成」「⑶自己の理解と行動の調整に関すること」と
「コミュニケーション」「⑵言語の受容と表出に関すること」に該当する。この題材では自己に
関する理解を深めていくことを大きなねらいとしている。まずは，自分の見え方やその見え方に
よって困ることや得意なことと苦手なこと，好きなことと嫌いなことなどを考え整理し，ポス
ターにまとめていく。自己に関する理解を深めていく中で，苦手なこと等を考える場面では，そ
の困難さを補うにはどうしたらよいかも一緒に考え，前向きな捉え方もできるようにする。
　 　最終的には，ポスターをもとに交流学級で発表する場を設ける。自分のことを相手に分かりや
すく説明するにはどのように工夫したらよいのかを自分で考えるようにし，コミュニケーション
の中の言語の表出がよりよくなるようにしたい。
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３　目標
　・　自分のことを見つめ直し，自己への理解を深めようとすることができる。
　・　自分のことを，相手に分かりやすく説明するにはどうしたらよいのかを考えることができる。

４　指導計画　（６時間扱い）
　・　自分データを作ろう。 （１時間）
　・　自分の得意なこと，苦手なこと，長所，短所は，なんだろう。 （１時間）
　・　自分についてポスターにまとめよう。 （２時間　本時３／６）
　・　発表の仕方を考えよう。 （１時間）
　・　発表しよう／発表を振り返ろう。 （１時間）

５　本時の学習　
　⑴　本時の目標
　　・　自分に関しての学習を振り返り，自分に関する理解を深めることができる。
　　・　自分に関してポスターにまとめる内容を考えることができる。

　⑵　本時の展開

６　本時の評価　　省略
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　⑶　教科の指導　学習指導案　略案例
　弱視特別支援学級　算数科　学習指導案

 日　時　平成○年○月○日（○）第○校時
 場　所　弱視特別支援学級
 指導者　教諭　○○　○○
１　単元名　「整理の仕方～ケガ調べをして，分かったことを友達に伝えよう～」 
２　単元設定の理由
　⑴　学級及び児童の実態
　　 　本学級は，４年生男子１名が在籍する弱視特別支援学級である。弱視特別支援学級の教育課
程は通常の教育課程に準じて編成され，自立活動を加えた特別の教育課程が編成される。本学
級でも児童の実態に合わせて自立活動を行いながら，通常の教育課程に準じた学習を行ってい
る。弱視特別支援学級で国語，算数，自立活動を15時間，交流及び共同学習で，その他の教科
等を13時間学習しており，どの教科も学年相応の理解ができている。本児童は視覚障害による
情報の不足を補うために，入学当初より単眼鏡，ルーペ，拡大読書器などの視覚補助具の操作
力を高める練習を行っており，必要に応じてそれらを選択し積極的に活用できるようになって
きている。

　⑵　単元観
　　　本単元で行う資料の整理は，小学校学習指導要領には以下のように位置付けられている。
　

　⑶　指導観
　　 　本単元は，資料の中から条件に合った項目を選択し，それを表にまとめる活動がある。視覚
に障害のある児童にとって，落ちや重なりがないようにまとめることが課題となるため，特に
集中力や注意力が必要となる。そこで，校内でのケガ調べという，身近な資料を扱うことで，
興味をもって学習に臨むことができるのではないかと考えた。自校のケガ調べは，本児童に
とって身近な問題であり，とても興味のある資料であると考えられる。

　　 　また，合理的配慮の一つとして，本学級ではタブレット端末の活用の取組を始めた。これに
より，画像の拡大と縮小が瞬時に行えるので，自分の視覚の状態やニーズに合わせて画像の部
分と全体を行き来することができ，黒板の視写などに役立てている。本単元でも，資料の整理
の際に，タブレット端末を用い，資料を拡大したり，付箋やマーカー機能のあるアプリを活用
したりすることで，落ちや重なりがないように正確な資料の分類整理をすることを期待してい
る。新しいコミュニケーションの手段として，タブレット端末の操作力を向上させ，学習意欲
を高めながら児童の学習に役立てていきたい。

３　単元の目標　　　　　　（略）
４　単元における評価規準　（略）
５　単元の指導計画　　　　（略）
６　本時の学習指導
　⑴　目標
　　・　タブレット端末を活用して，落ちや重なりがないように資料を整理することができる。
　　・　ケガの種類と場所について，二次元表を作成することができる。　  　　　
　　・　作成した表から資料の特徴や傾向を捉えることができる。　　  
　　・　ケガ調べという身近な問題に興味をもち，取り組むことができる。

第４学年　Ｄ　データの活用 
　⑴　データの収集とその分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよ

う指導する。
ア　次のような知識及び技能を身に付けること。 
　ア　データを二つの観点から分類整理する方法を知ること。
イ　次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 
　ア　目的に応じてデータを集めて分類整理し，データの特徴や傾向に着目し，問題を解決するた
めに適切なグラフを選択して判断し，その結論について考察すること。

C
M

Y
K

210

210



― 203 ―

　⑵　展開

７　本時の評価
　・　タブレット端末を活用して，落ちや重なりがないように資料を整理できたか。
　・　ケガの種類と場所について，二次元表を作成することができたか。　　 　　
　・　作成した表から資料の特 徴や傾向を捉え発表することができたか。
　・　ケガ調べに興味をもって取り組むことができたか。　　　　　　

□

□

□

□  

□  

□
 

□
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５　交流及び共同学習
　⑴　交流及び共同学習のねらいと意義
　　 　弱視特別支援学級は在籍児童生徒が一人である場合が多く，学級内で十分な集団活動を展開
することができなかったり，同年齢の児童生徒同士で様々な立場からの考えを交換する場面を
設定したりすることが難しい状況にある。そこで，交流及び共同学習に取り組み，多くの児童
生徒と活動を共にし，集団生活を意図的に経験させることで，多様な考えに触れたり，社会性
を育んだりすることが期待できる。したがって，交流の面，共同学習の面の両面から，弱視の
児童生徒にとって交流及び共同学習により集団的な教育活動を進めることは有効かつ大切なこ
とである。

　　 　実施に当たっては，弱視特別支援学級担任と交流学級担任は，日常的に情報を交換し，児童
生徒の障害の状態についての理解や交流及び共同学習の在り方などについて共通理解を図る必
要がある。交流及び共同学習を慣例的に行うのではなく，学習内容・活動内容と児童生徒の実
態を考慮し，高い効果が期待できる教科・単元を精選して設定することが大切である。必要に
応じて医師及びその他の専門家に指導・助言を求めたり，特別支援学校のセンター的機能を活
用したりするなどして，計画的，組織的に充実した指導を継続して行うように努める。

　　 　また，小学校及び中学校の通常の学級に在籍する弱視の児童生徒が，近隣の小学校，中学校
にある弱視特別支援学級で，交流及び共同学習を行う可能性もありえる。

　⑵　交流及び共同学習の実施上の配慮事項
　　　実施に当たっては，次のような配慮が必要である。
　　・ 　会話の最初に名乗る。挨拶や意思表示なども会釈や身振りではなく，できるだけ声を出し

て行う。
　　・ 　教材等を提示する際，言葉での説明を添えるとともに，手で触って観察できるようにする。
　　・ 　説明をするときには「向こう」や「あそこ」などの抽象的な指示や代名詞は避け，「あな

たの右側」や「先生の机の上」などと具体的に説明をする。
　　・ 　慣れない場所や，初めての体験では，最初に周囲の状況や活動内容を説明する。
　　・ 　児童生徒の見え方を理解・確認する。実態に合わせ，文字カード等を提示する際には，コ

ントラストをはっきりさせ，文字を大きく書くとともに，照明等に配慮して見やすくするな
ど環境を調整する。

　　・ 　スムーズに活動できるように廊下の通行の仕方や机の配置など学級のきまりを設定する。
　　・ 　交流及び共同学習に持参する教材・教具について，本人が説明できるようにしておくなど，

事前指導で，積極的な行動，支援や協力の求め方・断り方，自分の気持ちの表現の仕方等に
ついての理解を図る。

６　保護者との連携
　 　保護者の心情に寄り添いながら，①保護者の願い（できるようになってほしいこと，安全面の
配慮等学校への要望），②見え方や使用している視覚補助具，身体障害者手帳の有無，③性格や
友人関係，身辺自立，家庭での生活の様子等の情報を得ることが大切である。
　 　教育支援プランＡや教育支援プランＢを作成するに当たっては，これらの情報を踏まえて，指
導・支援目標，内容等を設定する。その際，保護者も重要な支援者の一員として積極的に参加で
きるよう配慮する。進級，進学，転学などにより支援環境が変わっても，児童生徒にとって必要
な指導・支援が継続できるようにすることが大切である。
　 　また，埼玉県では県立特別支援学校塙保己一学園が視覚障害教育のセンター的機能を担ってお
り，保護者や教師への相談，本人への直接的指導，各弱視特別支援学級への巡回相談，弱視特別
支援学級担任向けの研修・情報交換会等を行っている。指導方法や進路について情報を集めたり，
検討したりする際には，センター的機能を積極的に活用し，弱視の児童生徒と保護者を支える連
携体制を確立することも大切である。
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